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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
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(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は，再処理施設の耐震設計が「再処理施設の技術基準

に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第5条，第32

条(地盤)，第6条，第33条(地震による損傷の防止)及び第36条

(重大事故等対処設備)に適合することを説明するものである。 

 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動Ｓｓ又は基準地震動Ｓｓを1.2倍とした地震力に対して機

能を保持するとしているものとして，第11条及び第35条に係る

火災防護設備の耐震性，第12条，第13条及び第36条に係る溢水

防護及び化学薬品の漏えいに係る設備の耐震性，重大事故等対

処設備の耐震性については後次回申請以降における添付書類Ⅳ

の別添にて示す。 

 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計が「加工施設の技

術基準に関する規則」(以下「技術基準規則」という。)第５

条，第26条(地盤)，第６条，第27条(地震による損傷の防止)及

び第30条(重大事故等対処設備)に適合することを説明するもの

である。 

なお，上記条文以外への適合性を説明する各資料にて基準地

震動Ｓｓ又は基準地震動Ｓｓを1.2倍とした地震力に対して機

能を保持するとしているものとして，第11条及び第29条に係る

火災防護設備の耐震性，第12条及び第30条に係る溢水防護設備

の耐震性及び重大事故等対処設備の耐震性については添付書類

の別添にて説明する。 

 

 

適用規則の差異 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 
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(ＭＯＸは一部の

別添を申請して

いるため，「後

次回申請」の記

載はない。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

安全機能を有する施設については，地震により安全機能が損

なわれるおそれがないこと，重大事故等対処施設については地

震により重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故(以下

「重大事故等」という。)に対処するために必要な機能が損なわ

れるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に適合す

るように設計する。 

 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への影響

の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」という。)

は，その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそれがあ

る地震動(以下「基準地震動」という。)による地震力に対し

て，その安全機能が損なわれるおそれがないように設計す

る。 

 

また，安全機能を有する施設は地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への

影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合

の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じ

て，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分

類し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられるように設計

する。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備については，各設備が有する重大事故

等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，

重大事故等が発生した場合において対処するために必要な機

能を有する設備であって常設のもの(以下「常設重大事故等

対処設備」という。)を，耐震重要施設に属する設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下

「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)及び常設耐

震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備，

可搬型のものを可搬型重大事故等対処設備に分類し，それぞ

れの設備分類に応じて設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設は，基準地震動による地震力に対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように

設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する安全機

能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十

分耐えることができるように設計する。 

2. 耐震設計の基本方針 

2.1  基本方針 

安全機能を有する施設については，地震により安全機能が損

なわれるおそれがないこと，重大事故等対処施設については地

震により重大事故に至るおそれがある事故又は重大事故(以下

「重大事故等」という。)に対処するために必要な機能が損な

われるおそれがないことを目的とし，「技術基準規則」に適合

するように設計する。 

 

 

施設の設計にあたり考慮する，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要を添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動

Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に示す。 

(1) 安全機能を有する施設のうち，地震により生ずるおそれ

があるその安全機能の喪失に起因する放射線による公衆への

影響の程度が特に大きいもの(以下「耐震重要施設」とい

う。)は，その供用中に当該施設に大きな影響を及ぼすおそ

れがある地震動(以下「基準地震動」という。)による加速度

によって作用する地震力に対して，その安全機能が損なわれ

るおそれがないように設計する。 

 

また，安全機能を有する施設は地震により発生するおそれ

がある安全機能の喪失及びそれに続く放射線による公衆への

影響を防止する観点から，各施設の安全機能が喪失した場合

の影響の相対的な程度(以下「耐震重要度」という。)に応じ

て，耐震重要度分類をＳクラス，Ｂクラス及びＣクラスに分

類し，それぞれに応じた地震力に十分耐えられるように設計

する。 

 

 

 

 

 

 

 

重大事故等対処設備については，各設備が有する重大事故

等時に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえて，

重大事故等が発生した場合において対処するために必要な機

能を有する設備であって常設のもの(以下「常設重大事故等

対処設備」という。)を，耐震重要施設に属する設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替するもの(以下

「常設耐震重要重大事故等対処設備」という。)及び常設耐

震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

に，可搬型のものを可搬型重大事故等対処設備に分類し，そ

れぞれの設備分類に応じて設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設は，基準地震動による地震力に対して重大事故等に

対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないように

設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設は，代替する安全機

能を有する施設が属する耐震重要度に適用される地震力に十

分に耐えることができるように設計する。 

 

 

プラント固有 

(施設に応じた記

載とした。) 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

図書名称の差異 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

表現上の差異 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐え

ることができるように設計する。 

 

 

(2) 安全機能を有する施設の建物・構築物については，耐震重

要度に応じて算定する地震力が作用した場合においても，接

地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設については，基準地震動による地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に

設置する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，

代替する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じて

適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対す

る十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－

２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

 

(3) 耐震重要施設について，静的地震力は水平方向地震力と鉛

直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するものと

する。 

 

 

 

(4) 動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組

み合わせて算定するものとする。 

 

(5) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対してその安

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類し，その地震力に対し十分に耐え

ることができるように設計する。 

 

2.1  基本方針 

(2) 安全機能を有する施設の建物・構築物については，耐震

重要度に応じて算定する地震力が作用した場合においても，

接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設については，基準地震動による地震力が作用した場

合においても，接地圧に対する十分な支持力を有する地盤に

設置する。 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設については，

代替する安全機能を有する施設が属する耐震重要度に応じて

適用される地震力が作用した場合においても，接地圧に対す

る十分な支持力を有する地盤に設置する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

これらの地盤の評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－

２ 地盤の支持性能に係る基本方針」に示す。 

2.1  基本方針 

(3) 耐震重要施設について，静的地震力は水平方向地震力と

鉛直方向地震力が同時に不利な方向の組合せで作用するもの

とする。 

 

 

 

(4) 動的地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に

組み合わせて算定するものとする。 

 

(5) 耐震重要施設は，基準地震動による地震力に対してその

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

図書構成の差異

表現上の差異 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

図書構成の差異

表現上の差異 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分

な余裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひず

みが生じる場合であっても，その量が小さなレベルに留まっ

て破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保持

できるように設計する。建物・構築物のうち構築物(洞道)

は，構造部材の曲げについては限界層間変形角又は曲げ耐

力，構造部材のせん断についてはせん断耐力に対して妥当な

安全余裕をもたせる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態に留まる

範囲で耐えるように設計する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。建物・構築物については，構造物全体としての

変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対

して十分な余裕を有するように，機器・配管系については，

その施設に要求される機能を保持するように設計し，塑性域

に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設

に要求される機能に影響を及ぼさないように設計する。 

 

(6) 地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求について

は，基準地震動による地震力に対して，当該機器の構造，動

作原理等を考慮した設計を行い，実証試験等により確認され

ている機能確認済加速度等を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

安全機能が損なわれるおそれがないように設計する。 

 

建物・構築物については，構造物全体としての変形能力

(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分

な余裕を有するように，機器・配管系については，塑性ひず

みが生じる場合であっても，その量が小さなレベルにとどま

って破断延性限界に十分な余裕を有し，その施設の機能を保

持できるように設計する。建物・構築物のうち構築物(洞道)

は，構造部材の曲げについては限界層間変形角又は曲げ耐

力，構造部材のせん断については，せん断耐力に対して妥当

な安全余裕をもたせる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

また，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力のい

ずれか大きい方の地震力に対しておおむね弾性状態にとどま

る範囲で耐えるように設計する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設は，基準地震動による地震力に対して，重大事故等

に対処するために必要な機能が損なわれるおそれがないよう

に設計する。建物・構築物については，構造物全体としての

変形能力(耐震壁のせん断ひずみ等)が終局耐力時の変形に対

して十分な余裕を有するように，機器・配管系については，

その施設に要求される機能を保持するように設計し，塑性域

に達するひずみが生じる場合であっても，その量が小さなレ

ベルにとどまって破断延性限界に十分な余裕を有し，その施

設に要求される機能に影響を及ぼさないように設計する。 

 

(6) 地震時又は地震後の機器・配管系の動的機能要求につい

ては，基準地震動による地震力に対して，当該機器の構造，

動作原理等を考慮した設計を行い，実証試験等により確認さ

れている機能確認済加速度等を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(再

処理施設に設置

する洞道に対す

る設計方針を記

載した。) 

記載方針の差異

(2.1(6)に記載し

た。) 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

表現上の差異(事

業変更許可申請

書に合わせた記

載とした。) 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

記載方針の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

明確化した。） 

 

 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

に留まる範囲で耐えるように設計する。 

 

また，共振のおそれのある施設については，弾性設計用地

震動に２分の１を乗じた地震力により検討を行う。なお，当

該地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

に留まる範囲で耐えるように設計する。 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設については，設計基

準事故に対処するための設備が有する機能を代替する施設の

属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類した地震力を適用する。 

 

(8) 耐震重要施設又は常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設については，それ以外の再処理施

設内にある施設(資機材等含む)の波及的影響によって，それ

ぞれその安全機能又は重大事故等に対処するために必要な機

能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(9) 耐震重要施設又は常設耐震重要重大事故等対処設備が設置

される重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動による

地震力に対して，耐震重要施設の安全機能又は常設耐震重要

重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設の重大

事故等の対処に必要な機能に影響を及ぼすような崩壊を起こ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) Ｂクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えるように設計する。 

 

また，共振のおそれのある施設については，弾性設計用地

震動に２分の１を乗じた地震力により検討を行う。なお，当

該地震力は，水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて算定するものとする。 

 

Ｃクラスの施設は，静的地震力に対しておおむね弾性状態

にとどまる範囲で耐えるように設計する。 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設については，設計基

準事故に対処するための設備が有する機能を代替する施設の

属する耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐

震重要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件

を踏まえて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆へ

の影響の程度に応じて分類した地震力を適用する。 

 

(8) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設が，それ以外のＭＯＸ燃料加工

施設内にある施設（資機材等含む）の波及的影響によって，

それぞれその安全機能及び重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれるおそれがない設計とする。 

 

(9) 耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設

置される重大事故等対処施設の周辺斜面は，基準地震動によ

る地震力に対して，耐震重要施設の「安全機能」又は常設耐

震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

の「重大事故等の対処に必要な機能」に影響を及ぼすような

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(2.1(1)に記

載。) 

表現上の差異 

 

 

 

 

表現上の差異 

(事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。) 

プラント固有 

(施設に応じた記

載とした。以下

同様。) 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(施

設に応じた記載

とした。) 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

表現上の差異 

(事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

表現上の差異 

以下同様 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

すおそれがないものとする。 

 

(10) 破損又は機能喪失により臨界を起こすおそれのある施設

は，基準地震動による地震力に対し，臨界を引き起こさない

ことの確認を行う。 

本方針に基づく設計対象施設及び設計方針を後次回申請以

降の「Ⅳ－１－１－１３ 申請設備に係る地震時の臨界安全

性検討方針」において示す。 

 

(11) 安全機能を有する施設又は重大事故等対処施設の構造計

画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように

考慮する。 

 

(12) 地震を要因とする重大事故等に対する施設については，

工学的，総合的判断に基づき基準地震動の1.2倍の地震力に

対して必要な機能が損なわれるおそれがないように設計す

る。 

なお，本設計に当たっては，安全機能を有する施設及び重

大事故等対処施設の耐震設計における設計方針の他，塑性変

形する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機

能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定す

る。 

 

崩壊を起こすおそれがないものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計

画及び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように

考慮する。 

 

(11) 地震を要因とする重大事故等に対する施設については，

工学的，総合的判断に基づき基準地震動の1.2倍の地震力に

対して必要な機能が損なわれるおそれがないように設計す

る。 

なお，本設計に当たっては，安全機能を有する施設及び重

大事故等対処施設の耐震設計における設計方針のほか，塑性

変形する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の

機能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定す

る。 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

図書構成の差異

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載（削除）と

した。） 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法

の認可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実

績がある規格の他， 新の規格基準についても技術的妥当性及

び適用性を示したうえで適用可能とする。なお，規格基準に規

定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試

験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等につい

て，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で

用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

JEAG4601･補-1984」 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」 

 

(以降，添付書類Ⅳにおいて「JEAG4601」と記載しているもの

は上記３指針を指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－(1999 改定) 

 

 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(2005 改定) 

 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－(2001 改定) 

・建築基礎構造設計指針(2001 改定) 

 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(2002年制定) 

 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(平成14年3

月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(平成14年3月) 

 

 

 

 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡクラ

スの施設をＳクラスの施設に読み替えた上で，基準地震動Ｓ

２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと

読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和

55 年通商産業省告示第 501 号， 終改正平成 15 年７月 29 日経

済産業省告示第277号)に関する内容については，「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))

2.2  適用規格 

適用する規格としては，既に認可された設計及び工事の方法

の認可申請書の添付書類(以下「既設工認」という。)で適用実

績がある規格のほか， 新の規格基準についても技術的妥当性

及び適用性を示したうえで適用可能とする。なお，規格基準に

規定のない評価手法等を用いる場合は，既往研究等において試

験，研究等により妥当性が確認されている手法，設定等につい

て，適用条件，適用範囲に留意し，その適用性を確認した上で

用いる。 

既設工認において実績のある主要な適用規格を以下に示す。 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1987」 

 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 重要度分類・許容応力編 

JEAG4601･補-1984」 

・「原子力発電所耐震設計技術指針 JEAG4601-1991 追補版」 

 

(以降，添付書類Ⅲにおいて「JEAG4601」と記載しているもの

は上記３指針を指す。) 

・建築基準法・同施行令 

・鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設計法

－(1999 改定) 

 

 

・鋼構造設計規準－許容応力度設計法－(2005 改定) 

 

・鉄骨鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説－許容応力度設

計と保有水平耐力－(2001 改定) 

・建築基礎構造設計指針(2001 改定) 

 

 

・コンクリート標準示方書［構造性能照査編］(2002年制定) 

 

・道路橋示方書(Ⅰ共通編・Ⅳ下部構造編)・同解説(平成14年3

月) 

・道路橋示方書(Ⅴ耐震設計編)・同解説(平成14年3月) 

 

 

 

 

 

 

ただし，JEAG4601に記載されているＡｓクラスを含むＡクラ

スの施設をＳクラスの施設に読み替えた上で，基準地震動Ｓ

２，Ｓ１をそれぞれ基準地震動Ｓｓ，弾性設計用地震動Ｓｄと

読み替える。 

なお，Ａクラスの施設をＳクラスと読み替える際には基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄを適用するものとする。 

 

また，「発電用原子力設備に関する構造等の技術基準」(昭和

55 年通商産業省告示第 501 号， 終改正平成 15 年７月 29 日経

済産業省告示第277号)に関する内容については，「発電用原子

力設備規格 設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))

 

適用規則の差異 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(既

設工認における

主要な適用規格

を記載。) 

記載方針の差異

(発行元は記載し

ない。以下同

様。) 

記載方針の差異 

(図書内で表現を

統一した。) 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。以

下同様。） 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S NC1」とい

う。) に従うものとする。 

＜第Ⅰ編 軽水炉規格＞JSME S NC1」(以下「JSME S NC1」とい

う。) に従うものとする。 

 

記載方針の差異

(図書内で表現を

統一した。) 

差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

10



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該

施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する

地震動を添付書類「Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故

等対処設備の設備分類の基本方針」に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内包している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放出する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び事故発生の際に，外部に放出さ

れる放射性物質による影響を低減させるために必要な施設であ

って，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラスの施設と比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備について，各設備が有する重大事故

等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ，常

設重大事故等対処設備を以下のとおりに分類する。各設備

の設備分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維

持されることを確認する地震動を添付書類「Ⅳ－１－１－

３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本

方針」に示す。 

(1) 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する

設備 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替する設備 

 

 

 

 

(2) 静的地震力に対して十分耐えるよう，また共振のおそれ

のある施設については弾性設計用地震動に２分の１を乗じ

た地震力に対しても十分に耐えるよう設計する設備 

 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)ａ．以外

のＢクラス設備 

3. 耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  安全機能を有する施設の耐震重要度分類 

安全機能を有する施設の耐震設計上の重要度を以下のとおり

分類する。各施設の具体的な耐震設計上の重要度分類及び当該

施設を支持する構造物の支持機能が維持されることを確認する

地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故

等対処設備の設備分類の基本方針」に示す。 

 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内包している施設，当該施設に直接関係し

ておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散する可能性

のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性のある事態を

防止するために必要な施設及び放射性物質が外部に放散される

事故発生の際に外部に放散される放射性物質による影響を低減

させるために必要となる施設であって，環境への影響が大きい

もの。 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響がＳ

クラス施設と比べ小さい施設。 

(3) Ｃクラスの施設 
Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の一般

産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施設。 

 

3.2  重大事故等対処設備の設備分類 

重大事故等対処設備について，各設備が有する重大事故

等に対処するために必要な機能及び設置状態を踏まえ，常

設重大事故等対処設備を以下のとおりに分類する。各施設

の設備分類及び当該施設を支持する構造物の支持機能が維

持されることを確認する地震動を添付書類「Ⅲ－１－１－

３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本

方針」に示す。 

(1) 基準地震動による地震力に対して重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれるおそれがないよう設計する

設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替する設備 

 

 

 

 

(2) 静的地震力に対して十分に耐えるよう，また共振のおそ

れのある施設については弾性設計用地震動に２分の１を乗

じた地震力に対しても十分に耐えるよう設計する設備 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.以外の

Ｂクラス設備 

プラント固有 

(事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

図書名称の差異 

 

表現上の差異 

(事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。以

下同様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

図書名称の差異 

表現上の差異 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(3) 静的地震力に対して十分耐えるよう設計する設備 

ａ．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)ａ．及び上

記(2)ａ．以外の設備 

(3) 静的地震力に対して十分に耐えるよう設計する設備 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記(1)a.及び上記

(2)a.以外の設備 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.3  波及的影響に対する考慮 

3.3.1  耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

耐震重要施設は，下位クラス施設の波及的影響によって，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺の耐震重

要施設以外の再処理施設内にある施設(資機材等含む)をいう。 

 

波及的影響に対する設計に当たっては，以下の４つの観点を

基に，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選定

した事象に対する波及的影響の検討により，波及的影響を考慮

すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がない

ことを確認する。 

波及的影響を考慮する施設の設計については，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用し，その選定に当たっ

ては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

なお，波及的影響の確認においては，水平２方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合の影響を添付書類「Ⅳ－１－１

－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価方針」に基づき考慮する。 

 

また，原子力施設及び化学プラント等の地震被害情報

をもとに，４つの観点以外に検討すべき事項がないか確

認し，新たな検討事項が抽出された場合には，その観点

を追加する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又は

不等沈下による影響の観点 

ａ．不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等

沈下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認

する。 

ｂ．相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位ク

ラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認する。 

 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐

震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

3.3  波及的影響に対する考慮 

3.3.1  耐震重要施設に対する波及的影響の考慮 

耐震重要施設は，下位クラス施設の波及的影響によって，そ

の安全機能を損なわない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

ここで，下位クラス施設とは，耐震重要施設の周辺の耐震重

要施設以外のＭＯＸ燃料加工施設内にある施設（資機材等含

む）をいう。 

波及的影響に対する設計に当たっては，以下の４つの観点を

もとに，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行い，各観点より選

定した事象に対する波及的影響の検討により，波及的影響を考

慮すべき施設を抽出し，耐震重要施設の安全機能への影響がな

いことを確認する。 

波及的影響を考慮する施設の設計については，耐震重要施設

の設計に用いる地震動又は地震力を適用し，その選定に当たっ

ては，施設の配置状況，使用時間を踏まえて適切に設定する。

なお，波及的影響の確認においては，水平２方向及び鉛直方向

の地震力が同時に作用する場合の影響を添付書類「Ⅲ－１－１

－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評

価方針」に基づき考慮する。 

 

また，原子力施設の地震被害情報をもとに，４つの観

点以外に検討すべき事項がないか確認し，新たな検討事

項が抽出された場合には，その観点を追加する。 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違に起因する相対変位又

は不等沈下による影響の観点 

a. 不等沈下 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して不等

沈下により，耐震重要施設の安全機能へ影響がないことを確認

する。 

b. 相対変位 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力による下位ク

ラス施設と耐震重要施設の相対変位により，耐震重要施設の安

全機能へ影響がないことを確認する。 

 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，耐

震重要施設に接続する下位クラス施設の損傷により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋内の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

 

記載方針の差異 

（設計基準と重

大事故等対処施

設を分けて記載

した。） 

 

記載方針の差異 

（3パラグラフに

分けて記載し

た。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2  常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響

の考慮 

常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の考慮

については，「3.3.1 耐震重要施設に対する波及的影響の考

慮」の「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大

事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持される

ことの確認に当たっては，上記に示す方針の他，塑性変形する

場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響

を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

以上の波及的影響に係る設計方針を添付書類「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響の観点 

耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，建

屋外の下位クラス施設の損傷，転倒及び落下により，耐震重要

施設の安全機能へ影響がないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.3.2  常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響

の考慮 

常設耐震重要重大事故等対処施設に対する波及的影響の考慮

については，「3.3.1 耐震重要施設に対する波及的影響の考

慮」の「耐震重要施設」を「常設耐震重要重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大

事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持される

ことの確認に当たっては，上記に示す方針のほか，塑性変形す

る場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影

響を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

以上の波及的影響に係る設計方針を添付書類「Ⅲ－１－１－

４ 波及的影響に係る基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（「Ⅳ-2-1-4-1

波及的影響を

及ぼすおそれ

のある下位ク

ラス施設の耐

震評価方針」

に記載し

た。） 

表現上の差異 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（3.3.1 冒頭部分

に記載した。） 

 

 

 

記載方針の差異

(「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」に記載し

た。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大事故等対処施設の耐震設

計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震

力及び動的地震力とする。 

本方針に基づく設計用地震力を，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に示す。 

4.1.1  静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適

用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層

せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

耐震重要度に応じて定める静的地震力を第4.1.1-1表に示

す。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設については，設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替する施設の属する

耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等

対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重

要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏ま

えて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の

程度に応じて分類した地震力を適用する。 

 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施

設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の

重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を

0.2以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，地震

層せん断力の係数の高さ方向の分布係数，地震地域係数を考慮

して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定における地震層せん断力係数

Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂ

クラス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん

断力係数Ｃ0は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の

種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただ

し，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(1)に示す地震層せ

ん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたもの

を水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれ

ぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

4. 設計用地震力 

4.1  地震力の算定方法 

安全機能を有する施設及び常設重大事故等対処施設の耐震設

計に用いる設計用地震力は，以下の方法で算定される静的地震

力及び動的地震力とする。 

本方針に基づく設計用地震力を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に示す。 

4.1.1  静的地震力 

静的地震力は，Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラスの施設に適

用することとし，それぞれの耐震重要度に応じて以下の地震層

せん断力係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

耐震重要度に応じて定める静的地震力を第4.1.1-1表に示

す。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設については，設計基準事

故に対処するための設備が有する機能を代替する施設の属する

耐震重要度に応じた地震力を適用する。 

 

また，代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故等

対処設備は，安全機能を有する施設の耐震設計における耐震重

要度の分類方針に基づき，重大事故等対処時の使用条件を踏ま

えて，当該設備の機能喪失により放射線による公衆への影響の

程度に応じて分類した地震力を適用する。 

 

(1) 建物・構築物 

水平地震力は，地震層せん断力係数Ｃｉに，次に示す施

設の耐震重要度に応じた係数を乗じ，さらに当該層以上の

重量を乗じて算定するものとする。 

Ｓクラス  3.0 

Ｂクラス  1.5 

Ｃクラス  1.0 

ここで，地震層せん断力係数Ｃｉは，標準せん断力係数Ｃ0を

0.2以上とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種類，地震

層せん断力の係数の高さ方向の分布係数，地震地域係数を考慮

して求められる値とする。 

また，必要保有水平耐力の算定における地震層せん断力係数

Ｃｉに乗じる施設の耐震重要度に応じた係数は，Ｓクラス，Ｂ

クラス及びＣクラスともに1.0とし，その際に用いる標準せん

断力係数Ｃ0は1.0以上とする。 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力が同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。鉛直地震力は，

震度0.3以上を基準とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の

種類を考慮して求めた鉛直震度より算定するものとする。ただ

し，鉛直震度は高さ方向に一定とする。 

(2) 機器・配管系 

耐震重要度の各クラスの地震力は，上記(1)に示す地震層せ

ん断力係数Ｃｉに施設の耐震重要度に応じた係数を乗じたもの

を水平震度とし，当該水平震度及び上記(1)の鉛直震度をそれ

ぞれ20%増しとした震度より求めるものとする。 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

表現上の差異 

プラント固有

（該当なし。） 

 

 

記載方針の差異

（静的地震力を

明確化した。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数につい

ては，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐

震基準との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振

のおそれのある施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に

応じて以下の入力地震動又は地震力を適用する。 

Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅に２分の１

を乗じた地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設については，Ｓクラス施設の機能を代替する施設であるた

め，基準地震動Ｓｓを適用する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設のうち，共振のおそれの

あるＢクラス施設については，弾性設計用地震動Ｓｄから定め

る入力地震動の振幅に２分の１を乗じた地震力を適用する。 

 

 

 

 

また，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備で，代替する安全機能を有する施設がない常設重大

事故等対処設備のうち，Ｓクラスの施設は常設耐震重要重大事

故等対処設備に適用する地震力を適用する。 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等について

は，添付書類「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」

に，設計用床応答曲線の作成方針については，添付書類「Ⅳ－

１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて影響評価を行う。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向

Ｓクラスの施設については，水平地震力と鉛直地震力は同時

に不利な方向の組合せで作用するものとする。ただし，鉛直震

度は高さ方向に一定とする。 

 

 

 

 

 

 

 

上記(1)及び(2)の標準せん断力係数Ｃ0等の割増し係数につい

ては，耐震性向上の観点から，一般産業施設及び公共施設の耐

震基準との関係を考慮して設定する。 

 

4.1.2  動的地震力 

動的地震力は，Ｓクラスの施設及びＢクラスの施設のうち共振

のおそれのある施設に適用することとし，それぞれの耐震重要度に

応じて以下の入力地震動又は地震力を適用する。 

Ｓクラスの施設については，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄから定める入力地震動を適用する。 

 

Ｂクラスの施設のうち共振のおそれのある施設については，

弾性設計用地震動Ｓｄから定める入力地震動の振幅に２分の１

を乗じた地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処

施設については，Ｓクラス施設の機能を代替する施設であるた

め，基準地震動Ｓｓを適用する。 

 

常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処

設備が設置される重大事故等対処施設のうち，共振のおそれの

あるＢクラス施設については，弾性設計用地震動Ｓｄから定め

る入力地震動の振幅に２分の１を乗じた地震力を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

動的解析においては，地盤の諸定数も含めて材料のばらつき

による変動幅を適切に考慮する。動的解析の方法等について

は，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」

に，設計用床応答曲線の作成方針については，添付書類「Ⅲ－

１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

動的地震力は水平２方向及び鉛直方向について適切に組み合

わせて影響評価を行う。動的地震力の水平２方向及び鉛直方向

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

図書構成の差異 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

表現上の差異 

（使用地震動適

用の理由を明確

化した。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

表現上の差異 

図書番号の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

の組合せについては，水平1方向及び鉛直方向地震力を組み合

わせた耐震計算(以下「従来設計手法」という。)への影響の可

能性がある施設，設備を抽出し，３次元応答性状の可能性も考

慮した上で従来設計手法に及ぼす影響を確認する。確認に当た

っての方針を添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

耐震重要度に応じて定める動的地震力を第4.1.2-1表に示す。 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，さらなる信頼性の向上を

目的として設置した地震観測装置から得られた観測記録により

振動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書

類「Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震

観測網について」に示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書類

「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

の組合せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力を組み合

わせた耐震計算(以下「従来設計手法」という。)への影響の可

能性がある施設，設備を抽出し，３次元応答性状の可能性も考

慮した上で従来設計手法に及ぼす影響を確認する。確認に当た

っての方針を添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直

方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

耐震重要度に応じて定める動的地震力を第4.1.2-1表に示す。 

 

 

これらの地震応答解析を行う上で，更なる信頼性の向上を目

的として設置した地震観測装置から得られた観測記録により振

動性状の把握を行う。地震観測網の概要については，添付書類

「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針」の別紙「地震観

測網について」に示す。 

 

4.2  設計用地震力 

「4.1 地震力の算定方法」に基づく設計用地震力は添付書

類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

記載方針の差異

（動的地震力を

明確化した。） 

 

記載の適正化

（装置単体の場

合も含めた表現

とした。） 

 

 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

17 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の

耐震重要度又は重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震力

に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施

設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電

気的機能，気密性，遮蔽性，冷却機能，支持機能の維持を必要

とする施設については，その機能が維持できる設計とする。 

 

気密性，遮蔽性，冷却機能，支持機能の維持については，構

造強度を確保することを基本とする。また，必要に応じて検討

項目を追加することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1  構造強度 

再処理施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度又は重大

事故等対処施設の設備分類に応じた地震力による荷重と地震力

以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度を確保す

る設計とする。また，必要に応じて，変位及び変形，内包溶液

の揺動に対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅵ－１－１－１ 再

処理施設に対する自然現象等による損傷の防止に関する説明

書」に従い行う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

 

 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

ｂ．設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

5. 機能維持の基本方針 

耐震設計における安全機能維持は，安全機能を有する施設の

耐震重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地

震力に対して，施設の構造強度の確保を基本とする。 

耐震安全性が応力の許容限界のみで律することができない施

設等，構造強度に加えて，各施設の特性に応じた動的機能，電

気的機能，気密性，遮蔽性，支持機能の維持を必要とする施設

については，その機能が維持できる設計とする。 

 

気密性，遮蔽性，支持機能の維持については，構造強度を確

保することを基本とする。また，必要に応じて検討項目を追加

することで，機能維持設計を行う。 

ここでは，上記を考慮し，各機能維持の方針を示す。 

5.1  構造強度 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全機能を有する施設の耐震重要度

及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震力による荷重

と地震力以外の荷重の組合せを適切に考慮した上で，構造強度

を確保する設計とする。また，必要に応じて，変位及び変形に

対し，設計上の配慮を行う。 

自然現象に関する組合せは，添付書類「Ⅴ－１－１－１ 加

工施設の自然現象等による損傷の防止に関する説明書」に従い

行う。 

具体的な荷重の組合せと許容限界は添付書類「Ⅲ－１－１－

８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.1  耐震設計上考慮する状態 

地震以外に設計上考慮する状態を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

b. 設計用自然条件 

設計上基本的に考慮しなければならない自然条件(積雪，風)。 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（19 ページ（3）

に記載した。） 

 

 

記載方針の差異 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載（削除）と

した。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載（削除）と

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

18 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．運転時の状態 

再処理施設が運転している状態。 

 

 

 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態 

運転時に予想される機械又は器具の単一の故障若しくはその

誤作動又は運転員の単一の誤操作及びこれらと類似の頻度で発

生すると予想される外乱によって発生する異常な状態であっ

て，当該状態が継続した場合には温度，圧力，流量その他の再

処理施設の状態を示す事項が安全設計上許容される範囲を超え

るおそれがあるものとして安全設計上想定すべき事象が発生し

た状態。 

 

ｃ．設計基準事故時の状態 

発生頻度が運転時の異常な過渡変化より低い異常な状態であ

って，当該状態が発生した場合には再処理施設から多量の放射

性物質が放出するおそれがあるものとして安全設計上想定すべ

き事象が発生した状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. 通常時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が運転している状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 設計基準事故時の状態 

当該状態が発生した場合には，ＭＯＸ燃料加工施設から多量

の放射性物質が放出するおそれがあるものとして，安全設計上

想定すべき事象が発生した状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（安全機能を有

する施設と重大

事故等対処施設

について項目を

分けて記載し

た。以下同

様。） 

 

記載方針の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

記載方針の差異 

（19 ページ（3）

に記載した。） 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

19 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の状態を考慮する。 

ａ．重大事故等時の状態 

再処理施設が重大事故等の状態で，重大事故等対処施

設の機能を必要とする状態。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の状態を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態 

ＭＯＸ燃料加工施設が重大事故等の状態で，重大事故

等対処施設の機能を必要とする状態。 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

20 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

 

ａ．再処理施設のおかれている状態にかかわらず常時作用して

いる荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧 

 

ｂ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

ｃ．積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

ただし，運転時の荷重には，機器・配管系から作用する荷重

が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，地震時水圧及

び機器・配管系からの反力が含まれるものとする。 

 

 

(2) 機器・配管系 

 

 

ａ．運転時の状態で施設に作用する荷重 

 

ｂ．運転時の異常な過渡変化時の状態で施設に作用する荷重 

 

ｃ．設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，常時作用

している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるものとす

る。また，屋外に設置される施設については，建物・構築物に

準じる。 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の荷重を考慮する。 

ａ．重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.2  荷重の種類 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

 

a. ＭＯＸ燃料加工施設のおかれている状態にかかわらず通常

時に作用している荷重，すなわち固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧 

 

 

 

 

b. 積雪荷重及び風荷重 

 

 

 

 

ただし，通常時に作用している荷重には，機器・配管系から

作用する荷重が含まれるものとし，地震力には，地震時土圧，

地震時水圧及び機器・配管系からの反力が含まれるものとす

る。 

 

(2) 機器・配管系 

 

 

a. 通常時に作用している荷重 

 

    

 

b. 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重 

ただし，各状態において施設に作用する荷重には，通常時に

作用している荷重，すなわち自重等の固定荷重が含まれるもの

とする。また，屋外に設置される施設については，建物・構築

物に準じる。 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

上記(1)，(2)及び以下の荷重を考慮する。 

a. 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

記載方針の差異 

（本ページ（3）

に記載した。） 

 

記載方針の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

記載方針の差異 

（本ページ（3）

に記載した。） 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

記載方針の差異 

（本ページ（3）

に記載した。） 

 

 

 

記載方針の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

記載方針の差異 

（本ページ（3）

に記載した。） 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

21 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と組み合わせる荷重を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地

震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷重(固定

荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，運転時の状態で施設に

作用する荷重，積雪荷重及び風荷重とする。 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構

築物について，基準地震動以外の地震動による地震力又は

静的地震力と組み合わせる荷重は，常時作用している荷

重，運転時の状態で施設に作用する荷重，積雪荷重及び風

荷重とする。 

この際，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧に

ついて，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及び

水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.3  荷重の組合せ 

地震力と組み合わせる荷重を以下に示す。 

(1) 建物・構築物 

Ｓクラスの建物・構築物について，基準地震動による地

震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重

(固定荷重，積載荷重，土圧及び水圧)，積雪荷重及び風荷

重とする。 

 

 

Ｓクラス，Ｂクラス及びＣクラス施設を有する建物・構

築物について，基準地震動以外の地震動による地震力又は

静的地震力と組み合わせる荷重は，通常時に作用している

荷重，積雪荷重及び風荷重とする。 

 

この際，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水

圧について，基準地震動による地震力又は弾性設計用地震

動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧

及び水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（25 ページ（3）

に記載した。） 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

22 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

23 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地

震力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組

み合わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態

で施設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じ

る荷重，設計基準事故時に生じる荷重とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

Ｓクラスの機器・配管系について，基準地震動による地

震力，弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力と組

み合わせる荷重は，通常時に作用している荷重及び設計基

準事故時に生じる荷重とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（25 ページ（3）

に記載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

24 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地

震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，

常時作用している荷重，運転時の状態で施設に作用する荷

重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷重とする。 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合

わせる荷重は，常時作用している荷重，運転時の状態で施

設に作用する荷重，運転時の異常な過渡変化時に生じる荷

重とする。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物

と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｂクラスの機器・配管系について，共振影響検討用の地

震動による地震力又は静的地震力と組み合わせる荷重は，

通常時に作用している荷重とする。 

 

Ｃクラスの機器・配管系について，静的地震力と組み合

わせる荷重は，通常時に作用している荷重とする。 

 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築物

と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

25 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

ａ．建物・構築物 

常時作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土圧及

び水圧)，積雪荷重，風荷重の他，以下の施設の状態に

応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動に

よる地震力。 

② 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれがある事象によっ

て作用する荷重と基準地震動による地震力。 

③ 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれがない事象による

荷重と，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえた適切な地震力(基準

地震動又は弾性設計用地震動による地震力)。 

 

この組合せについては，事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につ

いては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 運転時の状態で施設に作用する荷重と動的地震力又

は静的地震力。 

 

なお，常時作用している荷重のうち，土圧及び水圧に

ついて，基準地震動による地震力，弾性設計用地震動に

よる地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土圧及

び水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

通常時に作用している荷重(固定荷重，積載荷重，土

圧及び水圧)，積雪荷重，風荷重のほか，以下の施設の

状態に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

 

② 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれがある事象によっ

て作用する荷重と基準地震動による地震力。 

③ 重大事故等時の状態で施設に作用する荷重のうち，

地震によって引き起こされるおそれがない事象による

荷重と，その事故事象の発生確率，継続時間及び地震

動の年超過確率の関係を踏まえた適切な地震力(基準

地震動又は弾性設計用地震動による地震力)。 

 

この組合せについては，事故事象の発生確率，継続

時間及び地震動の年超過確率の積等を考慮し，工学

的，総合的に勘案の上設定する。なお，継続時間につ

いては対策の成立性も考慮した上で設定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

 

 

なお，通常時に作用している荷重のうち，土圧及び水

圧について，基準地震動による地震力，弾性設計用地震

動による地震力と組み合わせる場合は，当該地震時の土

圧及び水圧とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

26 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．機器・配管系 

常時作用している荷重の他，以下の施設の状態に応じ

た荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 運転時の状態で施設に作用する荷重と基準地震動に

よる地震力。 

② 運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時

の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

のうち，地震によって引き起こされるおそれがある事

象によって作用する荷重と基準地震動による地震力。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象による荷重として

扱う。 

③ 運転時の異常な過渡変化時の状態，設計基準事故時

の状態及び重大事故等時の状態で施設に作用する荷重

のうち，地震によって引き起こされるおそれがない事

象による荷重と，その事故事象の発生確率，継続時間

及び地震動の年超過確率の関係を踏まえた適切な地震

力(基準地震動又は弾性設計用地震動による地震力)。 

 

 

 

④ 運転時の状態，運転時の異常な過渡変化時の状態，

設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重と 1.2 倍

した基準地震動による地震力。 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 運転時の状態で施設に作用する荷重及び運転時の異

常な過渡変化時の状態と動的地震力又は静的地震力。 

② 代替する安全機能を有する施設がない常設重大事故

等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記(a)を適用

する。 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築

物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

通常時に作用している荷重のほか，以下の施設の状態

に応じた荷重を考慮する。 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

① 基準地震動による地震力。 

 

② 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがある事象によって作用する荷重と基準地震

動による地震力。 

重大事故等による荷重は設計基準対象施設の耐震設

計の考え方及び確率論的な考察を踏まえ，地震によっ

て引き起こされるおそれのない事象による荷重として

扱う。 

③ 設計基準事故時の状態及び重大事故等時の状態で施

設に作用する荷重のうち，地震によって引き起こされ

るおそれがない事象による荷重と，その事故事象の発

生確率，継続時間及び地震動の年超過確率の関係を踏

まえた適切な地震力(基準地震動又は弾性設計用地震

動による地震力)。 

 

 

 

④ 設計基準事故時の状態で施設に作用する荷重と 1.2

倍した基準地震動による地震力。 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

① 動的地震力又は静的地震力。 

 

 

 

 

なお，屋外に設置される施設については，建物・構築

物と同様に積雪荷重及び風荷重を組み合わせる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

27 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

28 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

29 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

 

 

 

(1) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが

判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評

価は行わなくてもよい。 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施

設の耐震重要度に応じた地震力と常時作用している荷重，

運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(3) 機器・配管系の運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故時(以下「事故等」という。)に生じるそれぞれの荷重

については，地震によって引き起こされるおそれのある事

故等によって作用する荷重及び地震によって引き起こされ

るおそれのない事故等であっても，いったん事故等が発生

した場合，長時間継続する事故等による荷重は，その事故

等の発生確率，継続時間及び地震動の超過確率の関係を踏

まえ，適切な地震力と組み合わせて考慮する。 

なお，運転時の異常な過渡変化時の状態及び設計基準事

故の状態で施設に作用する荷重は，運転時の状態で施設に

作用する荷重を超えるもの及び長時間施設に作用するもの

がないため，地震荷重と組み合わせるものはない。 

(4) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のう

ち，積雪による受圧面積が小さい施設や，常時作用してい

る荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除き，

地震力との組合せを考慮する。 

(5) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置さ

れている施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，

風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよ

うな構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組

合せを考慮する。 

5.1.4  荷重の組合せ上の留意事項 

 

 

 

 

 

(1) ある荷重の組合せ状態での評価が明らかに厳しいことが

判明している場合には，その他の荷重の組合せ状態での評

価は行わなくてもよい。 

 

 

 

 

(2) 耐震重要度の異なる施設を支持する建物・構築物の当該

部分の支持機能を確認する場合においては，支持される施

設の耐震重要度に応じた地震力と通常時に作用している荷

重，運転時に施設に作用する荷重とを組み合わせる。 

 

 

 

 

 

(3) 機器・配管系の設計基準事故時(以下本項目では「事

故」という。)に生じるそれぞれの荷重については，地震

によって引き起こされるおそれのある事故によって作用す

る荷重及び地震によって引き起こされるおそれのない事故

であっても，いったん事故が発生した場合，長時間継続す

る事故による荷重は，その事故の発生確率，継続時間及び

地震動の超過確率の関係を踏まえ，適切な地震力と組み合

わせて考慮する。 

なお，設計基準事故の状態で施設に作用する荷重は，通

常時に作用している荷重を超えるもの及び長時間施設に作

用するものがないため，地震荷重と組み合わせるものはな

い。 

(4) 積雪荷重については，屋外に設置されている施設のう

ち，積雪による受圧面積が小さい施設や，通常時に作用し

ている荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施設を除

き，地震力との組合せを考慮する。 

(5) 風荷重については，屋外の直接風を受ける場所に設置さ

れている施設のうち，風による受圧面積が小さい施設や，

風荷重の影響が地震荷重と比べて相対的に無視できないよ

うな構造，形状及び仕様の施設においては，地震力との組

合せを考慮する。 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

記載方針の差異 

（15 ページ

4.1.2 動的地震力

に記載。） 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

30 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.1.5  許容限界 

 

各施設の地震力と組み合わせる荷重とを組み合わせた状態に

対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切と

認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている

値を用いる。 

(1) 建物・構築物 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断

ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力

時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を

持たせることとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸

次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加

するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づ

き適切に定めるものとする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態に留まるように，発

生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認め

られる規格及び基準による許容応力度を許容限界とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

 

 

上記(1)ａ.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｃ．建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)

については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保

有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余

裕を有していることを確認する。 

 

5.1.5  許容限界 

 

各施設の地震力と組み合わせる荷重とを組み合わせた状態に

対する許容限界は次のとおりとし，JEAG4601等の安全上適切と

認められる規格及び基準又は試験等で妥当性が確認されている

値を用いる。 

(1) 建物・構築物 

a. Ｓクラスの建物・構築物 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

建物・構築物全体としての変形能力(耐震壁のせん断

ひずみ等)が終局耐力時の変形に対して十分な余裕を有

し，部材・部位ごとのせん断ひずみ・応力等が終局耐力

時のせん断ひずみ・応力等に対して，妥当な安全余裕を

持たせることとする。 

なお，終局耐力とは，建物・構築物に対する荷重を漸

次増大していくとき，その変形又はひずみが著しく増加

するに至る限界の 大耐力とし，既往の実験式等に基づ

き適切に定めるものとする。 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

地震力に対しておおむね弾性状態にとどまるように，

発生する応力に対して，建築基準法等の安全上適切と認

められる規格及び基準による許容応力度を許容限界とす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物 

 

 

上記a.(b)による許容応力度を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. 建物・構築物の保有水平耐力 

建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除く)

については，当該建物・構築物の保有水平耐力が必要保

有水平耐力に対して，耐震重要度に応じた適切な安全余

裕を有していることを確認する。 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

記載方針の差異 

（33 ページ（3）

に記載した。） 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

記載方針の差異 

（33 ページ（3）

に記載した。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

プラント固有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

31 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

32 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 機器・配管系 

 

ａ．Ｓクラスの機器・配管系 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕

を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限度

に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性

状態に留まるように，降伏応力又はこれと同等の安全性

を有する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

 

 

上記ａ．(b)による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) 機器・配管系 

 

a. Ｓクラスの機器・配管系 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

塑性域に達するひずみが生じる場合であっても，その

量が小さなレベルにとどまって破断延性限界に十分な余

裕を有し，その施設の機能に影響を及ぼすことがない限

度に応力，荷重を制限する値を許容限界とする。 

 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組

合せに対する許容限界 

発生する応力に対して，応答が全体的におおむね弾性

状態にとどまるように，降伏応力又はこれと同等の安全

性を有する応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの機器・配管系 

 

 

上記a.(b)による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

記載方針の差異 

（33 ページ（3）

に記載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

記載方針の差異 

（33 ページ（3）

に記載した。） 

 

プラント固有 

（該当なし。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

33 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (3) 重大事故等対処施設 

ａ．建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 

上記(1)ａ．(a)を適用する。 

 

 

 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

 

上記(1)ｂ．を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 重大事故等対処施設 

a. 建物・構築物 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

上記(1)a.(a)を適用する。 

 

 

 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

 

上記(1)b.を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

34 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(c) 建物・構築物(屋外重要土木構造物である洞道を除

く)の保有水平耐力 

上記(1)ｃ．を適用する。 

 

 

ｂ．機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設 

上記(2)ａ．(a)による応力，荷重を許容限界とす

る。 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事

故等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

 

① 上記(2)ｂ．による応力を許容限界とする。 

② 代替する安全機能を有する施設を有さない常設重

大事故等対処設備のうちＳクラスの施設は，上記

(a)を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持され

ることの確認に当たっては，上記に示す許容限界の適用に加

えて，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至らず，

その施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容限界と

する。 

 

 

 

 

 

b. 機器・配管系 

(a) 常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事

故等対処施設 

上記(2)a.(a)による応力，荷重を許容限界とする。 

 

 

 

 

(b) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備が設置される重大事故等対処施設 

 

上記(2)b.による応力を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持さ

れることの確認に当たっては，上記(3)に示す許容限界の

適用に加えて，塑性変形する場合であっても破断延性限界

に至らず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないもの

を許容限界とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

35 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(4) 基礎地盤の支持性能 

 

ａ．Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設

耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤

の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準によ

る地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

ｂ．Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管

系の基礎地盤 

上記ａ．(b)を適用する。 

(4) 基礎地盤の支持性能 

 

a. Ｓクラスの建物・構築物，Ｓクラスの機器・配管系，常設

耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等対処施設

の建物・構築物，機器・配管系の基礎地盤 

 

 

 

 

(a) 基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界 

接地圧が，安全上適切と認められる規格及び基準による地盤

の極限支持力度に対して妥当な余裕を有することを確認する。 

 

 

(b) 弾性設計用地震動による地震力又は静的地震力との組合せ

に対する許容限界 

 

 

 

 

 

 

接地圧に対して，安全上適切と認められる規格及び基準によ

る地盤の短期許容支持力度を許容限界とする。 

 

b. Ｂクラス及びＣクラスの建物・構築物，機器・配管系，常

設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等対処設備

が設置される重大事故等対処施設の建物・構築物，機器・配管

系の基礎地盤 

上記a.(b)を適用する。 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

36 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器が要求される安全機能を維持するため，回転機器及び

弁の機種別に分類した上で，実証試験等により確認されている

機能維持加速度等を許容限界とし，安全機能を有する施設の耐

震重要度又は重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動に

対して，試験又は解析，若しくは応答加速度による解析等によ

り当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が当該機器を支

持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，当

該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むことと

する。 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，安全機能

を有する施設の耐震重要度又は重大事故等対処施設の設備分類

に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できる

ことを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設の

耐震重要度又は重大事故等対処施設の設備分類に応じた地震動

に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，

構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧差を

確保することで，気密性を確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  機能維持 

(1) 動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，地震時及び地震後において，

その機器が要求される安全機能を維持するため，回転機器及び

弁の機種別に分類した上で，実証試験等により確認されている

機能維持加速度等を許容限界とし，安全機能を有する施設の耐

震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動に

対して，試験又は解析若しくは応答加速度による解析等により

当該機能を維持する設計とする。 

 

 

 

弁等の機器の地震応答解析結果の応答加速度が，当該機器を

支持する配管の地震応答により増加すると考えられるときは，

当該配管の地震応答の影響を考慮し，一定の余裕を見込むこと

とする。 

 

(2) 電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，地震時及び地震後におい

て，その機器に要求される安全機能を維持するため，安全機能

を有する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類

に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持できる

ことを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計と

する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，地震時及び地震後におい

て，放射線障害から公衆等を守るため，事故時の放射性気体の

放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施設の

耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応じた地震動

に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度の確保に加えて，

構造強度の確保と換気設備の性能があいまって施設の気圧差を

確保することで，気密性を確保できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

表現上の差異 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

表現上の差異 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。） 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

37



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

37 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有

する施設の耐震重要度又は重大事故等対処施設の設備分類に応

じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確

保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持

する設計とする。 

 

 

 

(5) 冷却機能の維持 

冷却機能の維持が要求される施設については，地震時及び地

震後において，ガラス固化体から発生する崩壊熱を，その熱量

により生じる通風力により流れる冷却空気で適切に除去するた

めに，耐震重要度の区分に応じた地震力に対して「5.1 構造

強度」に基づく構造強度を確保する設計とする。 

 

(6) 耐震重要施設のその他の機能維持 

安全冷却水及び冷水の漏えい防止，閉じ込め機能，耐震重要

施設の計測制御系への空気供給の阻害防止，耐震重要施設と一

体構造である設備等，耐震重要施設の性能，機能の維持又は当

該機能を阻害することを防止するために，耐震重要施設に適用

される基準地震動Ｓｓによる地震力に対して「5.1 構造強

度」に基づく構造強度を確保する設計とする。 

 

(7) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処施設の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強

度」に基づく構造強度を確保することで，支持機能が維持でき

る設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，基礎について

は終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁につ

いては終局耐力時の変形に対し安全余裕を確保することで，Ｓ

クラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(4) 遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設については，地震時及び地震

後において，放射線障害から公衆等を守るため，安全機能を有

する施設の耐震重要度及び重大事故等対処設備の設備分類に応

じた地震動に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確

保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保することで，遮蔽性を維持

する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等，耐震

重要施設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害することを防

止するために，耐震重要施設に適用される基準地震動による地

震力に対して「5.1 構造強度」に基づく構造強度を確保する

設計とする。 

 

 

(6) 支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，地震時及び地震後において，被支持設備の機能

を維持するため，被支持設備の耐震重要度分類及び重大事故等

対処設備の設備分類に応じた地震動に対して「5.1 構造強

度」に基づく構造強度を確保することで，支持機能が維持でき

る設計とする。 

建物・構築物の鉄筋コンクリート造の場合は，基礎について

は終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁につ

いては終局耐力時の変形に対し安全余裕を確保することで，Ｓ

クラス設備等に対する支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

(部材毎の記載を

明確化した。） 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載（削除）と

した。） 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

38 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

建物・構築物のうち構築物(洞道)については，地震力が作用

した場合において，構造部材の曲げについては限界層間変形

角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又

は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局

曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせることと

し，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，転倒

検討を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持でき

る設計とする。 

 

(8) 重大事故等対処施設のその他の機能維持 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう

に，設備のき裂，損壊等により水及び空気の供給又は放出経路

の維持等，重大事故等の対処に必要な機能が維持できるように

設計する。 

① 転倒，落下により液体，気体又は固体状の放射性

物質を内包する閉じ込め部材を有する機器について

は，閉じ込め部材の損壊等により漏えいしないこと

を確認する。 

② 臨界事故の発生を想定する機器については，変

形，転倒により臨界計算において前提とした条件(形

状寸法)が維持され臨界に至らないことを確認する。 

③ 固体(容器等)の放射性物質を搬送する設備のうち

落下又は転倒防止機能を有する搬送設備について

は，当該設備の破損により容器等が落下又は転倒し

ないことを確認する。 

④ ガラス固化体の崩壊熱除去機能維持に関わる施設

については，その施設の損壊により冷却空気の流路

が閉塞しないことを確認する。 

⑤ 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場

所における地震力に対して，転倒しないよう固縛等

の措置を講ずるとともに，動的機器については加振

試験等により重大事故等の対処に必要な機能が損な

われないことを確認する。 

重大事故等対処施設のその他の機能維持については，基準地

震動の1.2倍の地震力に対し，「5.1.5 許容限界」の「(2) 機

器・配管系」の「ａ．Ｓクラスの機器・配管系」に示す「(a) 

基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」以外を

適用する場合は，塑性変形する場合であっても破断延性限界に

至らず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容

限界として，重大事故等の対処に必要な機能が維持できること

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

建物・構築物のうち構築物(洞道)については，地震力が作用

した場合において，構造部材の曲げについては限界層間変形

角，終局曲率又は許容応力度，せん断についてはせん断耐力又

は許容応力度を許容限界とする。なお，限界層間変形角，終局

曲率及びせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせることと

し，機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

車両型の間接支持構造物については，地震動に対して，転倒

検討を実施することで機器・配管系の間接支持機能を維持でき

る設計とする。 

 

(7) 重大事故等対処施設のその他の機能維持 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう

に，設備のき裂，損壊等により放出経路の維持等，重大事故等

の対処に必要な機能が維持できるように設計する。 

 

a. 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源を有す

るグローブボックスについては，パネルにき裂や破損が

生じないこと及び転倒しないことを確認する。 

b. 上記 a.のグローブボックスの内装機器については，

放射性物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器

等を保持する設備の破損により，容器等が落下又は転倒

しないことを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所に

おける地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を

講ずるとともに，動的機器については加振試験等により

重大事故等の対処に必要な機能が損なわれないことを確

認する。 

重大事故等対処施設のその他の機能維持については，基準地

震動の1.2倍の地震力に対し，「5.1.5 許容限界」の「(2) 機

器・配管系」の「a. Ｓクラスの機器・配管系」に示す「(a) 

基準地震動による地震力との組合せに対する許容限界」以外を

適用する場合は，塑性変形する場合であっても破断延性限界に

至らず，その施設の機能に影響を及ぼすことがないものを許容

限界として，重大事故等の対処に必要な機能が維持できること

を確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（後次回申請に

て記載予定。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

39 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本方針に係る設計の考え方を，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処設備の設

計において，安全機能を有する施設と重大事故等対処設備の設

計条件の比較を行い，重大事故等対処施設の設備の設計条件の

方が厳しい場合は，重大事故等対処設備における設計条件にて

設計を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本方針に係る設計の考え方を，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に示す。なお，重大事故等対処設備の設

計において，安全機能を有する施設と重大事故等対処設備の設

計条件の比較を行い，重大事故等対処設備の設計条件の方が厳

しい場合は，重大事故等対処設備における設計条件にて設計を

行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

図書名称の差異

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

40



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

40 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

6.  構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及

び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮す

る。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に考慮し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点から出来る限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の

支持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り配置

するか，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して耐震性を確保するか若しくは，下位クラス施設の波及的

影響を想定しても耐震重要施設の有する機能を保持する設計

とする。 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設については，基準地震動による地震力

により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設

置する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべき斜

面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を

参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

 

上記に基づく対象斜面の抽出については，事業変更許可申請

書にて記載，確認されており，その結果，耐震重要施設周辺に

おいては，基準地震動による地震力に対して，施設の安全機能

に重大な影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜面は

ないこと，常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大

事故等対処施設の周辺においては，基準地震動による地震力に

対して，重大事故等に対処するために必要な機能に影響を与え

るような崩壊を起こすおそれのある斜面はないことを確認して

いる。 

 

 

8. ダクティリティ※に関する考慮 

再処理施設は，構造安全性を一層高めるために，材料の選定

等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよう設計す

る。具体的には，添付書類「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料

選択上の留意点」に従う。 

 ※ 地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

6. 構造計画と配置計画 

安全機能を有する施設及び重大事故等対処施設の構造計画及

び配置計画に際しては，地震の影響が低減されるように考慮す

る。 

建物・構築物は，原則として剛構造とし，重要な建物・構築

物は，地震力に対し十分な支持性能を有する地盤に支持させ

る。剛構造としない建物・構築物は，剛構造と同等又はそれを

上回る耐震安全性を確保する。 

機器・配管系は，応答性状を適切に考慮し，適用する地震力

に対して構造強度を有する設計とする。配置に自由度のあるも

のは，耐震上の観点から出来る限り重心位置を低くし，かつ，

安定性のよい据え付け状態になるよう，「9. 機器・配管系の

支持方針について」に示す方針に従い配置する。 

また，建物・構築物の建屋間相対変位を考慮しても，建物・

構築物及び機器・配管系の耐震安全性を確保する設計とする。 

下位クラス施設は，耐震重要施設に対して離隔を取り配置

するか，耐震重要施設の設計に用いる地震動又は地震力に対

して耐震性を確保するか若しくは，下位クラス施設の波及的

影響を想定しても耐震重要施設の有する機能を保持する設計

とする。 

 

7. 地震による周辺斜面の崩壊に対する設計方針 

耐震重要施設及び常設耐震重要重大事故等対処設備が設置さ

れる重大事故等対処施設については，基準地震動による地震力

により周辺斜面の崩壊の影響がないことが確認された場所に設

置する。具体的には，JEAG4601の安定性評価の対象とすべき斜

面や，土砂災害防止法での土砂災害警戒区域の設定離間距離を

参考に，個々の斜面高を踏まえて対象斜面を抽出する。 

 

上記に基づく対象斜面の抽出については，「核燃料物質加工

事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施設）」（以下「事業変

更許可申請書」という。）にて記載・確認されており，その結

果，耐震重要施設周辺においては，基準地震動による地震力に

対して，施設の安全機能に重大な影響を与えるような崩壊を起

こすおそれのある斜面はないこと，常設耐震重要重大事故等対

処設備が設置される重大事故等対処施設の周辺においては，基

準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処するために

必要な機能に影響を与えるような崩壊を起こすおそれのある斜

面はないことを確認している。 

 

8. ダクティリティ※に関する考慮 

ＭＯＸ燃料加工施設は，構造安全性を一層高めるために，材

料の選定等に留意し，その構造体のダクティリティを高めるよ

う設計する。具体的には，添付書類「Ⅲ－１－１－９ 構造計

画，材料選択上の留意点」に従う。 

 ※ 地震時を含めた荷重に対して，施設に生じる応力値等

が，ある値を超えた際に直ちに損傷に至らないこと，又

は直ちに損傷に至らない能力・特性。 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。事

業変更許可申請

書に合わせた記

載とした。以下

同様。） 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

図書名称の差異 

表現上の差異 

（用語の解説を

記載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

41



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

41 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。具体的には，添付書類「Ⅳ－１－１

－１０ 機器の耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－１１ 配管類

の耐震支持方針」及び「Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置

等の耐震設計方針」に従う。 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ， 新の知

見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。また， 新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可

能性を確認した上で適用する。 

 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合

せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施

した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せが耐震性に及ぼす影響を確認する。 

 

 

 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換

して定式化された計算式等を用いる設備の計算方針については

後次回申請以降の添付書類「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作成の基

本方針」及び添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する

計算書」に示す。 

 

評価に用いる環境温度については，添付書類「Ⅵ－１－１－

４ 安全機能を有する施設，安全上重要な施設及び重大事故等

対処設備が使用される条件の下における健全性に関する説明

書」に従う。 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の設計は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造物全体としての

変形，並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内に

あることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，設計に当たっては材料物性のば

らつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

なお，建物・構築物のうち構築物(洞道)の設計については，

構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手

法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時における非線形

挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のい

ずれかにて行う。 

9. 機器・配管系の支持方針について 

機器・配管系本体については「5. 機能維持の基本方針」に

基づいて耐震設計を行う。具体的には，後次回で申請する添付

書類「機器の耐震支持方針」，「配管系の耐震支持方針」及び

「電気計測制御装置等の耐震設計方針」に従う。 

 

 

 

 

10. 耐震計算の基本方針 

前述の耐震設計方針に基づいて設計した施設について，耐震

計算を行うに当たり，既設工認で実績があり，かつ， 新の知

見に照らしても妥当な手法及び条件を用いることを基本とす

る。また， 新の知見を適用する場合は，その妥当性と適用可

能性を確認した上で適用する。 

 

耐震計算における動的地震力の水平方向及び鉛直方向の組合

せについては，水平１方向及び鉛直方向地震力の組合せで実施

した上で，その計算結果に基づき水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せが耐震性に及ぼす影響を確認する。 

 

 

 

評価対象施設のうち，形状，構造特性に応じたモデルに置換

して定式化された計算式等を用いる設備の計算方針については

後次回で申請する添付書類「耐震性に関する計算書作成の基本

方針」及び添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算

書」に示す。 

 

評価に用いる環境温度については，後次回で申請する添付書

類「安全機能を有する施設及び重大事故等対処設備が使用され

る条件の下における健全性に関する説明書」に従う。 

 

 

10.1 建物・構築物 

建物・構築物の設計は，基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震

動Ｓｄを基に設定した入力地震動に対する構造物全体としての

変形並びに地震応答解析による地震力及び「4. 設計用地震

力」で示す設計用地震力による適切な応力解析に基づいた地震

応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生する局部

的な応力が，「5. 機能維持の基本方針」で示す許容限界内に

あることを確認すること(解析による設計)により行う。 

 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とする。また，設計に当たっては材料物性のば

らつきを適切に考慮する。 

・時刻歴応答解析法 

・FEM等を用いた応力解析法 

なお，建物・構築物のうち構築物(洞道)の設計については，

構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の地震応答解析手

法を用いることとし，地盤及び構造物の地震時における非線形

挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析のい

ずれかにて行う。 

 

 

表現上の差異 

（簡潔な記載と

した。） 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（施設に応じた

記載とした。図

書内で表現を統

一した。） 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

記載方針の差異 

（機器の耐震支

持方針との整合

をとった。） 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

申請対象の差異

（ＭＯＸは申請

していない添付

書類であるた

め，「後次回で

申請する」と記

載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

申請対象の差異

（ＭＯＸは申請

していない添付

書類であるた

め，「後次回で

申請する」と記

載した。） 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

42 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

その他の建物・構築物の評価手法はJEAG4601に基づき実施す

ることを基本とする。 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震

性に関する計算書」に示す。 

 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用

地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わ

すべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の

基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析

による設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，材料物性の不確かさを適

切に考慮する。 

 

・応答スペクトル・モーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅳ－１－１－１０ 機器の

耐震支持方針」，「Ⅳ－１－１－１１ 配管類の耐震支持方

針」，「Ⅳ－１－２ 耐震計算書作成の基本方針」及び「Ⅳ－

２ 再処理施設の耐震性に関する計算書」に示す。 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振

動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速

度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速

度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重

その他の建物・構築物の評価手法はJEAG4601に基づき実施す

ることを基本とする。 

具体的な評価手法は，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性

に関する計算書」に示す。 

 

 

 

また，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響

評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

地震時及び地震後に機能維持が要求される設備については，

FEMを用いた応力解析等により，静的又は動的解析により求ま

る地震応力と，組み合わすべき地震力以外の荷重により発生す

る局部的な応力が，許容限界内にあることを確認する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

10.2 機器・配管系 

機器・配管系の設計は，「4. 設計用地震力」で示す設計用

地震力による適切な応力解析に基づいた地震応力と，組み合わ

すべき他の荷重による応力との組合せ応力が「5. 機能維持の

基本方針」で示す許容限界内にあることを確認すること(解析

による設計)により行う。 

評価手法は，以下に示す解析法によりJEAG4601に基づき実施

することを基本とし，その他の手法を適用する場合は適用性を

確認の上適用することとする。なお，材料物性の不確かさを適

切に考慮する。 

 

・応答スペクトル・モーダル解析法 

・時刻歴応答解析法 

・定式化された評価式を用いた解析法 

・FEM 等を用いた応力解析法 

具体的な評価手法は，後次回で申請する添付書類「機器の耐

震支持方針」，「配管系の耐震支持方針」及び「耐震性に関す

る計算書作成の基本方針」並びに「Ⅲ－３ ＭＯＸ燃料加工施

設の耐震性に関する計算書」に示す。 

 

また，地震時及び地震後に機能維持が要求される設備につい

ては，地震応答解析により機器・配管系に作用する加速度が振

動試験又は解析等により機能が維持できることを確認した加速

度(動的機能維持確認済加速度又は電気的機能維持確認済加速

度)以下，若しくは，静的又は動的解析により求まる地震荷重

 

 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（地下水位上昇

に繋がる防潮堤

等の設置はな

い。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

記載の適正化 

（施設の評価内

容に合わせた記

載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

申請対象の差異

（ＭＯＸは申請

していない添付

書類であるた

め，「後次回で

申請する」と記

載した。） 

 

 

43



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

43 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

が許容荷重以下となること等を確認する。 

 

 

 

 

 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

が許容荷重以下となることを確認する。 

 

 

 

 

 

これらの水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価については，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及

び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

44 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 4.1.1-1 表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

 

項 目 
耐震重

要度 

静的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築

物 

Ｓ Kh(3.0Ci
1))3) Kv(1.0Cv

2))6) 

Ｂ Kh(1.5Ci
1))4) － 

Ｃ Kh(1.0Ci
1))5) － 

機器・配管

系 

Ｓ Kh(3.6Ci
1))7) Kv(1.2Cv

2))10) 

Ｂ Kh(1.8Ci
1))8) － 

Ｃ Kh(1.2Ci
1))9) － 

注記 1) ：Ciは，標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築

物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めら

れる値で次式に基づく。 

          Ci=Rt・Ai・Co 

          Rt：振動特性係数 0.8 

          Ai：Ciの分布係数 

          Co：標準せん断力係数 0.2 

注記 2) ：震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤

の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求めら

れる値で次式に基づく。 

          CV＝0.3・RV 

          RV：振動特性係数 0.8 

注記 3) ：Kh(3.0Ci)は，3.0Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

注記 4) ：Kh(1.5Ci)は，1.5Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

注記 5) ：Kh(1.0Ci)は，1.0Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

注記 6) ：Kv(1.0Cv)は，1.0Cｖより定まる機器・配管系の鉛

直地震力。 

注記 7) ：Kh(3.6Ci)は，3.6Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

注記 8) ：Kh(1.8Ci)は，1.8Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

注記 9) ：Kh(1.2Ci)は，1.2Cｉより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

注記 10)：Kv(1.2Cv)は，1.2Cvより定まる機器・配管系の鉛

直地震力。 

 

第 4.1.1-1 表 耐震重要度に応じて定める静的地震力 

 

項 目 
耐震重

要度 

静的地震力 

水平 鉛直 

建物・構築

物 

Ｓ Kh(3.0Ci
＊1)＊3 Kv(1.0Cv

＊2)＊6 

Ｂ Kh(1.5Ci
＊1)＊4 － 

Ｃ Kh(1.0Ci
＊1)＊5 － 

機器・配管

系 

Ｓ Kh(3.6Ci
＊1)＊7 Kv(1.2Cv

＊2)＊10 

Ｂ Kh(1.8Ci
＊1)＊8 － 

Ｃ Kh(1.2Ci
＊1)＊9 － 

注記 ＊1：Ciは，標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築

物の振動特性及び地盤の種類等を考慮して求めら

れる値で次式に基づく。 

          Ci=Rt・Ai・Co 

           Rt：振動特性係数 0.8 

           Ai：Ciの分布係数 

           Co：標準せん断力係数 0.2 

 ＊2：震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤

の種類等を考慮し，高さ方向に一定として求めら

れる値で次式に基づく。 

        CV＝0.3・RV 

        RV：振動特性係数 0.8 

 ＊3：Kh(3.0Ci)は，3.0Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

 ＊4：Kh(1.5Ci)は，1.5Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

 ＊5：Kh(1.0Ci)は，1.0Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

 ＊6：Kv(1.0Cv)は，1.0Cｖより定まる機器・配管系の鉛

直地震力。 

 ＊7：Kh(3.6Ci)は，3.6Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

 ＊8：Kh(1.8Ci)は，1.8Ciより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

 ＊9：Kh(1.2Ci)は，1.2Cｉより定まる機器・配管系の水

平地震力。 

 ＊10：Kv(1.2Cv)は，1.2Cvより定まる機器・配管系の

鉛直地震力。 

 

記載方針の差異

（表に示し明確

化した。） 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１，Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針） 

 

45 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 4.1.2-1 表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 

 

項 目 
耐震重

要度 

動的地震力 

水平 鉛直 

建物・

構築物 

Ｓ 

Kh(Ｓｓ)1) 

Kh(Ｓｄ)2) 

Kv(Ｓｓ)4) 

Kv(Ｓｄ)5) 

Ｂ Kh(Ｓｄ1/2)3) Kv(Ｓｄ1/2)6) 

Ｃ － － 

機器・

配管系 

Ｓ 
Kh(Ｓｓ)1) 

Kh(Ｓｄ)2) 

Kv(Ｓｓ)4) 

Kv(Ｓｄ)5) 

Ｂ Kh(Ｓｄ1/2)3) Kv(Ｓｄ1/2)6) 

Ｃ － － 

注記 1)：Kh(Ｓｓ)は，水平方向の基準地震動Ｓｓに基づく水

平地震力。 

注記 2)：Kh(Ｓｄ)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基

づく水平地震力。 

注記 3)：Kh(Ｓｄ1/2)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄ

に２分の 1を乗じたものに基づく水平地震力であ

って，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のお

それのある施設について適用する。 

注記 4)：Kv(Ｓｓ)は，鉛直方向の基準地震動Ｓｓに基づく鉛

直地震力。 

注記 5)：Kv(Ｓｄ)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基

づく鉛直地震力。 

注記 6)：Kv(Ｓｄ1/2)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄ

に２分の 1を乗じたものに基づく鉛直地震力であ

って，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のお

それのある施設について適用する。 

 

第 4.1.2-1 表 耐震重要度に応じて定める動的地震力 

 

項 目 
耐震重

要度 

動的地震力 

水平 鉛直 

建物・

構築物 

Ｓ 

Kh(Ｓｓ)＊1 

Kh(Ｓｄ)＊2 

Kv(Ｓｓ)＊4 

Kv(Ｓｄ)＊5 

Ｂ Kh(Ｓｄ1/2)＊3 Kv(Ｓｄ1/2)＊6 

Ｃ － － 

機器・

配管系 

Ｓ 
Kh(Ｓｓ)＊1 

Kh(Ｓｄ)＊2 

Kv(Ｓｓ)＊4 

Kv(Ｓｄ)＊5 

Ｂ Kh(Ｓｄ1/2)＊3 Kv(Ｓｄ1/2)＊6 

Ｃ － － 

注記 ＊1：Kh(Ｓｓ)は，水平方向の基準地震動Ｓｓに基づく水

平地震力。 

  ＊2：Kh(Ｓｄ)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基

づく水平地震力。 

  ＊3：Kh(Ｓｄ1/2)は，水平方向の弾性設計用地震動Ｓｄ

に２分の 1を乗じたものに基づく水平地震力であ

って，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のお

それのある施設について適用する。 

 ＊4：Kv(Ｓｓ)は，鉛直方向の基準地震動Ｓｓに基づく鉛

直地震力。 

  ＊5：Kv(Ｓｄ)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄに基

づく鉛直地震力。 

  ＊6：Kv(Ｓｄ1/2)は，鉛直方向の弾性設計用地震動Ｓｄ

に２分の 1を乗じたものに基づく鉛直地震力であ

って，Ｂクラスの施設の地震動に対して共振のお

それのある施設について適用する。 

 

記載方針の差異

（表に示し明確

化した。） 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

目次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 地盤の解析用物性値 

 3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

 3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物

性値 

 

4. 地盤の支持力度 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

 

目次 

 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 地盤の解析用物性値 

 3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

 3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物

性値 

 

4. 地盤の支持力度 

 

 

 

 

5. 地質断面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（以下に記載） 

プラント固有 

（以下に記載） 

 

 

 

プラント固有 

（以下に記載） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は，添付書類「耐震設計の基本方針」のうち

「2. 耐震設計の基本方針｣に基づき，再処理施設の耐震

安全性評価を実施するにあたり，評価対象施設を設置す

る地盤の物理特性，強度特性，変形特性の地盤物性値設

定及び支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的な考え方

を示したものである。 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

再処理施設において，耐震安全性評価対象施設を設置

する地盤の物理特性，強度特性，変形特性の解析用物性

値については，事業変更許可申請書（添付書類四）に記

載された値を用いることを基本とする。事業変更許可申

請書に記載されていない地盤の解析用物性値は，新たに

設定する。 

 

 

 

施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価

については，再処理施設の耐震重要度分類に応じた地震

力により地盤に作用する接地圧が，極限支持力度を下回

ることを確認することによって行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方

針」のうち「2. 耐震設計の基本方針｣に基づき，加工施

設の耐震安全性評価を実施するにあたり，評価対象施設

を設置する地盤の物理特性，強度特性，変形特性の地盤

物性値設定及び支持性能評価で用いる地盤諸元の基本的

な考え方を示したものである。 

 

 

 

 

 

2. 基本方針 

加工施設において，耐震安全性評価対象施設を設置す

る地盤の物理特性，強度特性，変形特性の解析用物性値

については，事業変更許可申請書（添付書類三）に記載

された値を用いることを基本とする。事業変更許可申請

書に記載されていない地盤の解析用物性値は，新たに設

定する。 

 

 

 

施設を設置する地盤の地震時における支持性能の評価

については，加工施設の耐震重要度分類に応じた地震力

により地盤に作用する接地圧が，極限支持力度を下回る

ことを確認することによって行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（簡潔な記載と

した。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（申請対象施設

の設計上、地盤

の液状化の影響

は考慮しないた

め、記載してい

ない。詳細は補

足説明資料によ

る。） 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

記載方針の差異

（４．地盤の支

持力度に記載し

た。） 

 

 

 

 

プラント固有

（耐震計算書が

要求されるＢク

ラス以上の杭基

礎構造施設はな

いため記載して

いないが、竜巻

防護対策施設が

杭基礎構造であ

るため、追記す

ることとす

る。） 

 

 

プラント固有 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  

 

49



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

事業変更許可申請書に記載されている解析用物性値一

覧表を第 3-1表に，設定根拠を第 3-2表に示す。事業変

更許可申請書に記載されている解析用物性値について

は，主に敷地内の地盤から採取した試料を用いて実施し

た試験結果を基に設定している。 

岩盤（鷹架層）の解析用物性値は，添付書類「基準地

震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概要」に記載され

た地盤モデルの値を設定する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. 地盤の解析用物性値 

3.1 事業変更許可申請書に記載された解析用物性値 

事業変更許可申請書に記載されている解析用物性値一

覧表を第3.-1表に，設定根拠を第3.-2表に示す。事業変

更許可申請書に記載されている解析用物性値について

は，主に敷地内の地盤から採取した試料を用いて実施し

た試験結果を基に設定している。 

岩盤（鷹架層）の解析用物性値は，添付書類「Ⅲ－１

－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの

概要」に記載された地盤モデルの値を設定する。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（添付書類「Ⅳ

－１－１－１ 

基準地震動Ｓｓ

及び弾性設計用

地震動Ｓｄの概

要」に記載。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

記載方針の差異

（せん断剛性及

び減衰定数のひ

ずみ依存性につ

いては事業変更

許可申請書に記

載しているた

め、記載してい

ない。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

記載方針の差異

（せん断剛性及

び減衰定数のひ

ずみ依存性につ

いては事業変更

許可申請書に記

載しているた

め、記載してい

ない。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

記載方針の差異

（せん断剛性及

び減衰定数のひ

ずみ依存性につ

いては事業変更

許可申請書に記

載しているた

め、記載してい

ない。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（申請対象施設

の設計上、地盤

の液状化の影響

は考慮しないた

め、記載してい

ない。詳細は補

足説明資料によ

る。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

改良地盤 A及び改良地盤 Bの解析用物性値について

は，各種試験に基づき設定する。 

マンメイドロック（以下，「MMR」という。）（コンク

リート）（設計基準強度=14.7N/mm2）の解析用物性値につ

いては，「鉄筋コンクリート構造計算基準・同解説 2010

（（社）日本建築学会，2010 年）」に基づき設定する。 

事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値

の一覧表を第 3-3表に，設定根拠を第 3-4表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

マンメイドロック（以下，「MMR」という。）（コンク

リート）（設計基準強度=18N/mm2）の解析用物性値につい

ては，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説2010

（（社）日本建築学会，2010年）」及び「原子力発電所

耐震設計技術指針JEAG4601-1987（（社）日本電気協

会）」に基づき設定する。 

事業変更許可申請書に記載されていない解析用物性値

の一覧表を第3.-3表に，設定根拠を第3.-4表に示す。 

 
 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

記載方針の差異

（再処理では第

3.4表に明記し

ているため本文

では省略し

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 
 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有

（地下水位の上

昇をもたらすよ

うな設備の設置

計画はないた

め、記載してい

ない。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4. 地盤の支持力度 

地盤の極限支持力度については，既設工認に係る使用

前検査成績書における岩石試験結果を用いて，「建築基

礎構造設計指針（（社）日本建築学会，1988 年）」に基

づき設定する。極限支持力度を第 4-1表に示す。 

なお、今回申請対象施設以外の地盤の支持力度につい

ては、当該施設の申請時において示す。 

 

 

4. 地盤の支持力度 

地盤の極限支持力度については，既設工認に係る使用

前検査成績書における岩石試験結果を用いて，「建築基

礎構造設計指針（（社）日本建築学会，2001年）」に基

づき設定する。極限支持力度を第4.-1表に示す。 

なお，今回申請対象施設以外の地盤の支持力度につい

ては，当該施設の申請時において示す。 

 

 

 

プラント固有 

（既設工認に係

る使用前検査成

績書があるもの

については、当

該施設の設置位

置の支持力に直

接対応する岩石

試験結果を用い

ることで精緻化

を図っている。

また、記載は今

回の申請対象施

設のみの地盤の

極限支持力度と

しており、今回

の申請対象以外

の施設について

は、申請の都

度、個別の基本

設計方針に記載

する。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（試験の実施時

期が異なるた

め、準拠する図

書の改定版に併

せ設定する。） 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（耐震計算書が

要求されるＢク

ラス以上の杭基

礎構造施設はな

いため記載して

いないが、竜巻

防護対策施設が

杭基礎構造であ

るため、追記す

ることとす

る。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

17 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

18 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（今回の申請対

象施設に地中連

続壁基礎は存在

しない。） 

 

プラント固有

（耐震計算書が

要求されるＢク

ラス以上の杭基

礎構造施設はな

いため記載して

いないが、竜巻

防護対策施設が

杭基礎構造であ

るため、追記す

ることとす

る。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

19 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5. 地質断面図 

第 5-1図に敷地内地質平面図を示す。また，第 5-1図

に示す断面位置の地質断面図を第 5-2図に示す。 

敷地内の地質は，新第三系中新統の鷹架層，新第三系

鮮新統の砂子又層下部層，第四系下部～中部更新統の六

ヶ所層，第四系中部更新統の高位段丘堆積層（Ｈ５面堆積

物）及び第四系上部更新統の中位段丘堆積層（Ｍ１面堆積

物及びＭ２面堆積物）並びにこれらの上位の火山灰層，第

四系完新統の沖積低地堆積層，崖錐堆積層からなる。 

再処理施設の耐震安全性の評価対象施設は，設置位置

の表層を掘削して岩盤である鷹架層に設置され，施設の

周囲は埋戻し土で埋め戻される。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. 地質断面図 

第5.-1図に敷地内地質平面図を示す。また，第5.-1図

に示す断面位置の地質断面図を第5.-2図に示す。 

敷地内の地質は，新第三系中新統の鷹架層，新第三系

鮮新統の砂子又層下部層，第四系下部～中部更新統の六

ヶ所層，第四系中部更新統の高位段丘堆積層（Ｈ５面堆積

物）及び第四系上部更新統の中位段丘堆積層（Ｍ１面堆積

物及びＭ２面堆積物）並びにこれらの上位の火山灰層，第

四系完新統の沖積低地堆積層，崖錐堆積層からなる。 

加工施設の耐震安全性の評価対象施設は，設置位置の

表層を掘削して岩盤である鷹架層に設置される。 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

20 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 
 

66



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

21 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（添付書類「Ⅳ

－１－１－１ 

基準地震動Ｓｓ

及び弾性設計用

地震動Ｓｄの概

要」に記載。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

22 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

プラント固有

（申請対象施設

の設計上、地盤

の液状化の影響

は考慮しないた

め、記載してい

ない。詳細は補

足説明資料によ

る。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

23 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有

（申請対象施設

の設計上、地盤

の液状化の影響

は考慮しないた

め、液状化に係

る物性値等は記

載していない。

詳細は補足説明

資料による。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

24 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

70



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－２，Ⅲ－１－１－２ 地盤の支持性能に係る基本方針） 

 

25 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

プラント固有

（申請対象施設

の設計上、地盤

の液状化の影響

は考慮しないた

め、液状化に係

る物性値等は記

載していない。

詳細は補足説明

資料による。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

 

2.1  耐震重要度による分類 

 

2.2  クラス別施設 

2.3  耐震設計上の留意事項 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

3.2  設備分類上の留意事項 

 

Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分

類の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

 

2.1  耐震重要度による分類 

 

2.2  クラス別施設 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

3.2  設備分類上の留意事項 

 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は,再処理施設の耐震設計上の重要度分類及び重大

事故等対処設備の設備分類についての基本方針を示したもの

である。 

 

 

 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

再処理施設の耐震設計上の重要度を,次のように分類する。 

 

2.1  耐震重要度による分類 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設,当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に拡散す

る可能性のある施設,これらの施設の機能喪失により事故

に至った場合の影響を緩和し,放射線による公衆への影響

を軽減するために必要な機能を持つ施設及びこれらの重要

な安全機能を支援するために必要となる施設であって,環

境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち,機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 概要 

本資料は，ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度分類

及び重大事故等対処設備の設備分類についての基本方針を示

したものである。 

 

 

 

 

2. 耐震設計上の重要度分類 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計上の重要度を，次のように

分類する。 

2.1  耐震重要度による分類 

(1) Ｓクラスの施設 

自ら放射性物質を内蔵している施設，当該施設に直接関

係しておりその機能喪失により放射性物質を外部に放散す

る可能性のある施設，放射性物質を外部に放散する可能性

のある事態を防止するために必要な施設及び放射性物質が

外部に放散される事故発生の際に外部に放散される放射性

物質による影響を低減させるために必要となる施設であっ

て，環境への影響が大きいもの。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

安全機能を有する施設のうち，機能喪失した場合の影響

がＳクラスに属する施設と比べ小さい施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（2.2(1)に記載

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。） 

記載方針の差異

（2.2(2)に記載

した。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

Ｓクラスに属する施設及びＢクラスに属する施設以外の

一般産業施設又は公共施設と同等の安全性が要求される施

設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示

す。 

(1) Ｓクラスの施設 

(ａ) その破損又は機能喪失により臨界事故を起こすおそ

れのある施設 

ⅰ．形状寸法管理を行う設備のうち,平常運転時その破

損又は機能喪失により臨界を起こすおそれのある設

備。 

(ｂ) 使用済燃料を貯蔵するための施設 

ⅰ．使用済燃料受入れ設備の燃料取出し設備,使用済燃

料貯蔵設備の燃料貯蔵設備,燃料移送設備,燃料送出し

設備のプール,ピット,移送水路,ラック,架台。 

(ｃ) 高レベル放射性液体廃棄物を内蔵する系統及び機器

並びにその冷却系統 

ⅰ．高レベル廃液を内蔵する系統及び機器のうち安全上

重要な施設。 

(ｄ) プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器 

ⅰ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する系統及び機器の

うち安全上重要な施設。 

(ｅ) 上記(ｃ)及び(ｄ)の系統及び機器から放射性物質が漏えい

した場合に,その影響の拡大を防止するための施設 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの設備を収納するセル等及

びせん断セル。 

(ｆ) 上記(ｃ),(ｄ)及び(ｅ)に関連する施設で放射性物質の外部へ

の放出を抑制するための施設 

ⅰ．上記(ｃ)及び(ｄ)のＳクラスの機器の廃ガス処理設備の

うち安全上重要な施設。 

ⅱ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等の換気設備のうち安全上

重要な施設。 

ⅲ．上記(ｅ)のＳクラスのセル等を収納する構築物の換気

設備のうち安全上重要な施設。 

(ｇ) 上記(ａ)～(ｆ)の施設の機能を確保するために必要な施

設 

ⅰ．非常用所内電源系統,安全圧縮空気系及び安全蒸気

系。 

ⅱ．安全冷却水系及び使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵

施設の使用済燃料の貯蔵施設の使用済燃料貯蔵設備の

プール水浄化・冷却設備のプール水冷却系(以下「プ

ール水冷却系」という。)。 

ⅲ．安全保護回路及び保護動作を行う機器。 

ⅳ．安全上重要な施設の漏えい液を受ける漏えい液受皿

の集液溝の液位警報及び漏えい液受皿から漏えい液を

回収するための系統のうち安全上重要な施設。 

ⅴ．計測制御系統施設等に係る安全上重要な施設のう

ち,地震後においても,その機能が継続して必要な施

設。 

(ｈ) その他の施設 

ⅰ．固化セル移送台車。 

ⅱ．ガラス固化体貯蔵設備の収納管,通風管。 

ⅲ．ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵建屋換気設備

のうち貯蔵室から排風機までの範囲。 

ⅳ．使用済燃料貯蔵設備の補給水設備。 

2.2  クラス別施設 

耐震設計上の重要度分類によるクラス別施設を以下に示

す。 

(1) Ｓクラスの施設 

a. ＭＯＸを非密封で取り扱う設備・機器を収納するグロ

ーブボックス等であって，その破損による公衆への放射

線の影響が大きい施設 

(a) 粉末調整工程のグローブボックス 

(b) ペレット加工工程のグローブボックス(排ガス処理

装置グローブボックス(下部)，ペレット立会検査装置

グローブボックス及び一部のペレット保管容器搬送装

置を収納するグローブボックスを除く。) 

(c) 焼結設備のうち，以下の設備・機器 

① 焼結炉(焼結炉内部温度高による過加熱防止回路

を含む。) 

② 排ガス処理装置 

(d) 貯蔵施設のグローブボックス 

(e) 小規模試験設備のグローブボックス 

(f) 小規模試験設備のうち，以下の設備・機器 

① 小規模焼結処理装置(小規模焼結処理装置内部温

度高による過加熱防止回路及び小規模焼結処理装置

への冷却水流量低による加熱停止回路を含む。) 

② 小規模焼結炉排ガス処理装置 

b. 上記a．に関連する設備・機器で放射性物質の外部へ

の放散を抑制するための設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，以下の設備・機

器 

① 安全上重要な施設のグローブボックスからグロー

ブボックス排風機までの範囲及び安全上重要な施設

のグローブボックスの給気側のうち，グローブボッ

クスの閉じ込め機能維持に必要な範囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパ又は弁の設置によりＢクラス以下の

排気設備の破損によってＳクラスの排気設備に影響

を与えないように設計する。 

② グローブボックス排気フィルタ(安全上重要な施

設のグローブボックスに付随するもの。) 

③ グローブボックス排気フィルタユニット 

④ グローブボックス排風機(排気機能の維持に必要

な回路を含む。) 

(b) 工程室排気設備のうち，以下の設備・機器 

① 安全上重要な施設のグローブボックス等を設置す

る工程室から工程室排気フィルタユニットまでの範

囲 

また，ＳクラスとＢクラス以下のダクトの取合い

は，手動ダンパの設置によりＢクラス以下の排気設

備の破損によってＳクラスの排気設備に影響を与え

ないように設計する。 

② 工程室排気フィルタユニット 

c. 上記a．及びb．の設備・機器の機能を確保するために

必要な施設 

(a) 非常用所内電源設備のうち，以下の設備・機器 

① 非常用発電機(発電機能を維持するために必要な

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ⅴ．その機能喪失により臨界に至る可能性のある計測制

御系統施設に係る安全上重要な施設は,Ｓクラスとする

か又は検出器の故障を検知し警報を発する故障警報及

び工程停止のための系統をＳクラスとする。 

ⅵ．制御建屋中央制御室換気設備。 

ⅶ．水素掃気用の安全圧縮空気系はＳクラスとする。 

また,Ｓクラスの水素掃気用の安全圧縮空気系が接続さ

れている機器は,溶液の放射線分解により発生する水素

の爆発を適切に防止するため,Ｓクラスとする。 

ⅷ．遮蔽設備のうち安全上重要な施設。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Ｂクラスの施設 

(ａ) 放射性物質を内蔵している施設であって,Ｓクラスに属

さない施設(ただし,内蔵量が少ないか又は貯蔵方式によ

り,その破損により公衆に与える放射線の影響が十分小さ

いものは除く。) 

ⅰ．使用済燃料貯蔵設備のプール水浄化系。 

ⅱ．高レベル廃液を内蔵する設備のうち,溶解施設,分離

施設,高レベル廃液処理設備,高レベル廃液ガラス固化

設備の系統及び機器。 

ⅲ．プルトニウムを含む溶液を内蔵する設備のうち,溶

解施設,分離施設,精製施設,ウラン・プルトニウム混

合脱硝設備の系統及び機器。 

ⅳ．ウランを内蔵する系統及び機器。 

ⅴ．プルトニウムを含む粉体を内蔵する系統及び機

器。 

ⅵ．酸回収設備及び溶媒回収設備。 

ⅶ．低レベル廃液処理設備,ただし,使用済燃料の受入れ

施設及び貯蔵施設等からの洗濯廃液等,床ドレンの一

部,試薬ドレン,手洗いドレン,空調ドレンに係る設備

及び海洋放出管の一部を除く。 

ⅷ．低レベル固体廃棄物処理設備。 

ⅸ．分析設備。 

(ｂ) 放射性物質の放出を伴うような場合に,その外部放散を

抑制するための施設でＳクラスに属さない施設 

ⅰ．Ｂクラスの設備を収納するセル等。 

ⅱ．Ｂクラスの機器の廃ガス処理設備のうち,塔槽類か

ら排風機を経て弁までの範囲。 

ⅲ．Ｂクラスのセル等の換気設備のうち,セル等から排

風機を経てダンパまでの範囲。 

(ｃ) その他の施設 

ⅰ．放射性物質を取り扱う移送機器及び装置類。ただ

し,以下の設備を除く。 

(ⅰ) 放射性物質の環境への放出のおそれがない移送機

器及び装置類。 

範囲) 

② 燃料油貯蔵タンク 

③ 非常用直流電源設備 

④ 非常用無停電電源装置 

⑤ 高圧母線及び低圧母線 

d. その他の施設 

(a) 火災防護設備のうち，以下の設備・機器 

 

① グローブボックス温度監視装置 

② グローブボックス消火装置(安全上重要な施設の

グローブボックスの消火に関する範囲) 

③ 延焼防止ダンパ(安全上重要な施設のグローブボ

ックスの排気系に設置するもの。) 

④ ピストンダンパ(安全上重要な施設のグローブボ

ックスの給気系に設置するもの。) 

(b) 水素・アルゴン混合ガス設備の混合ガス水素濃度高

による混合ガス供給停止回路及び混合ガス濃度異常遮

断弁(焼結炉系，小規模焼結処理系) 

 

(2) Ｂクラスの施設 

a. 核燃料物質を取り扱う設備・機器又はＭＯＸを非密封

で取り扱う設備・機器を収納するグローブボックス等で

あって，その破損による公衆への放射線の影響が比較的

小さいもの(ただし，核燃料物質が少ないか又は収納方

式によりその破損による公衆への放射線の影響が十分小

さいものは除く。) 

(a) ＭＯＸを取り扱う設備・機器(ただし，放射性物質

の環境への放散のおそれのない装置類又は内蔵量の非

常に小さい装置類を除く。) 

(b) 原料ウラン粉末を貯蔵するウラン貯蔵棚 

(c) Ｓクラスのグローブボックス以外のグローブボック

ス(ただし，選別・保管設備及び燃料棒加工工程の一

部のグローブボックスを除く。) 

b. 放射性物質の外部への放散を抑制するための設備・機

器であってＳクラス以外の設備・機器 

(a) グローブボックス排気設備のうち，Ｂクラスのグロ

ーブボックス等からＳクラスのグローブボックス排気

設備に接続するまでの範囲及びＢクラスのグローブボ

ックスの給気側のうち，フィルタまでの範囲 

(b) 窒素循環設備のうち，以下の設備・機器 

① 窒素循環ダクトのうち，窒素雰囲気型グローブボ

ックス(窒素循環型)を循環する経路 

② 窒素循環ファン 

③ 窒素循環冷却機 

c. その他の施設 

(a) 燃料加工建屋及び貯蔵容器搬送用洞道の主要なコン

クリート遮蔽 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(ⅱ) 放射性物質の濃度が非常に低いか,又は内蔵量が非

常に小さいものを取り扱う移送機器及び装置類。 

ⅱ．主要な遮蔽設備。 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓ,Ｂクラスに属さない施設。 

 

 

 

 

(3) Ｃクラスの施設 

上記Ｓクラス及びＢクラスに属さない施設 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

 

 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) 再処理施設の安全機能は,その機能に直接的に関連する

もののほか,補助的な役割をもつもの及び支持構造物等の

間接的な施設をも含めた健全性が保たれて初めて維持し得

るものであることを考慮し,これらを主要設備等,補助設

備,直接支持構造物,間接支持構造物及び波及的影響を検討

すべき設備に区分する。 

   安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備

等,補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重

要度とするが,間接支持構造物の支持機能及び波及的影響

の評価については,それぞれ関連する設備の耐震設計に適

用される地震動に対して安全上支障がないことを確認す

る。 

(2) ウラン・プルトニウム混合酸化物貯蔵設備の貯蔵ホール

は,基準地震動にて臨界安全が確保されていることの確認

を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で

液体状の放射性物質を移送するための配管及びサンプリン

グ配管のうち,明らかに取扱い量が少ない配管は,設備のバ

ウンダリを構成している範囲を除き,下位の分類とする。 

(4) ウラン・プルトニウム混合脱硝設備の定量ポット,中間

ポット及び脱硝装置のグローブボックスは,収納するＳク

ラスの機器へ波及的影響を及ぼさない設計とする。 

(5) 分離施設の補助抽出器中性子検出器の計数率高による工

程停止回路及び遮断弁,抽出塔供給溶解液流量高による送

液停止回路及び遮断弁,抽出塔供給有機溶媒液流量低によ

る工程停止回路及び遮断弁,第１洗浄塔洗浄廃液密度高に

よる工程停止回路及び遮断弁,精製施設のプルトニウム濃

縮缶に係る注水槽の液位低による警報及び注水槽は,上位

の分類に属するものへ波及的影響を及ぼさない設計とす

る。 

(6) 竜巻防護対策設備は,竜巻防護施設に波及的影響を及ぼ

さない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  耐震重要度分類上の留意事項 

(1) ＭＯＸ燃料加工施設の安全機能は，その機能に直接的に

関連するもののほか，補助的な役割をもつもの及び支持構

造物等の間接的な施設を含めた健全性が保たれて初めて維

持し得るものであることを考慮し，これらを主要設備等，

補助設備，直接支持構造物，間接支持構造物及び波及的影

響を検討すべき設備に区分する。 

安全上要求される同一の機能上の分類に属する主要設備

等，補助設備及び直接支持構造物については同一の耐震重

要度とするが，間接支持構造物の支持機能及び波及的影響

の評価については，それぞれ関連する設備の耐震設計に適

用される地震動に対して安全上支障がないことを確認す

る。 

 

 

 

(2) 燃料加工建屋の耐震設計について，弾性設計用地震動に

よる地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に

対しておおむね弾性範囲に留まるとともに，基準地震動に

よる地震力に対して構造物全体として変形能力について十

分な余裕を有するように設計する。 

(3) 一時保管ピット，原料ＭＯＸ粉末缶一時保管装置，粉末

一時保管装置，ペレット一時保管棚，スクラップ貯蔵棚，

製品ペレット貯蔵棚，燃料棒貯蔵棚及び燃料集合体貯蔵チ

ャンネルは，核燃料物質を取り扱うという観点からＢクラ

スとする。また，容器等が相互に影響を与えないようにす

るために，基準地震動による地震力に対して過度な変形等

が生じないよう十分な構造強度を持たせる設計とする。 

(4) 上位の分類に属する設備と下位の分類に属する設備間で

液体状の放射性物質を移送するための配管及びサンプリン

グ配管のうち，明らかに取扱量が少ない配管は，設備のバ

ウンダリを構成している範囲を除き，下位の分類とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(5) 安全上重要な施設として選定する構築物は，Ｓクラスと

する。 

具体的には，原料受払室，原料受払室前室，粉末調整第

1室，粉末調整第 2室，粉末調整第 3室，粉末調整第 4

室，粉末調整第 5室，粉末調整第 6室，粉末調整第 7室，

粉末調整室前室，粉末一時保管室，点検第 1室，点検第 2

室，ペレット加工第 1室，ペレット加工第 2室，ペレット

加工第 3室，ペレット加工第 4室，ペレット加工室前室，

図書構成の差異 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(7) 溢水防護設備は,地震及び地震を起因として発生する溢

水によって安全機能が損なわれない設計とする。 

(8) 化学薬品防護設備は,地震及び地震を起因として発生す

る化学薬品の漏えいによって安全機能が損なわれない設計

とする。 

(9) 主排気筒及びその排気筒モニタのＳクラスとＢクラス以

下の配管又はダクトの取合いは,Ｂクラス以下の廃ガス処

理設備又は換気設備の機能が喪失したとしても,Ｓクラス

の廃ガス処理設備又は換気設備に影響を与えないようにす

る。 

ペレット一時保管室，ペレット・スクラップ貯蔵室，点検

第 3室，点検第 4室，現場監視第 1室，現場監視第 2室，

スクラップ処理室，スクラップ処理室前室及び分析第 3室

で構成する区域の境界の壁及び床(以下「重要区域の壁及

び床」という。)をＳクラスとする。 

(6) 貯蔵施設を取り囲む壁，天井及びこれらと接続している

柱，梁並びに地上１階以上の外壁は，遮蔽機能を有するた

めＢクラスとする。 

(7) 工程室の耐震壁の開口部周辺が，弾性設計用地震動によ

る地震力又は静的地震力のいずれか大きい方の地震力に対

して，弾性範囲を超える場合であっても，排気設備との組

合せで，閉じ込め機能を確保できることからこれを許容す

る。 

(8) 貯蔵容器搬送用洞道の主要なコンクリート遮蔽は，Ｂク

ラスとする。 

(9) 溢水防護設備は，地震及び地震を起因として発生する溢

水によって安全機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

(10) 窒素循環設備のうち，Ｓクラスのグローブボックスを循

環する経路については，基準地震動による地震力に対して

その機能を保持する設計とする。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に基づく再処理施設の耐震設計上の重

要度分類を第 2.3-1 表に示す。 

 

 

なお,第 2.3-1 表には,当該施設を支持する建物・構築物の

支持機能が維持されることを確認する地震動(以下「検討用

地震動」という。)についても併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

核燃料物質加工事業変更許可申請書(ＭＯＸ燃料加工施

設）(以下「事業変更許可申請書」という。)に基づくＭＯＸ

燃料加工施設の耐震設計上の重要度分類を第2.3-1表に示

す。 

なお，第2.3-1表には，当該施設を支持する建物・構築物

の支持機能が維持されることを確認する地震動(以下「検討

用地震動」という。)についても併記する。 

 

記載方針の差異

（第 2.3-1 表の

注記に記載し

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（2.3(1)に記載

した。） 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異 

（安全上重要な

施設の範囲図等

に記載した。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 

3.1  耐震設計上の設備分類 

施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な

機能及び設置状態を踏まえて, 以下の区分に分類する。 

 

(1)常設重大事故等対処設備 

重大事故に至るおそれがある事故及び重大事故(以下

「重大事故等」という。)が発生した場合において,対処す

るために必要な機能を有する設備であって常設のもの。 

a．常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって,耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替するもの。 

 

 

 

 

 

 

b．常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって,上記ａ．以外のも

の。 

 

3.2  設備分類上の留意事項 

(1) 重大事故等対処設備の設計においては,重大事故等対処

施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐震

重要度に応じた地震力を適用するが,適用に当たっては以

下を考慮する。 

 

a． 常設耐震重要重大事故等対処設備については,耐震重要

施設に属する安全機能を有する施設の安全機能を代替す

る設備であることから,耐震重要施設の耐震設計に適用す

る基準地震動による地震力に対して,重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれない設計とする。 

 

b． 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備については,代替する安全機能を有する施設の

耐震重要度に応じた地震力に対して,重大事故等に対処す

るために必要な機能が損なわれない設計とする。 

 具体的には,安全機能を有する施設の耐震重要度がＢク

ラス又はＣクラスの施設については,それぞれの重要度に

応じた地震力に対して重大事故等に対処するために必要

な機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 重大事故等対処設備の設備分類 
3.1  耐震設計上の設備分類 

施設の各設備が有する重大事故等に対処するために必要な

機能及び設置状態を踏まえて，以下の区分に分類する。 

 

(1) 常設重大事故等対処設備 

重大事故等が発生した場合において，対処するために必

要な機能を有する設備であって常設のもの。 

 

a. 常設耐震重要重大事故等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，耐震重要施設に属

する設計基準事故に対処するための設備が有する機能を

代替するもの。 

 

 

 

 

 

 

b. 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備 

常設重大事故等対処設備であって，上記a.以外のも

の。 

 

3.2  設備分類上の留意事項 

(1) 重大事故等対処設備の設計においては，重大事故等対処

施設が代替する機能を有する安全機能を有する施設の耐震

重要度に応じた地震力を適用するが，適用に当たっては以

下を考慮する。 

 

(2) 常設耐震重要重大事故等対処設備については，耐震重要

施設に属する安全機能を有する施設の安全機能を代替する

設備であることから，耐震重要施設の耐震設計に適用する

基準地震動による地震力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計とする。 

 

(3) 常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備については，代替する安全機能を有する施設の耐

震重要度に応じた地震力に対して，重大事故等に対処する

ために必要な機能が損なわれない設計とする。 

具体的には，代替する安全機能を有する施設の耐震重要

度がＢクラス又はＣクラスの施設については，それぞれの

重要度に応じた地震力に対して重大事故等に対処するため

に必要な機能が損なわれない設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。

以下同様。） 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

プラント固有

（該当なし。） 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

記載方針の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

明確化した。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（事業変更許可

申請書に合わせ

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－３，Ⅲ－１－１－３ 重要度分類及び重大事故等対処設備の設備分類の基本方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に基づく重大事故等対処設備の耐震

設計上の設備分類を第3.2-1表に示す。 

なお,第 3.2-1 表には,当該設備を支持する建物・構築物

の支持機能が維持されることを確認する検討用地震動につ

いても併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事業変更許可申請書に基づく重大事故等対処設備の耐震

設計上の設備分類を第 3.2-1 表に示す。 

なお，第 3.2-1 表には，当該設備を支持する建物・構築

物の支持機能が維持されることを確認する検討用地震動に

ついても併記する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

記載方針の差異 

（本文系統図、

安全上重要な施

設の範囲図に記

載した。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本設計 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 
 
 
 
 
 
 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1  相対変位又は不等沈下の観点 

4.2  接続部の観点 

4.3  建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点 

4.4  建屋外施設の損傷,転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設

計方針 

5.1  耐震評価部位 

5.2  地震応答解析 

5.3  設計用地震動又は地震力 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5  許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本設計 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 
 
 
 
 
 
 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

4.1  相対変位又は不等沈下の観点 

4.2  接続部の観点 

4.3  建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点 

4.4  建屋外施設の損傷,転倒及び落下の観点 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震

設計方針 

5.1  耐震評価部位 

5.2  地震応答解析 

5.3  設計用地震動又は地震力 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

5.5  許容限界 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

図書構成の差異 

図書名称の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は,添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に

基づき耐震設計を行うに当たり,波及的影響を考慮した設計の

基本的な考え方を説明するものである。 

 

本資料の適用範囲は,安全機能を有する施設のうち耐震重要

施設及び常設耐震重要重大事故等対処施設(以下「上位クラス

施設」という。)である。 

 

2. 基本設計 

上位クラス施設は,下位のクラスに属する施設(以下「下位ク

ラス施設」という。)の波及的影響によって,その安全機能を損

なわないように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される常設重大事故

等対処施設（以下「常設重大事故等対処施設」という。）は，

安全機能を有する施設のうち,Ｂクラス及びＣクラスに属する

施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故等

対処設備，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によって，

重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないように設

計する。 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

 

 

上位クラス施設の設計においては,「事業指定基準規則の解

釈別記２」(以下「別記２」という。)に記載の以下の４つの観

点で実施する。 

また,本方針における常設重大事故等対処施設の設計におい

ては，別記２における「耐震重要施設」及び「上位クラス施

設」を「常設重大事故等対処施設」に，「安全機能」を「重大

事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適用する。 

 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互

影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷,転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷,転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

 

また,上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がないか

を確認するために原子力施設情報公開ライブラリー(NUCIA：ニ

ューシア)から原子力施設の被害情報,官公庁等の公開情報から

化学プラントの被害情報を抽出し,その要因を整理する。地震

被害の発生要因が上記(1)～(4)の検討事項に分類されない要因

については,その要因も設計の観点に追加する。 

 

上記(1)～(4)に基づき,上位クラス施設の有する機能を保持

するよう設計する下位クラス施設の設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

に基づき耐震設計を行うに当たり，波及的影響を考慮した設

計の基本的な考え方を説明するものである。 

 

本資料の適用範囲は，安全機能を有する施設のうち耐震重

要施設及び常設耐震重要重大事故等対処施設(以下「上位ク

ラス施設」という。)である。 

 

2. 基本設計 

上位クラス施設は，下位のクラスに属する施設(以下「下

位クラス施設」という。)の波及的影響によって，その安全

機能を損なわないように設計する。 

常設耐震重要重大事故等対処設備が設置される重大事故等

対処施設(以下「常設重大事故等対処施設」という。)は，安

全機能を有する施設のうち，Ｂクラス及びＣクラスに属する

施設，常設耐震重要重大事故等対処設備以外の常設重大事故

等対処設備，可搬型重大事故等対処設備の波及的影響によっ

て，重大事故等に対処するために必要な機能を損なわないよ

うに設計する。 

 

3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針 

 

 

上位クラス施設の設計においては，「事業許可基準規則の

別記3」(以下「別記3」という。)に記載の以下の4つの観点

で実施する。 

また，本方針における常設重大事故等対処施設の設計にお

いては，別記3における「耐震重要施設」及び「上位クラス

施設」を「常設重大事故等対処施設」に，「安全機能」を

「重大事故等に対処するために必要な機能」に読み替えて適

用する。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変

位又は不等沈下による影響 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相

互影響 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

 

また，上記(1)～(4)以外に設計の観点に含める事項がない

かを確認するために原子力発電情報公開ライブラリ(NUCIA：

ニューシア)から，原子力施設の被害情報を抽出し，その要

因を整理する。地震被害の発生要因が上記(1)～(4)の検討事

項に分類されない要因については，その要因も設計の観点に

追加する。 

 

上記(1)～(4)に基づき，上位クラス施設の有する機能を保

持するよう設計する下位クラス施設の設計方針を「5. 波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に

示す。 

 

図書名称の差異 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

（以下同様。） 

適用規則の差異 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

表現上の差異

（以下同様） 

 

表現上の差異

（事業許可変更

申請書に合わせ

た。以下同

様。） 

プラント固有

（事業変更許可

申請書の内容に

基づき化学プラ

ントに関する内

容を記載し

た。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用規則の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

85



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位又

は不等沈下による影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施設

を対象に,安全機能を損なわないように下位クラス施設の設計

を行う。 

 

 

 

② 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により,上位

クラス施設の安全機能を損なわないよう,以下の通り設計す

る。 

離隔による防護を講じて設計する場合には,下位クラス施

設の不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない程度

に十分な距離をとって配置するか,下位クラス施設と上位ク

ラス施設の間に波及的影響を防止するために,衝突に対する

強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす

可能性がある位置に設置する場合には,不等沈下を起こさな

い十分な支持性能をもつ地盤に下位クラス施設を設置する。

下位クラス施設を上位クラス施設に要求される支持性能が十

分でない地盤に設置する場合は,下位クラス施設が設置され

る地盤の不等沈下を想定し,上位クラス施設の有する機能を

保持する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は,下位クラス施設が設置さ

れる地盤の不等沈下を想定し,上位クラス施設の有する機能

を保持する設計する。 

以上の設計方針のうち,不等沈下を想定し,上位クラス施設

の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を

「4． 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に,そ

の設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設の耐震設計方針」に示す。 

① 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により,上

位クラス施設の安全機能を損なわないよう,以下の通り設計

する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には,下位クラス施

設と上位クラス施設との相対変位を想定しても,下位クラス

施設が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離をとっ

て配置するか,下位クラス施設と上位クラス施設との間に波

及的影響を防止するために,衝突に対する強度を有する障壁

を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により,下

位クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場合に

は,衝突部分の接触状況の確認,建屋全体評価又は局部評価を

実施し,衝突に伴い,上位クラス施設の安全機能が損なわれる

おそれのないよう設計する。 

以上の設計方針のうち,建屋全体評価又は局部評価を実施

して設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計対象

とする下位クラス施設」に,その設計方針を「5. 波及的影

響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」に示

す。 

(1) 設置地盤及び地震応答性状の相違等に起因する相対変位

又は不等沈下による影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施

設を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施設の

設計を行う。 

 

 

 

b. 地盤の不等沈下による影響 

下位クラス施設が設置される地盤の不等沈下により，上

位クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとおり

設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス

施設の不等沈下を想定しても上位クラス施設に衝突しない

程度に十分な距離をとって配置するか，下位クラス施設と

上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために，衝突

に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼ

す可能性がある位置に設置する場合には，不等沈下を起こ

さない十分な支持牲能をもつ地盤に下位クラス施設を設置

する。下位クラス施設を上位クラス施設に要求される支持

性能が十分でない地盤に設置する場合は，下位クラス施設

が設置される地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の

有する機能を保持する設計とする。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設が設置

される地盤の不等沈下を想定し，上位クラス施設の有する

機能を保持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，不等沈下を想定し，上位クラス

施設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設

を「4． 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」

に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

a. 建屋間の相対変位による影響 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，

上位クラス施設の安全機能を損なわないよう，以下のとお

り設計する。 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス

施設と上位クラス施設との相対変位を想定しても，下位ク

ラス施設が上位クラス施設に衝突しない程度に十分な距離

をとって配置するか，下位クラス施設と上位クラス施設と

の間に波及的影響を防止するために，衝突に対する強度を

有する障壁を設置する。 

下位クラス施設と上位クラス施設との相対変位により，

下位クラス施設が上位クラス施設に衝突する位置にある場

合には，衝突部分の接触状況の確認，建屋全体評価又は局

部評価を実施し，衝突に伴い，上位クラス施設の安全機能

が損なわれるおそれのないよう設計する。 

以上の設計方針のうち，建屋全体評価又は局部評価を実

施して設計する下位クラス施設を「4. 波及的影響の設計

対象とする下位クラス施設」に，その設計方針を「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方

針」に示す。 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異

（「3. 波及的影

響を考慮した施

設の設計方針」

記載内容と整合

を図った。以下

同様。） 

表現上の差異

（「2. 基本設

計方針」にて定

義した用語を用

いて記載した。

以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相互影

響 

建屋内外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処

施設を対象に,安全機能を損なわないように下位クラス施設

の設計を行う。 

 

 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には,原則,Ｓ

クラスの隔離弁等を設置する等により分離し,故障時等に隔

離されるよう設計する。隔離されない接続部以降の下位クラ

ス施設については,下位クラス施設が上位クラス施設の設計

に用いる地震動又は地震力に対して,内部流体の内包機能,構

造強度等を確保するよう設計する。又は,これらが維持され

なくなる可能性がある場合は,下位クラス施設の損傷と隔離

によるプロセス変化により,上位クラス施設の内部流体の温

度,圧力に影響を与えても,支持構造物を含めて系統としての

機能が設計の想定範囲内に維持されるよう設計する。 

 

以上の設計方針のうち,内部流体の内包機能,機器・配管系

の動的機能,構造強度を確保するよう設計する下位クラス施

設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」

に,その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位

クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷,転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施

設を対象に,安全機能を損なわないように下位クラス施設の

設計を行う。 

 

 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には,下位クラス施

設の損傷,転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突

しない程度に十分な距離をとって配置するか,下位クラス施

設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突

に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす

可能性がある位置に設置する場合には,下位クラス施設が上

位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して,下

位クラス施設が損傷,転倒及び落下に至らないよう構造強度

設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は,下位クラス施設の損傷,転

倒及び落下を想定し,上位クラス施設の有する機能を保持す

るよう設計する。 

以上の設計方針のうち,構造強度設計を行う,又は下位クラ

ス施設の損傷,転倒及び落下を想定し,上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設」に,その設計方針

を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震

設計方針」に示す。 

(2) 耐震重要施設と下位クラス施設との接続部における相

互影響 

建屋内外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対

処施設を対象に安全機能を損なわないように下位クラス施

設の設計を行う。 

 

 

上位クラス施設と下位クラス施設との接続部には，原

則，Ｓクラスの隔離弁等を設置する等により分離し，故障

時等に隔離されるよう設計する。隔離されない接続部以降

の下位クラス施設については，下位クラス施設が上位クラ

ス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して，内部流

体の内包機能，構造強度等を確保するよう設計する。又

は，これらが維持されなくなる可能性がある場合は，下位

クラス施設の損傷と隔離によるプロセス変化により，上位

クラス施設の内部流体の温度，圧力に影響を与えても，支

持構造物を含めて系統としての機能が設計の想定範囲内に

維持されるよう設計する。 

以上の設計方針のうち，内部流体の内包機能，機器・配

管系の動的機能，構造強度を確保するよう設計する下位ク

ラス施設を「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス

施設」に，その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象と

する下位クラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

(3) 建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

建屋内に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処

施設を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施

設の設計を行う。 

 

 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に

衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位ク

ラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するた

めに衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼ

す可能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設

が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう

構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能

を保持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位

クラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施

設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，

その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位ク

ラス施設の耐震設計方針」に示す。 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷,転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処施

設を対象に,安全機能を損なわないように下位クラス施設の

設計を行う。 

 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には,下位クラス施

設の損傷,転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に衝突

しない程度に十分な距離をとって配置するか,下位クラス施

設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するために衝突

に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼす

可能性がある位置に設置する場合には,下位クラス施設が上

位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対して,下

位クラス施設が損傷,転倒及び落下に至らないよう構造強度

設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は,下位クラス施設の損傷,転

倒及び落下を想定し,上位クラス施設の有する機能を保持す

るよう設計する。 

以上の設計方針のうち,構造強度設計を行う,又は下位クラ

ス施設の損傷,転倒及び落下を想定し,上位クラス施設の有す

る機能を保持するよう設計する下位クラス施設を「4. 波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設」に,その設計方針

を「5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震

設計方針」に示す。 

 

(4) 建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

による耐震重要施設への影響 

建屋外に設置する耐震重要施設及び常設重大事故等対処

施設を対象に，安全機能を損なわないように下位クラス施

設の設計を行う。 

 

 

離隔による防護を講じて設計する場合には，下位クラス

施設の損傷，転倒及び落下を想定しても上位クラス施設に

衝突しない程度に十分な距離をとって配置するか，下位ク

ラス施設と上位クラス施設の間に波及的影響を防止するた

めに衝突に対する強度を有する障壁を設置する。 

下位クラス施設を上位クラス施設への波及的影響を及ぼ

す可能性がある位置に設置する場合には，下位クラス施設

が上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力に対し

て，下位クラス施設が損傷，転倒及び落下に至らないよう

構造強度設計を行う。 

上記の方針で設計しない場合は，下位クラス施設の損

傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施設の有する機能

を保持するよう設計する。 

以上の設計方針のうち，構造強度設計を行う，又は下位

クラス施設の損傷，転倒及び落下を想定し，上位クラス施

設の有する機能を保持するよう設計する下位クラス施設を

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」に，

その設計方針を「5. 波及的影響の設計対象とする下位ク

ラス施設の耐震設計方針」に示す。 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

（以下同様。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構造

強度を確保するように設計するものとして選定した下位クラス

施設を以下に示す。 

 

4.1  相対変位又は不等沈下の観点 

(2) 地盤の不等沈下による影響 

今回申請する施設については,地盤の不等沈下による波

及的影響の設計対象として選定する下位クラス施設はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建屋間相対変位による影響 

今回申請する施設については,建屋間相対変位による波

及的影響の設計対象として選定する下位クラス施設はな

い。 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

「3. 波及的影響を考慮した施設の設計方針」に基づき構

造強度を確保するように設計するものとして選定した下位ク

ラス施設を以下に示す。 

 

4.1  相対変位又は不等沈下の観点 

(2) 地盤の不等沈下による影響 

今回申請する施設については，地盤の不等沈下による波

及的影響の設計対象として選定する下位クラス施設はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1) 建屋間相対変位による影響 

今回申請する施設については，建屋間相対変位による波

及的影響の設計対象として選定する下位クラス施設はな

い。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

図書構成の差異 

プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4.2  接続部の観点 

今回申請する施設については,接続部の観点による波及的

影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2  接続部の観点 

今回申請する施設については，接続部の観点による波及

的影響の設計対象として選定する下位クラス施設はない。 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有 

（該当なし。以

下同様。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4.3  建屋内施設の損傷,転倒及び落下の観点 

今回申請する施設については, 建屋内施設の損傷,転倒及

び落下による波及的影響の設計対象として選定する下位クラ

ス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3  建屋内施設の損傷，転倒及び落下の観点 

今回申請する施設については，建屋内施設の損傷，転倒

及び落下による波及的影響の設計対象として選定する下位

クラス施設はない。 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有 

（該当なし。以

下同様。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4.4  建屋外施設の損傷,転倒及び落下の観点 

 

(1) 分析建屋 

下位クラス施設である分析建屋は,上位クラス施設であ

る安全冷却水Ｂ冷却塔及び制御建屋に隣接していることか

ら,上位クラス施設の設計に適用する地震動又は地震力に

伴う損傷により,安全冷却水Ｂ冷却塔及び制御建屋に衝突

し,波及的影響を及ぼすおそれが否定できない。このため

波及的影響の設計対象とした。 

(2) 安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネット 

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護

ネットは,上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔を覆

うように設置していることから,上位クラス施設の設計に

適用する地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により,安

全冷却水Ｂ冷却塔に衝突して波及的影響を及ぼすため対象

とした。 

ここで選定した波及的影響を受けるおそれのある施設を

第 4.4-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.4-1 表 建屋外下位クラス施設の損傷,転倒及び落下によ

る耐震重要施設への影響 

 

波及的影響を受けるお

それのある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象と

する下位クラス施設 

・安全冷却水Ｂ冷却塔 ・分析建屋 

・安全冷却水Ｂ冷却塔 
・安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来

物防護ネット 

 

 

4.4  建屋外施設の損傷，転倒及び落下の観点 

 
(1) 排気筒 

下位クラス施設である排気筒は，上位クラス施設であ

る燃料加工建屋に隣接していることから，上位クラス施

設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷によ

り，燃料加工建屋に衝突し，波及的影響を及ぼすおそれ

が否定できない。このため波及的影響の設計対象とし

た。 

 

 

 

 

 

 

 

ここで選定した波及的影響を受けるおそれのある施設を

第 4.4-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

第4.4-1表 建屋外下位クラス施設の損傷，転倒及び落下に

よる耐震重要施設への影響 

 

波及的影響を受けるおそ

れのある上位クラス施設 

波及的影響の設計対象と

する下位クラス施設 

・燃料加工建屋 ・排気筒 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。以

下同様） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方 

針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」におい

て選定した施設の耐震設計方針を以下に示し,以下の各項目に

よる耐震評価方針を添付書類「Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影

響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針」に示

す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部位

は,それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

具体的には,評価対象下位クラス施設の不等沈下,相対変位,

接続部における相互影響,損傷,転倒及び落下を防止するよう,

主要構造部材,支持部等を評価対象として選定する。 

また,地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定して

設計する施設については,上位クラス施設の機能に影響がない

よう評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は,添付書類「Ⅳ－２－１－４－１ 

波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方

針」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計にお

いて実施する地震応答解析については,添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」に基づき,既設工認で実績があり,かつ

新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本として行う。 

 

施設の設計に適用する地震応答解析は,添付書類「Ⅳ－２－

１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設

の耐震評価方針」に示す。 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては,上

位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用する。 

 

施設の設計に適用する地震動又は地震力は,添付書類「Ⅳ

―１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の種

類及び荷重の組合せについては,波及的影響を受けるおそれの

ある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス施設に

発生する荷重を組み合わせる。 

また,地盤の不等沈下又は転倒を想定し,上位クラス施設の機

能に影響がないよう設計する場合は,転倒等に伴い発生する荷

重を組み合わせる。 

荷重の設定においては,実運用・実事象上定まる範囲を考慮

して設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは,添付

書類「Ⅳ―１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

5. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計

方針 

「4. 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設」にお

いて選定した施設の耐震設計方針を以下に示し，以下の各項

目による耐震評価方針は，後次回にて申請する添付書類「波

及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価結

果」に示す。 

 

5.1  耐震評価部位 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価対象部

位は，それぞれの損傷モードに応じて選定する。 

具体的には，評価対象下位クラス施設の不等沈下，相対変

位，接続部における相互影響，損傷，転倒及び落下を防止する

よう，主要構造部材，支持部等を評価対象として選定する。 

また，地盤の不等沈下又は下位クラス施設の転倒を想定し

て設計する施設については，上位クラス施設の機能に影響が

ないよう評価部位を選定する。 

各施設の耐震評価部位は，後次回にて申請する添付書類

「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評

価結果」に示す。 

 

5.2  地震応答解析 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計に

おいて実施する地震応答解析については，添付書類「Ⅲ－１

－１ 耐震設計の基本方針」に基づき，既設工認で実績があ

り，かつ 新の知見に照らしても妥当な手法及び条件を基本

として行う。 

施設の設計に適用する地震応答解析は， 後次回にて申請

する添付書類「波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス

施設の耐震評価結果」に示す。 

 

5.3  設計用地震動又は地震力 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設においては，

上位クラス施設の設計に用いる地震動又は地震力を適用す

る。 

施設の設計に適用する地震動又は地震力は，添付書類「Ⅲ

－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

5.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

波及的影響の防止を目的とした設計において用いる荷重の

種類及び荷重の組合せについては，波及的影響を受けるおそ

れのある上位クラス施設と同じ運転状態において下位クラス

施設に発生する荷重を組み合わせる。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設

の機能に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生

する荷重を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考

慮して設定する。 

各施設の設計に適用する荷重の種類及び組み合わせは，添

付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す。 

 

 

表現上の差異 

表現上の差異 

（評価方針を記

載する基本方針

を明確化し

た。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

図書名称の差異 

記載方針の差異

（添付書類の呼

び込みは図書名

とした。以下同

様。） 

図書名称の差異 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

申請対象の差異

（後次回で申請

するため，記載

なし。以下同

様。） 

表現上の差異

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用いる

許容限界設定の考え方を,以下建物・構築物及び機器・配管系

に分けて示す。 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について,離隔による防護を講じることで,下位

クラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場合は,

下位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本として許容限

界を設定する。 

また,施設の構造を保つことで,下位クラス施設の損傷,転倒

及び落下を防止する場合は,鉄筋コンクリート造耐震壁の 大

せん断ひずみに対してJEAG4601-1987に基づく終局点に対応す

るせん断ひずみ,部材に発生する応力に対して終局耐力,部材に

発生する変形に対して終局耐力時の変形,又は「建築基準法及

び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準値を基本として許

容限界を設定する。 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について,施設の構造を保つことで,下位クラス

施設の接続部における相互影響並びに損傷,転倒及び落下を防

止する場合は,評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても,

その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を

有していることに相当する許容限界を設定するものとし,添付

書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に示す基準地震

動Ｓｓとの荷重の組合せに適用する許容限界を設定する。 

 

配管については,設置状況に応じて配管耐震評価上影響のあ

る下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計を行

う。 

また,地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は,下位クラス

施設の転倒等に伴い発生する荷重により,上位クラス施設の評

価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても,その量が小さな

レベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有しているこ

と,また転倒した下位クラス施設と上位クラス施設との距離を

許容限界として設定する。 

 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持される

ことの確認に当たっては，上記に示す方針の他，塑性変形する

場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響

を及ぼすことがないものを許容限界として設定する。 

 

 

5.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用い

る許容限界設定の考え方を，以下建物・構築物及び機器・配

管系に分けて示す。 

 

5.5.1  建物・構築物 

建物・構築物について，離隔による防護を講じることで，

下位クラス施設の相対変位等による波及的影響を防止する場

合は，下位クラス施設と上位クラス施設との距離を基本とし

て許容限界を設定する。 

また，施設の構造を保つことで，下位クラス施設の損傷，

転倒及び落下を防止する場合は，鉄筋コンクリート造耐震壁

の 大せん断ひずみに対してJEAG4601-1987に基づく終局点

に対応するせん断ひずみ，部材に発生する応力に対して終局

耐力，部材に発生する変形に対して終局耐力時の変形，又は

「建築基準法及び同施行令」に基づく層間変形角の評価基準

値を基本として許容限界を設定する。 

 

5.5.2  機器・配管系 

機器・配管系について，施設の構造を保つことで，下位ク

ラス施設の接続部における相互影響並びに損傷，転倒及び落

下を防止する場合は，評価部位に塑性ひずみが生じる場合で

あっても，その量が小さなレベルに留まって破断延性限界に

十分な余裕を有していることに相当する許容限界を設定する

ものとし，添付書類「Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方

針」に示す基準地震動Ｓｓとの荷重の組合せに適用する許容

限界を設定する。 

配管については，設置状況に応じて配管耐震評価上影響の

ある下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計

を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位ク

ラス施設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施

設の評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し

ていること，また，転倒した下位クラス施設と上位クラス施

設との距離を許容限界として設定する。 

 

なお，重大事故等に対処するために必要な機能が維持され

ることの確認に当たっては，上記に示す方針のほか，塑性変

形する場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機

能に影響を及ぼすことがないものを許容限界として設定す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（適用する許容

限界を明確にし

た。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（適用する許容

限界を明確にし

た。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（重大事故等対

処設備の評価内

容に応じた記載

とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－４，Ⅲ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても,安全機能を有する施設の設計段階の際

に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていることを,

敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。また,

仮置資材等,現場の配置状況等の確認を必要とする下位クラス

施設についても合わせて確認する。 

工事段階における検討は,「3. 波及的影響を考慮した施設

の設計方針」の４つの観点のうち,(3)及び(4)の観点,すなわち

下位クラス施設の損傷,転倒及び落下による影響について,現場

調査により実施する。 

確認事項としては,設計段階において検討した離隔による防

護の観点で行う。すなわち,施設の損傷,転倒及び落下を想定し

た場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲内に下位

クラス施設がないこと,又は間に衝撃に耐えうる障壁,緩衝物等

が設置されていること,仮置資材等については固縛など,転倒及

び落下を防止する措置が適切に講じられていることを確認す

る。 

ただし,仮置資材等の下位クラス施設自体が,明らかに影響を

及ぼさない程度の大きさ,重量等の場合は対象としない。 

 

以上を踏まえて,損傷,転倒及び落下により,上位クラス施設

に波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽出され

れば,必要に応じて,上記の確認事項と同じ観点で対策・検討を

行う。すなわち,下位クラス施設の配置変更,下位クラス施設と

の間への緩衝物等の設置,固縛等による転倒・落下防止措置等

を講じることで対策・検討を行う。 

 

6. 工事段階における下位クラス施設の調査・検討 

工事段階においても，安全機能を有する施設の設計段階の

際に検討した配置・補強等が設計どおりに施されていること

を，敷地全体を俯瞰した調査・検討を行うことで確認する。

また，仮置資材等，現場の配置状況等の確認を必要とする下

位クラス施設についても合わせて確認する。 

工事段階における検討は，「3. 波及的影響を考慮した施

設の設計方針」の4つの観点のうち，(3)及び(4)の観点，す

なわち下位クラス施設の損傷，転倒及び落下による影響につ

いて，現場調査により実施する。 

確認事項としては，設計段階において検討した離隔による

防護の観点で行う。すなわち，施設の損傷，転倒及び落下を

想定した場合に上位クラス施設に衝突するおそれのある範囲

内に下位クラス施設がないこと，又は間に衝撃に耐えうる障

壁，緩衝物等が設置されていること，仮置資材等については

固縛など，転倒及び落下を防止する措置が適切に講じられて

いることを確認する。 

ただし，仮置資材等の下位クラス施設自体が，明らかに影

響を及ぼさない程度の大きさ，重量等の場合は対象としな

い。 

以上を踏まえて，損傷，転倒及び落下により，上位クラス

施設に波及的影響を及ぼす可能性がある下位クラス施設が抽

出されれば，必要に応じて，上記の確認事項と同じ観点で対

策・検討を行う。すなわち，下位クラス施設の配置変更，下

位クラス施設との間への緩衝物等の設置，固縛等による転

倒・落下防止措置等を講じることで対策・検討を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

プラント固有 

(既に社内標準類

により実施して

いる。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針 

目次 

1. 概要

2. 地震応答解析の方針

2.1  建物・構築物

2.2  機器・配管系

3. 設計用減衰定数

別紙 地震観測網について

Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針 

目次 

1. 概要

2. 地震応答解析の方針

2.1  建物・構築物

2.2  機器・配管系

3. 設計用減衰定数

別紙 地震観測網について

図書名称の差異 

（以下同様。） 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 

図書名称の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機器・配

管系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明する

ものである。 

第 1.-1 図，第 1.-2 図及び第 1.-3 図に建物・構築物，構築

物(洞道)及び機器・配管系の地震応答解析の手順をそれぞれ示

す。 

1. 概要

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」の

うち「4. 設計用地震力」に基づき，建物・構築物，機器・配

管系の耐震設計を行う際の地震応答解析の基本方針を説明する

ものである。 

第1.-1図，第1.-2図及び第1.-3図に建物・構築物，構築物

(洞道)及び機器・配管系の地震応答解析の手順をそれぞれ示

す。 

図書名称の差異

(以下同様。) 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

記載の適正化

（施設の評価内

容に応じた記載

とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

   

プラント固有

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-

70mとしている。 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基

盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

を基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に設定した上で，

解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して入力地

震動を設定する。 

 

 

 

また，Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそ

れのある施設については，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を

乗じたものから定める入力地震動を用いる。 

 

 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地盤の非線形応答に関する動

的変形特性を考慮する。さらに必要に応じ敷地における観測記

録による検証や 新の科学的，技術的知見を踏まえ，地質・速

度構造等の地盤条件を設定する。 

2. 地震応答解析の方針 

2.1  建物・構築物 

(1) 入力地震動 

解放基盤表面は，Ｓ波速度が0.7km/s以上であるT.M.S.L.-

70mとしている。 

 

建物・構築物の地震応答解析における入力地震動は，解放基

盤表面で定義される基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄ

を基に，対象建物・構築物の地盤条件を適切に設定した上で，

解放基盤表面からの地震波の伝播特性を適切に考慮して入力地

震動を設定する。 

 

 

 

また，Ｂクラスの施設のうち支持構造物の振動と共振のおそ

れのある施設については，弾性設計用地震動Ｓｄに２分の１を

乗じたものから定める入力地震動を用いる。 

 

 

 

 

地盤条件を考慮する場合には，地盤の非線形応答に関する動

的変形特性を考慮する。さらに，必要に応じ敷地における観測

記録による検証や 新の科学的，技術的知見を踏まえ，地質・

速度構造等の地盤条件を設定する。 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とした。) 

 

 

 

表現上の差異 

(事業変更許可申

請書に合わせた

記載とした。) 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 解析方法及び解析モデル 

ａ．建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定す

る。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応

答曲線の作成は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴

応答解析法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部

分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元

力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を

検討するための動的解析において，施設を支持する建物・構築

物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，

その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応

答解析を行う。 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばら

つき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべきば

らつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的

解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影響に

ついては，建物・構築物の３次元 FEM モデルによる解析に基づ

き，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価する。

３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等による。解析

方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅳ－１－１－７ 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

 

 

 

 

 

(2) 解析方法及び解析モデル 

a. 建物・構築物 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，建物・構築物に応じた適切な解析条件を設定す

る。また，原則として，建物・構築物の地震応答解析及び床応

答曲線の作成は，線形解析及び非線形解析に適用可能な時刻歴

応答解析法による。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

地震応答解析において，主要構造要素がある程度以上弾性範

囲を超える場合には，実験等の結果に基づき，該当する建物部

分の構造特性に応じて，その弾塑性挙動を適切に模擬した復元

力特性を考慮した地震応答解析を行う。 

 

また，Ｓクラスの施設を支持する建物・構築物の支持機能を

検討するための動的解析において，施設を支持する建物・構築

物の主要構造要素がある程度以上弾性範囲を超える場合には，

その弾塑性挙動を適切に模擬した復元力特性を考慮した地震応

答解析を行う。 

 

 

地震応答解析に用いる材料定数については，材料物性のばら

つき等を適切に考慮する。また，ばらつきによる変動が建物・

構築物の振動性状や応答性状に及ぼす影響として考慮すべきば

らつきの要因を選定した上で，選定された要因を考慮した動的

解析により設計用地震力を設定する。 

 

建物・構築物の３次元応答性状及び機器・配管系への影響に

ついては，建物・構築物の３次元 FEM モデルによる解析に基づ

き，施設の重要性，建屋規模，構造特性を考慮して評価する。

３次元応答性状等の評価は，周波数応答解析法等による。解析

方法及び解析モデルについては，添付書類「Ⅲ－１－１－７ 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（(2)a.(a)に記

載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（対象を明確化

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

また，さらなる信頼性の向上を目的として設置した地震観測

装置から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解

析に用いるモデルについては，地震観測装置により得られた観

測記録を用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網

の概要は，別紙「地震観測網について」に示す。 

 

また，更なる信頼性の向上を目的として設置した地震観測装

置から得られた観測記録により振動性状を把握する。動的解析

に用いるモデルについては，地震観測装置により得られた観測

記録を用い解析モデルの妥当性確認などを行う。地震観測網の

概要は，別紙「地震観測網について」に示す。 

 

 

表現上の差異 

記載方針の差異

（装置単体の場

合も含めた表現

とした。） 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(a) 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

を Newmark-β法(β＝1/4)を用いた直接積分法により求める。 

𝑚 ･ 𝑥 𝑐 ･ 𝑥 𝑘 ･ 𝑥 𝑚 ･ 𝑦  (1) 

 

ここで， 

    𝑚  :質量マトリックス 

    𝑐  :減衰マトリックス 

    𝑘  :剛性マトリックス 

    𝑥  :時刻tの加速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの変位ベクトル 

    𝑦  :時刻tの入力加速度ベクトル 

ここで，時刻t+Δtにおける解を次のようにして求める。な

お，Δtは時間メッシュを示す。 

𝑥 ＝ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡 𝛽 ･ 𝑥 𝛽･ 𝑥 ･

𝛥𝑡   (2) 

𝑥 ＝ 𝑥 ･ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡  

   (3) 

𝑥 ＝ 𝑥 𝛥𝑥     

  (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度応

答増分ベクトルが次のように求められる。 

𝛥𝑥 ＝ 𝐴 ･ 𝐵 𝑚 ･ 𝛥𝑦   

  (5) 

ここで， 

𝐴 ＝ 𝑚 ･𝛥𝑡･ 𝑐 𝛽･𝛥𝑡 ･ 𝑘   

𝐵 ＝ 𝛥𝑡･ 𝑐 ･𝛥𝑡 ･ 𝑘 ･ 𝑥 𝛥𝑡･ 𝑘 ･ 𝑥

 𝛥𝑦 ＝ 𝑦 𝑦   

 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻ｔ

∆ｔの応答が時刻ｔの応答から求められる。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮し

て評価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用及び埋込み

効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基

礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等

を考慮して定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏ま

えて，地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性

又は誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものと

する。また，地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非

線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性

値に基づくものとする。 

設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用

いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定

める。 

(a) 解析方法 

建物・構築物の地震応答は，(1)式の多質点系の振動方程式

を Newmark-β法(β＝1/4)を用いた直接積分法により求める。 

𝑚 ･ 𝑥 𝑐 ･ 𝑥 𝑘 ･ 𝑥 𝑚 ･ 𝑦  (1) 

 

ここで， 

    𝑚  :質量マトリックス 

    𝑐  :減衰マトリックス 

    𝑘  :剛性マトリックス 

    𝑥  :時刻tの加速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの速度ベクトル 

    𝑥  :時刻tの変位ベクトル 

    𝑦  :時刻tの入力加速度ベクトル 

ここで，時刻𝑡 𝛥𝑡における解を次のようにして求める。な

お，𝛥𝑡は時間メッシュを示す。 

𝑥 ＝ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡 𝛽 ･ 𝑥 𝛽･ 𝑥 ･

𝛥𝑡   (2) 

𝑥 ＝ 𝑥 ･ 𝑥 𝑥 ･𝛥𝑡  

  (3) 

𝑥 ＝ 𝑥 𝛥𝑥    

  (4) 

 

(2)，(3)及び(4)式を(1)式に代入して整理すると，加速度応

答増分ベクトルが次のように求められる。 

𝛥𝑥 ＝ 𝐴 ･ 𝐵 𝑚 ･ 𝛥𝑦   

  (5) 

ここで， 

𝐴 ＝ 𝑚 ･𝛥𝑡･ 𝑐 𝛽･𝛥𝑡 ･ 𝑘   

𝐵 ＝ 𝛥𝑡･ 𝑐 ･𝛥𝑡 ･ 𝑘 ･ 𝑥 𝛥𝑡･ 𝑘 ･ 𝑥

 𝛥𝑦 ＝ 𝑦 𝑦   

 

(5)式を(2)，(3)及び(4)式に代入することにより，時刻𝑡
𝛥𝑡の応答が時刻𝑡の応答から求められる。 

建物・構築物の動的解析に当たっては，建物・構築物の剛性

はそれらの形状，構造特性，振動特性，減衰特性を十分考慮し

て評価し，集中質点系等に置換した解析モデルを設定する。 

動的解析には，建物・構築物と地盤との相互作用及び埋込み

効果を考慮するものとし，解析モデルの地盤のばね定数は，基

礎版の平面形状，基礎側面と地盤の接触状況及び地盤の剛性等

を考慮して定める。各入力地震動が接地率に与える影響を踏ま

えて，地盤ばねには必要に応じて，基礎浮上りによる非線形性

又は誘発上下動を考慮できる浮上り非線形性を考慮するものと

する。また，地盤の剛性等については，必要に応じて地盤の非

線形応答を考慮することとし，地盤のひずみに応じた地盤物性

値に基づくものとする。 

設計用地盤定数は，原則として，弾性波試験によるものを用

いる。 

地盤－建物・構築物連成系の減衰定数は，振動エネルギの地

下逸散及び地震応答における各部のひずみレベルを考慮して定

める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（建物・構築物

の内容のため，

(2)の冒頭ではな

く本項に記載し

た。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(b) 解析モデル 

建物・構築物の解析モデルにおいて，水平方向は，地盤との

相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及びせん断剛性を評価した

多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁及び柱等の軸剛性を評価した多質点系モデルとす

る。 

 

(b) 解析モデル 

建物・構築物の解析モデルにおいて，水平方向は，地盤との

相互作用を考慮し，耐震壁等の曲げ及びせん断剛性を評価した

多質点系モデルとする。鉛直方向は，地盤との相互作用を考慮

し，耐震壁及び柱等の軸剛性を評価した多質点系モデルとす

る。 

 

 

記載方針の差異

（施設共通の記

載とした。以下

同様。） 

 

 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ｂ．構築物(洞道) 

動的解析による地震力の算定にあたっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地

震応答解析は，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の

地震応答解析手法とし，構造物及び地盤の地震時における非線

形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析の

いずれかにて行う。地震応答解析に用いる材料定数について

は，材料物性のばらつき等による変動が構築物(洞道)の振動性

状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等を

適切に考慮する。 

なお，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加

振とするが，構造物の応答特性により水平２方向の同時性を考

慮する必要がある場合は，水平２方向の組合せについて適切に

評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅳ－１－１－７ 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

また，構築物(洞道)の解析モデルについては，構造物と地盤の

相互作用を考慮できる２次元有限要素法を用いた解析モデルを

設定する。 

b. 構築物(洞道) 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，各構造物に応じた適切な解析条件を設定する。地

震応答解析は，構造物と地盤の相互作用を考慮できる連成系の

地震応答解析手法とし，構造物及び地盤の地震時における非線

形挙動の有無や程度に応じて，線形，等価線形，非線形解析の

いずれかにて行う。地震応答解析に用いる材料定数について

は，材料物性のばらつき等による変動が構築物(洞道)の振動性

状や応答性状に及ぼす影響を検討し，材料物性のばらつき等を

適切に考慮する。 

なお，地震応答解析では，水平地震動と鉛直地震動の同時加

振とするが，構造物の応答特性により水平２方向の同時性を考

慮する必要がある場合は，水平２方向の組合せについて適切に

評価する。具体的な方針については添付書類「Ⅲ－１－１－７ 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方

針」に示す。 

また，構築物(洞道)の解析モデルについては，構造物と地盤

の相互作用を考慮できる２次元有限要素法を用いた解析モデル

を設定する。 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動

機器・配管系の地震応答解析の入力地震動は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに基づいた当該機器・配管系の設

置床における設計用床応答曲線又は時刻歴応答波とする。設計

用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅳ－１－１－

６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える

影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合

については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘

発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv

• V+Yv

• V-Xv

• V-Yv

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

また，耐震Ｂクラスの機器・配管系のうち共振のおそれのあ

る施設の影響検討に当たっては，設計用床応答曲線Ｓｄ又は弾

性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものから定まる入力地

震動又は入力地震力を用いる。 

2.2  機器・配管系 

(1) 入力地震動

機器・配管系の地震応答解析の入力地震動は，基準地震動Ｓ

ｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄに基づいた当該機器・配管系の設

置床における設計用床応答曲線又は時刻歴応答波とする。設計

用床応答曲線の作成方法については，添付書類「Ⅲ－１－１－

６ 設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

なお，建屋応答解析における各入力地震動が接地率に与える

影響を踏まえ，誘発上下動を考慮するモデルを用いている場合

については，鉛直方向の加速度応答時刻歴に，以下のとおり誘

発上下動を考慮することとする。 

• V+Xv

• V+Yv

• V-Xv

• V-Yv

ここで， 

V：鉛直方向地震力に対する鉛直方向の加速度応答時刻歴 

Xv:X 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

Yv:Y 方向地震力に対する誘発上下動の加速度応答時刻歴 

また，耐震Ｂクラスの機器・配管系のうち共振のおそれのあ

る施設の影響検討に当たっては，設計用床応答曲線Ｓｄ又は弾

性設計用地震動Ｓｄに２分の１を乗じたものから定まる入力地

震動又は入力地震力を用いる。 

表現上の差異(既

設工認を引用し

た記載とした。) 

図書名称の差異 

記載方針の差異

（誘発上下動の

記載を明確化し

た。） 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

図書名称の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格・基準，あるいは実験等の結果に基づ

き設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動特性を適切に表現できるよう質点系モデル，有限要

素モデル等に置換し，当該機器の設置床の設計用床応答曲線を

用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答波を用

いた時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

 

 

 

 

また，応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析

法を用いる場合は材料物性の不確かさを適切に考慮する。 

 

配管系については，適切なモデルに置換し，設計用床応答曲

線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法(標準支持間隔法

を含む)又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

応答スペクトル・モーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選

択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点

又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，

材料物性の不確かさへの配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を

用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特

性等を考慮し適切に選定する。 

 

３次元の広がりを持つ設備については，３次元的な配置を踏

まえ，適切にモデル化し，水平２方向及び鉛直方向の応答成分

について適切に組み合わせるものとする。具体的な方針につい

ては添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の

大応答加速度の 1.2 倍の加速度を震度として作用させて構造

強度評価に用いる地震力を算定する。 

(2) 解析方法及び解析モデル 

動的解析による地震力の算定に当たっては，地震応答解析手

法の適用性及び適用限界等を考慮の上，適切な解析法を選定す

るとともに，解析条件として考慮すべき減衰定数，剛性等の各

種物性値は，適切な規格，基準，あるいは実験等の結果に基づ

き設定する。 

機器の解析に当たっては，形状，構造特性等を考慮して，代

表的な振動特性を適切に表現できるよう質点系モデル，有限要

素モデル等に置換し，当該機器の設置床の設計用床応答曲線を

用いた応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答波を用

いた時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

 

 

 

 

また，応答スペクトル・モーダル解析法又は時刻歴応答解析

法を用いる場合は材料物性の不確かさを適切に考慮する。 

 

配管系については，適切なモデルに置換し，設計用床応答曲

線を用いた応答スペクトル・モーダル解析法（標準支持間隔法

を含む）又は時刻歴応答解析法により応答を求める。 

 

応答スペクトル・モーダル解析法及び時刻歴応答解析法の選

択に当たっては，衝突・すべり等の非線形現象を模擬する観点

又は既往研究の知見を取り入れ実機の挙動を模擬する観点で，

材料物性の不確かさへの配慮を考慮しつつ時刻歴応答解析法を

用いる等，解析対象とする現象，対象設備の振動特性・構造特

性等を考慮し適切に選定する。 

 

３次元の広がりを持つ設備については，３次元的な配置を踏

まえ，適切にモデル化し，水平２方向及び鉛直方向の応答成分

について適切に組み合わせるものとする。具体的な方針につい

ては添付書類「Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せに関する影響評価方針」に示す。 

剛性の高い機器・配管系は，その機器・配管系の設置床面の

大応答加速度の1.2倍の加速度を震度として作用させて構造

強度評価に用いる地震力を算定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一させた。

以下同様。） 

 

記載方針の差異

（次段落に記載

した。以下同

様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ａ．解析方法 

機器・配管系の地震応答解析は，原則として設計用床応答曲

線を用いる応答スペクトル・モーダル解析法による。応答スペ

クトル・モーダル解析法を採用する機器・配管系の応答の 大

値は，二乗和平方根法(SRSS)又は絶対値和法により求める。ま

た，当該機器・配管系の設置床における時刻歴応答波を用いる

場合は，時刻歴応答解析法による。 

 

ｂ．解析モデル 

機器・配管系の解析には，その形状及び支持方法を考慮して

１質点系はり，等分布荷重連続はり，多質点系はり，有限要素

モデルを用いる。 

a. 解析方法 

機器・配管系の地震応答解析は，原則として設計用床応答曲

線を用いる応答スペクトル・モーダル解析法による。応答スペ

クトル・モーダル解析法を採用する機器・配管系の応答の 大

値は，二乗和平方根法(SRSS)又は絶対値和法により求める。ま

た，当該機器・配管系の設置床における時刻歴応答波を用いる

場合は，時刻歴応答解析法による。 

 

b. 解析モデル 

機器・配管系の解析には，その形状及び支持方法を考慮して

１質点系はり，等分布荷重連続はり，多質点系はり，有限要素

モデルを用いる。 

 

 

記載方針の差異

（記載を明確化

した。） 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（施設共通の記

載とした。以下

同様。） 

 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

プラント固有

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3. 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601 に記載されてい

る減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するととも

に，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主に用いる値を

第 3.-1 表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリー

トの材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設

施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。入力地

震動による建物・構築物の応答レベル及び構造形状の複雑さを

踏まえ，既往の知見に加え，地震観測記録等による検討を行

い，適用性が確認できたことから建物・構築物に対して 5％と

設定する。

第 3.-1 表 減 衰 定 数 

1．建物・構築物

使用材料 
減衰定数(%) 

水平 鉛直 

鉄筋コンクリート 5 5 

鉄骨 2 2 

3. 設計用減衰定数

地震応答解析に用いる減衰定数は，JEAG4601 に記載されてい

る減衰定数を設備の種類，構造等により適切に選定するととも

に，試験等で妥当性が確認された値も用いる。主に用いる値を

第 3.-1 表に示す。 

なお，建物・構築物の地震応答解析に用いる鉄筋コンクリー

トの材料減衰定数の設定については，既往の知見に加え，既設

施設の地震観測記録等により，その妥当性を検討する。

第3.-1表 減衰定数 

建物・構築物 

使用材料 
減衰定数(%) 

水平 鉛直 

鉄筋コンクリート 3 3 

鉄骨 2 2 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

表現上の差異 

プラント固有

（該当なし。） 

記載方針の差異

（施設共通の記

載とした。） 

表現上の差異 

プラント固有

（施設に応じた

記載（削除）と

した。） 

プラント固有

（JEAG4601-

1991 追補版では

5%が慣用的な値

とされている

が，既設工認に

おける設定を踏

まえ，3%とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

17 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

2．機器・配管系 

設備 
減衰定数(%) 

水平 鉛直 2) 

溶接構造物 1.0 1.0 

ボルト及びリベット構造物 2.0 2.0 

配管 1) 2) 0.5～3.0 0.5～3.0 

ポンプ等の機械装置 1.0 1.0 

注記 1)：配管設計用減衰定数は，第 3.-2 表の下に示す適用条件

を満たす場合，各振動特性について一律に第 3.-2 表に

示す値を用いるものとする。ただし，適用条件を満たさ

ないものについては，一律に 0.5％とする。 

注記 2)：既往の研究等において，設備の地震入力方向の依存性

や減衰特性について検討され妥当性が確認された値。 

 

 

 
(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究(H12～

H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関する研究

(H７～H10)」 

 

  

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。） 

プラント固有

（申請対象に対

する記載とし

た。） 

 

記載方針の差異

（規格に基づく

注記を記載し

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載（削除）と

した。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

18 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 3.-2 表 配管の設計用減衰定数 

配管区分 

設計用減衰定数 1)(％) 

保温

材有 2) 

保温

材無 

Ⅰ 

スナバ及び架構レストレイン

ト支持主体の配管系でその支

持具(スナバ又は架構レスト

レイント)数が 4個以上のも

の

3.03) 2.0 

Ⅱ 

スナバ，架構レストレイン

ト，ハンガ等を有する配管系

でその支持具(アンカ及び U

ボルトを除く)数が 4個以上

のもの

2.03) 1.0 

Ⅲ 

U ボルトを有する配管系で，

架構で水平配管の自重を受け

る Uボルトの数が 4個以上 4)

のもの 

3.03) 2.03) 

Ⅳ 
配管区分Ⅰ，Ⅱ及びⅢに属さ

ないもの 
1.0 0.5 

注記 1)：水平方向及び鉛直方向の設計用減衰定数は同じ値を

使用 

注記 2)：金属保温材による付加減衰定数は，配管全長に対す

る金属保温材使用割合が 40％以下の場合 1.0％を適

用するが，金属保温材割合が 40％を超える場合は

0.5％とする 

注記 3)：JEAG4601-1991 追補版で規定されている配管系の設

計用減衰定数に，既往の研究等において妥当性が確

認された値を反映 

注記 4)：支持具の種類 

解析モデル端からモデル端までの間に，水平配管の

自重を架構で受ける Uボルトの支持具の数(解析モ

デル端は６軸拘束のアンカ若しくは，x，y，zの各

方向をそれぞれ２回ずつ拘束するサポート群) 

(参考文献) 

電力共通研究「機器・配管系に対する合理的耐震評価の研究

(H12～H13)」 

電力共通研究「鉛直地震動を受ける設備の耐震評価手法に関す

る研究(H７～H10)」 

表現上の差異 

（以下同様。） 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載（削除）と

した。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

19 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

目次 

1．概要

2．地震観測網の基本方針

3．地震観測網の配置計画

Ⅲ－１－１－５ 別紙 地震観測網について 

目次 

1．概要

2．地震観測網の基本方針

2．地震観測網の配置計画

図書名称の差異 図書名称の差異 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

20 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1．概要 

 再処理施設における主要な建屋には、実地震時の振動特性を

把握するために、各建屋に地震計を設置し、継続して地震観測

を行う。また、比較的規模の大きい記録が得られた場合は、そ

れらの測定結果に基づく解析等により主要な施設の健全性を確

認すること等に活用する。 

 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

 再処理施設における主要な建屋については、地震時の建屋の

水平及び鉛直方向の振動特性を把握するため、建屋の基礎上や

上部等の適切な位置に地震計を配置することにより、実地震

による建屋の振動を観測する。 

 

 

 

 

 

なお、地震計は、原則として水平 2成分と鉛直 1成分の計 3成

分を観測するものとする。 

 

3．地震観測網の配置計画 

 地震計を設置している建屋及び設置位置を第 3-1 表に、各建

屋における地震計の配置を第 3-1 図～第 3-30 図に示す。 

 

第 3-1 表 地震計設置建屋及び設置位置 

建屋 設置位置 設置方針 

分離建屋 地下３階（基礎） 

水平方向

及び鉛直

方向の振

動を観測

する。 

 

地上１階 

地上４階 

精製建屋 地下３階（基礎） 

地上１階 

地上４階 

使用済燃料受入れ・貯蔵建屋 地下３階（基礎） 

地上１階 

屋上階 

使用済燃料輸送容器管理建屋 

（トレーラエリア） 

地上１階（基礎） 

使用済燃料輸送容器管理建屋 

（使用済燃料収納使用済燃料輸

送容器保管庫） 

地上１階（基礎） 

前処理建屋 地下４階（基礎） 

ハル・エンドピース貯蔵建屋 地下４階（基礎） 

制御建屋 地下２階（基礎） 

主排気筒管理建屋 地上１階（基礎） 

ウラン・プルトニウム混合脱硝

建屋 

地下２階（基礎） 

ウラン・プルトニウム混合酸化

物貯蔵建屋 

地下４階（基礎） 

チャンネルボックス・バーナブ

ルポイズン処理建屋 

地下１階（基礎） 

非常用電源建屋 地下１階（基礎） 

高レベル廃液ガラス固化建屋 地下４階（基礎） 

第１ガラス固化体貯蔵建屋 地下２階（基礎） 
 

1．概要 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋には，実地震時の振動特性

を把握するために，地震計を設置し，継続して地震観測を行

う。また，比較的規模の大きい記録が得られた場合は，それら

の測定結果に基づく解析等により施設の健全性を確認すること

等に活用する。 

 

 

 

2．地震観測網の基本方針 

 MOX 燃料加工施設の燃料加工建屋については，地震時の建屋

の水平及び鉛直方向の振動特性を把握するため，建屋の基礎上

や 上部等の適切な位置に地震計を配置することにより，実地

震による建屋の振動を観測する。 

 

 

 

 

 

なお，地震計は，原則として水平 2成分と鉛直 1成分の計 3成

分を観測するものとする。 

 

3．地震観測網の配置計画 

 地震計設置位置を第 3.-1 表に，燃料加工建屋における地震

計の配置を第 3.-1 図～第 3.-2 図に示す。 

 

第3-1表 地震計設置建屋及び設置位置 

建屋 設置位置 設置数 設置方針 

燃料加

工建屋 

地下３階（基礎） ４箇所 水平方向及

び鉛直方向

の振動を観

測する 

地上１階 ４箇所 

屋上階 ５箇所 
 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。） 

表現上の差異

（記録自体の大

きさに対応した

表現とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（配置の実状に

応じた記載とし

た。） 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。） 

表現上の差異

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（配置の実状に

応じた記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

21 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針） 

 

22 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－５，Ⅲ－１－１－５ 地震応答解析の基本方針）

23 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項等を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

以下，各建屋同様のため省略 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 建物・構築物の応答解析 

2.1  入力地震動 

2.2  地盤定数 

2.3  建物・構築物の解析 

2.4  解析方法 

 

 

 

 

3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

3.2  床応答曲線の作成 

3.3  応答スペクトル 

 

 

4. 設計用床応答曲線 

 

Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 建物・構築物の応答解析 

2.1  入力地震動 

2.2  地盤定数 

2.3  建物・構築物の解析 

2.4  解析方法 

 

 

 

 

3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

3.2  床応答曲線の作成 

3.3  応答スペクトル 

 

 

4. 設計用床応答曲線 

図書名称の差異 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。） 

図書名称の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

耐震設計の対象となる機器・配管系の地震力を求めるた

めに，その据付位置における床応答曲線を作成する。 

ここでは，建物・構築物の応答解析から床応答曲線の作

成に至るまでの作成方針について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 建物・構築物の応答解析 

 

床応答曲線を作成するための各階床レベルの加速度時刻歴

応答波形の算定には，次の各項を考慮する。 

 

2.1  入力地震動 

入力地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄ，基準地震動Ｓｓ

を用いるものとし，地盤条件を適切に考慮し設定する。 

 

2.2  地盤定数 

地震応答解析に用いる地盤定数については，地盤に関す

る調査結果に基づき設定する。 

 

2.3  建物・構築物の解析 

建物・構築物は，添付書類「Ⅳ－１－１－５ 地震応答

解析の基本方針」に基づき，その振動性状を適切に表現す

るばね質点系モデル等に置換して地震応答解析を行う。 

 

2.4  解析方法 

単純な1質点系が地震力を受けるときの運動方程式は次式

となる。 

𝑚𝑥+ 𝑐𝑢+ 𝑘𝑢 = 0 ･････････ (3.2-1) 
𝑥 = 𝑢+𝑢  を代入すれば， 

𝑚(𝑢+𝑢 )+ 𝑐𝑢 + 𝑘𝑢 = 0 ･･･ (3.2-
2) 

𝑚𝑢+ 𝑐𝑢 + 𝑘𝑢 = - 𝑚𝑢  ･･･ (3.2-3) 

となる。 

ここに， 

  𝑚：質点の質量 

  𝑘 ：ばね定数 

  𝑢 ：地震による基礎の変位 

  𝑥 ：質点の絶対変位 

  𝑢 ：質点の基礎に対する相対変位 

  𝑐 ：減衰定数 
建物・構築物の解析モデルのよう

な多自由度系のモデルにおいては，

各質点の質量，部材定数から(3.2-3)式に相当する多元連立

の運動方程式を組み立て，マトリックス表示すると次式と

なる。 

𝑚 𝑢 + 𝑐 𝑢 + 𝑘 𝑢  ＝- 𝑚 𝛼 𝑢  ････････････ (3.2-4) 

1. 概要 

耐震設計の対象となる機器・配管系の地震力を求めるため

に，その据付位置における床応答曲線を作成する。 

ここでは，建物・構築物の応答解析から床応答曲線の作成

に至るまでの作成方針について示す。 

 

 

 

 

 

 

 

2. 建物・構築物の応答解析 

 
床応答曲線を作成するための各階床レベルの加速度時刻歴

応答波形の算定には，次の各項を考慮する。 

 

2.1  入力地震動 

入力地震動は，弾性設計用地震動Ｓｄ，基準地震動Ｓｓを

用いるものとし，地盤条件を適切に考慮し設定する。 

 

2.2  地盤定数 

地震応答解析に用いる地盤定数については，地盤に関する

調査結果に基づき設定する。 

 

2.3  建物・構築物の解析 

建物・構築物は，添付書類「Ⅲ－１－１－５ 地震応答解

析の基本方針」に基づき，その振動性状を適切に表現するば

ね質点系モデル等に置換して地震応答解析を行う。 

 

2.4  解析方法 

単純な 1質点系が地震力を受けるときの運動方程式は次式

となる。 

𝑚𝑥+ 𝑐𝑢+ 𝑘𝑢 = 0 ･････････ (3.2-1) 
𝑥 = 𝑢+𝑢  を代入すれば， 

𝑚(𝑢+𝑢 )+ 𝑐𝑢 + 𝑘𝑢 = 0 ･･･ (3.2-2) 
𝑚𝑢+ 𝑐𝑢 + 𝑘𝑢 = - 𝑚𝑢  ･･･ (3.2-3) 

となる。 

ここに， 

  𝑚：質点の質量 

  𝑘 ：ばね定数 

  𝑢 ：地震による基礎の変位 

  𝑥 ：質点の絶対変位 

  𝑢 ：質点の基礎に対する相対変位 

  𝑐 ：減衰定数 
建物・構築物の解析モデルのような

多自由度系のモデルにおいては，各質

点の質量，部材定数から(3.2-3)式に相

当する多元連立の運動方程式を組み立て，マトリックス表

示すると次式となる。 

𝑚 𝑢 + 𝑐 𝑢 + 𝑘 𝑢  ＝- 𝑚 𝛼 𝑢  ････････････ (3.2-4) 

 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

 

プラント固有

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（既設工認を引

用した記載とし

た。以下同

様。） 

 

𝑢  

𝑥 

𝑢 

𝑚 

𝑐 
𝑘 

𝑢  

𝑥 

𝑢 

𝑚 

𝑐 
𝑘 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

ここに， 

𝑚  ：質量マトリックス 

𝑐  ：減衰マトリックス 

𝑘  ：剛性マトリックス 

𝑢  ：変位ベクトル 

𝛼  ：入力ベクトル 

𝑢  ：入力地震動の加速度 

系の応答は(3.2-4)式を解くことによって得られる。 

 

ここに， 

𝑚  ：質量マトリックス 

𝑐  ：減衰マトリックス 

𝑘  ：剛性マトリックス 

𝑢  ：変位ベクトル 

𝛼  ：入力ベクトル 

𝑢  ：入力地震動の加速度 

系の応答は(3.2-4)式を解くことによって得られる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（3.1 に記載し

た。） 

 

記載方針の差異

（4.(1）に記載

した。） 

プラント固有

（該当なし。） 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

3. 床応答曲線 

3.2  床応答曲線の作成 

建物・構築物の時刻歴応答解析により得られた各床面で

の加速度時刻歴応答波を入力として，応答曲線を作成す

る。 

質点系に加速度時刻歴応答波を入力した場合の振動方程

式を下記に示す。 

ｘ 2ｈ𝜔ｘ 𝜔２ｘ ｙ  

ただし，ｘ  ：床に対する相対加速度 ｙ  ：床加速度 

ｘ  ：床に対する相対速度  ｈ  ：減衰定数 

ｘ  ：床に対する相対変位   ω  ：固有円振動数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

床応答曲線は第 3.1-1 図に示す手順に従い，各階床レベ

ルの１質点系加速度応答曲線を床に設置される機器・配管

系の設計用減衰定数について作成する。 

 

なお， 大加速度応答を算出する際の固有周期の刻みは

下記のとおりとし，建物・構築物の床応答曲線は，互いに

直交する水平方向(NS，EW)及び鉛直方向(UD)について作成

する。 

 

固有周期T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002秒 

0.100＜T≦0.200 0.005秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 

 

3. 床応答曲線 

3.2  床応答曲線の作成 

建物・構築物の時刻歴応答解析により得られた各床面での

加速度時刻歴応答波を入力として，応答曲線を作成する。 

 

質点系に加速度時刻歴応答波を入力した場合の振動方程式

を下記に示す。 

ｘ 2ｈ𝜔ｘ 𝜔２ｘ ｙ  

ただし，ｘ  ：床に対する相対加速度 ｙ  ：床加速度 

ｘ  ：床に対する相対速度  ｈ  ：減衰定数 

ｘ  ：床に対する相対変位   ω  ：固有円振動数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 床応答曲線 

3.1  作成手順 

床応答曲線は第 3.1-1 図に示す手順に従い，各階床レベル

の 1質点系加速度応答曲線を床に設置される機器・配管系の

設計用減衰定数について作成する。 

 

なお， 大加速度応答を算出する際の固有周期の刻みは下

記のとおりとし，建物・構築物の床応答曲線は，互いに直交

する水平方向(NS，EW)及び鉛直方向(UD)について作成する。 

 

 

固有周期T(秒) 固有周期の刻み 

0.050≦T≦0.100 0.002秒 

0.100＜T≦0.200 0.005秒 

0.200＜T≦0.300 0.01 秒 

0.300＜T≦0.400 0.02 秒 

0.400＜T≦0.700 0.05 秒 

0.700＜T≦1.000 0.1  秒 

 

 

 

表現上の差異

（社内標準に合

わせた記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（既設工認を引

用した記載とし

た。以下同

様。） 

 

 

 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 3.1-1 図 設計用床応答曲線の作成手順 

 

記載方針の差異

（既設工認を引

用した記載とし

た。以下同

様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（既設工認を引

用した記載とし

た。） 

差異なし。 

建物・構築物モデル 

入力地震動 

機器・配管系の

減衰定数 

周 期 方 向 の 拡 

幅 

設 計 用 床 応 答 

曲 線 
(Ｓｓ，Ｓｄ) 

建物・構築物の時刻歴

応答解析 

各質点における加速度

時刻歴応答 

減衰ごとの質点系の応

答解析 

床  応  答  曲  

線 

建物・構築物の地震

応答解析 

設計用床応答曲線

作成 

建物・構築物モデル 

入力地震動 

機器・配管系の

減衰定数 

周 期 方 向 の 拡 

幅 

設 計 用 床 応 答 

曲 線 
(Ｓｓ，Ｓｄ) 

建物・構築物の時刻歴

応答解析 

各質点における加速度

時刻歴応答 

減衰ごとの質点系の応

答解析 

床  応  答  曲  

線 

建物・構築物の地震

応答解析 

設計用床応答曲線

作成 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

3.3  応答スペクトル 

 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設

計震度を定める。 

 

 

4.  設計用床応答曲線 

(1) 振動方向に合わせて水平方向(NS，EW)及び鉛直方向の各方

向の応答スペクトルを使用する。この場合用いる応答スペク

トルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答スペク

トルを用い，固有周期の多少のずれにより応答に大幅な変化

が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を行ったものとす

る。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応答解析

の応答波を用いて作成する応答スペクトルについては，

±10％の拡幅は考慮しない。 

入力地震動(基準地震動)と設計用床応答曲線における地

震波名の一覧を第 4.-1 表に示す。 

 

 

(2) 評価対象設備の振動方向に合わせ，水平方向(NS，EW)及び

鉛直方向(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 

 

 

(3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては，弾性設

計用地震動Ｓｄから算定した設計用床応答曲線Ｓｄ，又は設

計用床応答曲線Ｓｓに対して係数※を乗じて算定した評価用

床応答曲線Ｓｄを用いる。また，共振のおそれのある施設に

適用する設計用床応答曲線は，設計用床応答曲線Ｓｄ又は評

価用床応答曲線Ｓｄに対して２分の１乗じたものを用いる。 

※添付書類「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性

設計用地震動Ｓｄの概要」の「７．弾性設計用地震動

Ｓｄ」と同等の係数を用いる。 

 

(4) 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応

答スペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及

び建屋中間階に設置される機器・配管系については，上下階

の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。

また，建屋上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構築物

を渡る配管系については，それぞれの据付位置の応答スペク

トルのうち安全側のものを用いるものとする。ただし，応答

スペクトルの運用において合理性が示される場合には，その

方法を採用できるものとする。 

 

3.3  応答スペクトル 

 

機器・配管系の設計用地震力を動的解析によって求める場合

は，それぞれの据付位置における応答スペクトルを使用して設

計震度を定める。 

 

 

4. 設計用床応答曲線 

(1) 振動方向に合わせて水平方向(NS，EW)及び鉛直方向の各方

向の応答スペクトルを使用する。この場合用いる応答スペク

トルは，基準地震動Ｓｓ又は弾性設計用地震動Ｓｄによる地

震応答解析から得られる応答波を用いて作成した応答スペク

トルを用い，固有周期の多少のずれにより応答に大幅な変化

が生じないよう周期軸方向に±10%の拡幅を行ったものとす

る。ただし，材料物性のばらつき等を考慮した地震応答解析

の応答波を用いて作成する応答スペクトルについては，±

10％の拡幅は考慮しない。 

入力地震動(基準地震動)と設計用床応答曲線における地

震波名の一覧を第 4.-1 表に示す。 

 

 

(2) 評価対象設備の振動方向に合わせ，水平方向(NS，EW)及

び鉛直方向(UD)の各方向の応答スペクトルを使用する。 

(3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては,弾性設

計用地震動Ｓｄから算定した設計用床応答曲線を用いる。 

 

また,共振のおそれのある施設に適用する設計用床応

答曲線は,設計用床応答曲線Ｓｄを用いる。 

(4) 建屋床より自立する機器・配管系については，設置階の応

答スペクトルを用い，建屋壁より支持される機器・配管系及

び建屋中間階に設置される機器・配管系については，上下階

の応答スペクトルのうち安全側のものを用いるものとする。

また，建屋上下階を貫通する配管系及び異なる建物，構築物

を渡る配管系については，それぞれの据付位置の応答スペク

トルのうち安全側のものを用いるものとする。ただし，応答

スペクトルの運用において合理性が示される場合には，その

方法を採用できるものとする。 

 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。以下同

様。） 

 

 

 

表現上の差異

（記載を明確化

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（地震波名を明

確化した。） 

 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

 

記載方針の差異

（設計用床応答

曲線Ｓｄに関す

る記載を明確化

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.-1 表 基準地震動と設計用床応答曲線における 

地震波名一覧 

 

基準地震動 

設計用床

応答曲線

における

地震波名 

Ｓｓ-Ａ 応答スペクトルに基づく基準地震動 Ｓｓ０１ 

Ｓｓ-Ｂ１ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルの不確かさケース，破壊開

始点２] 

Ｓｓ０２ 

Ｓｓ-Ｂ２ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点１] 

Ｓｓ０３ 

Ｓｓ-Ｂ３ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点２] 

Ｓｓ０４ 

Ｓｓ-Ｂ４ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点３] 

Ｓｓ０５ 

Ｓｓ-Ｂ５ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点４] 

Ｓｓ０６ 

Ｓｓ-Ｃ１ 
2004 年北海道留萌支庁南部地震(Ｋ―Ｎ

ＥＴ港町) 
Ｓｓ０７ 

Ｓｓ-Ｃ２ 
2008 年岩手・宮城内陸地震(栗駒ダム[右

岸地山])※１ 

Ｓｓ０８， 

Ｓｓ１１ 

Ｓｓ-Ｃ３ 
2008 年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ―ｎ

ｅｔ金ヶ崎)※１ 

Ｓｓ０９， 

Ｓｓ１２ 

Ｓｓ-Ｃ４ 
2008 年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ―ｎ

ｅｔ一関東)※１ 

Ｓｓ１０， 

Ｓｓ１３ 

※１：Ｓｓ-Ｃ２，Ｃ３及びＣ４については，入力方向が特

定されていない地震動であるため，NS・EW を入れ替

えた設計用床応答曲線についても作成する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第 4.-1 表 基準地震動と設計用床応答曲線における 

地震波名一覧 

 

基準地震動 

設計用床

応答曲線

における

地震波名 

Ｓｓ-Ａ 応答スペクトルに基づく基準地震動 Ｓｓ０１ 

Ｓｓ-Ｂ１ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルの不確かさケース，破壊開

始点２] 

Ｓｓ０２ 

Ｓｓ-Ｂ２ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点１] 

Ｓｓ０３ 

Ｓｓ-Ｂ３ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点２] 

Ｓｓ０４ 

Ｓｓ-Ｂ４ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点３] 

Ｓｓ０５ 

Ｓｓ-Ｂ５ 

出戸西方断層による地震 

[短周期レベルと傾斜角の不確かさ重畳ケ

ース，破壊開始点４] 

Ｓｓ０６ 

Ｓｓ-Ｃ１ 
2004 年北海道留萌支庁南部地震(Ｋ―Ｎ

ＥＴ港町) 
Ｓｓ０７ 

Ｓｓ-Ｃ２ 
2008 年岩手・宮城内陸地震(栗駒ダム[右

岸地山])＊ 

Ｓｓ０８， 

Ｓｓ１１ 

Ｓｓ-Ｃ３ 
2008 年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ―ｎ

ｅｔ金ヶ崎)＊ 

Ｓｓ０９， 

Ｓｓ１２ 

Ｓｓ-Ｃ４ 
2008 年岩手・宮城内陸地震(ＫｉＫ―ｎ

ｅｔ一関東)＊ 

Ｓｓ１０， 

Ｓｓ１３ 

注記＊：Ｓｓ-Ｃ２，Ｃ３及びＣ４については，入力方向が特

定されていない地震動であるため，NS・EWを入れ替えた設計

用床応答曲線についても作成する。 

記載方針の差異

（既設工認を引

用した記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（地震波名を明

確化した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（既設工認を引

用した記載とし

た。以下同

様。） 

 

131



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

133



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（添付書類に記

載した。以下同

様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（添付書類に記

載した。以下同

様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

17 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（添付書類に記

載した。以下同

様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

18 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

19 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（添付書類に記

載した。以下同

様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－６，Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の作成方針） 

 

20 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針 

 

目次 

1. 概要 
2. 基本方針 
3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 
4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 
4.1 建物・構築物(洞道以外) 
4.2 構築物(洞道) 
4.3 機器・配管系 
 

Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関

する影響評価方針 

 

目次 

1. 概要 
2. 基本方針 
3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 
4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 
4.1 建物・構築物(洞道以外) 
4.2 構築物(洞道) 
4.3 機器・配管系 
 

図書名称の差異 

(以下同様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 

 

図書名称の差異 

(以下同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は,添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち,「4.1 地震力の算定方法 4.1.2  動的地震力」に

基づき,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価の方針について説明するものである。 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では,設備の構造から地震力の方向に対し

て弱軸,強軸を明確にし,地震力に対して配慮した構造として

いる。 

「再処理施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則の

解釈」別記２において,水平２方向及び鉛直方向地震力の組

合せが示されたことから,従来の水平１方向及び鉛直方向地

震力の組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」とい

う。)に対して,施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向

地震力の組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象施

設として抽出し,施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価す

る。 

評価対象は「再処理施設の技術基準に関する規則」の第６

条及び第 33 条に規定されている耐震重要施設及びその間接

支持構造物,重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波

及的影響防止のために耐震評価を実施する施設,設備の部位

とする。なお,耐震Ｂクラスの施設については共振のおそれ

のある施設を評価対象とする。 

 

 

評価に当たっては,施設の構造特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し,その部

位について水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し,

施設が有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は,詳細な

手法を用いた検討等,新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価に

用いる地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には,基準

地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは,添付書類「Ⅳ－１

－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概

要」による。 

ここで,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影

響評価に用いる基準地震動Ｓｓは,複数の基準地震動Ｓｓに

おける地震動の特性及び包絡関係を,施設の特性による影響

も考慮した上で確認し,本影響評価に用いる。 

 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち，「4.1 地震力の算定方法 4.1.2   動的地震力」に

基づき，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影

響評価の方針について説明するものである。 

 

2. 基本方針  

施設の耐震設計では，設備の構造から地震力の方向に対し

て弱軸，強軸を明確にし，地震力に対して配慮した構造とし

ている。 

「加工施設の位置、構造及び設備の基準に関する規則」の

解釈別記３において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せが示されたことから，従来の水平１方向及び鉛直方向地震

力を組み合わせた耐震計算(以下「従来設計手法」という。)

に対して，施設の構造特性から水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せによる影響の可能性がある施設を評価対象施設と

して抽出し，施設が有する耐震性に及ぼす影響を評価する。 

 

評価対象は「加工施設の技術基準に関する規則」の第６条

及び第 27 条に規定されている耐震重要施設及びその間接支持

構造物，重大事故等対処施設並びにこれらの施設への波及的

影響防止のために耐震評価を実施する施設，設備の部位とす

る。なお，耐震Ｂクラスの施設については共振のおそれのあ

る施設を評価対象とする。 

 

 

評価に当たっては，施設の構造特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せの影響を受ける部位を抽出し，その部

位について水平２方向及び鉛直方向の荷重や応力を算出し，

施設が有する耐震性への影響を確認する。 

施設が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な

手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

3. 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

に用いる地震動 

水平２方向及び鉛直方向地震力による影響評価には，基準

地震動Ｓｓを用いる。基準地震動Ｓｓは，添付書類「Ⅲ－１

－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計用地震動Ｓｄの概

要」による。 

ここで，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影

響評価に用いる基準地震動Ｓｓは，複数の基準地震動Ｓｓに

おける地震動の特性及び包絡関係を，施設の特性による影響

も考慮した上で確認し，本影響評価に用いる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(施

設に応じた記載

とした。) 

表現上の差異(用

語の定義。以下

同様。) 

 

適用規則の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

適用規則の差異 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

適用規則の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物(洞道以外) 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

従来設計手法では,建物・構築物の地震応答解析において,

各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれぞれ

の方向ごとに入力し解析を行っている。また,再処理施設に

おける建物・構築物は,全体形状及び平面レイアウトから地

震力を主に耐震壁で負担する構造であり,剛性の高い設計と

している。 

水平方向の地震力に対しては,せん断力について評価する

ことを基本とし,建物・構築物に作用するせん断力は,地震時

に生じる力の流れが明解となるように,直交する２方向に釣

合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震要

素として構造計画を行う。地震応答解析は,水平２方向の耐

震壁に対してそれぞれ剛性を評価し,各水平方向に対して解

析を実施している。したがって,建物・構築物に対し水平２

方向の入力がある場合,各方向から作用するせん断力を負担

する部位が異なるため,水平２方向の入力がある場合の評価

は,水平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価となる。 

 

鉛直方向の地震力に対しては,軸力について評価すること

を基本としている。建物・構築物に作用する軸力は,鉄筋コ

ンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について,第 4.1-1 図に示す。 

また,添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関する計

算書」のうち建物・構築物の局部評価は,地震応答解析によ

り算出された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて

行っている。 

 

 

 

 
第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 

 

4. 各施設における水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

に対する影響評価方針 

4.1 建物・構築物(洞道以外) 

4.1.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

従来設計手法では，建物・構築物の地震応答解析におい

て，各水平方向及び鉛直方向の地震動を質点系モデルにそれ

ぞれの方向ごとに入力し解析を行っている。また，ＭＯＸ燃

料加工施設における建物・構築物は，全体形状及び平面レイ

アウトから，地震力を主に耐震壁で負担する構造であり，剛

性の高い設計としている。 

水平方向の地震力に対しては，せん断力について評価する

ことを基本とし，建物・構築物に作用するせん断力は，地震

時に生じる力の流れが明解になるように，直交する２方向に

釣合いよく配置された鉄筋コンクリート造耐震壁を主な耐震

要素として構造計画を行う。地震応答解析は，水平２方向の

耐震壁に対してそれぞれ剛性を評価し，各水平方向に対して

解析を実施している。したがって，建物・構築物に対し水平

２方向の入力がある場合，各方向から作用するせん断力を負

担する部位が異なるため，水平２方向の入力がある場合の評

価は，水平１方向にのみ入力がある場合と同等な評価とな

る。 

鉛直方向の地震力に対しては，軸力について評価すること

を基本としている。建物・構築物に作用する軸力は，鉄筋コ

ンクリート造耐震壁を主な耐震要素として構造計画を行う。 

入力方向ごとの耐震要素について，第 4.1-1 図に示す。 

また，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関する計算

書」のうち建物・構築物の局部評価は，地震応答解析により

算出された応答を水平１方向及び鉛直方向に組み合わせて行

っている。 

 

 

 

 
第 4.1-1 図 入力方向ごとの耐震要素 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

4.1.2  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

建物・構築物において,水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評

価を行う。 

 

 

 

 

対象とする部位について,水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せの影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性のある部位

を抽出する。 

応答特性から抽出された,水平２方向の地震力による影響

を受ける可能性がある部位は,従来の評価結果の荷重又は応

力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合わせ,各

部位に発生する荷重や応力を算出し,各部位が有する耐震性

への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影響が確認

された場合,詳細な手法を用いた検討等,新たに設計上の対応

策を講ずる。 

 

4.1.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

建物・構築物において，水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した場合に影響を受ける可能性がある部位の評

価を行う。 

 

 

 

 

対象とする部位について，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せの影響が想定される応答特性から水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性のある部位

を抽出する。 

応答特性から抽出された，水平２方向の地震力による影響

を受ける可能性がある部位は，従来設計手法による結果の荷

重又は応力の算出結果等を水平２方向及び鉛直方向に組み合

わせ，各部位に発生する荷重や応力を算出し，各部位が有す

る耐震性への影響を確認する。各部位が有する耐震性への影

響が確認された場合，詳細な手法を用いた検討等，新たに設

計上の対応策を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(「2. 基本方

針」に記載し

た。以下同様。) 

 

 

表現上の差異 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物の従来設計手法に対して,水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある耐震

評価上の構成部位について,応答特性から抽出し,影響を評価

する。影響評価のフローを第 4.1-2 図に示す。 

 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し,各

建屋において,該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確

認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について,水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される

応答特性を整理する。 

なお,隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響確

認のための建物・構築物の評価は,上位クラスの建物・構築

物との相対変位による衝突の有無の判断が基本となる。そ

のため,せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり,壁式構

造では耐震壁(ラーメン構造では柱,梁)を主たる抽出対象部

位とし,その他の構成部位については抽出対象に該当しな

い。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について,水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特性のう

ち,荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向及

び鉛直方向地震力に対し,荷重の組合せによる応答特性によ

り,有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽

出されなかった部位のうち,３次元的な応答特性が想定され

る部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せに対し,３次元的な応答特性により,有する耐震性への影

響が想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された

部位について,３次元 FEM モデルを用いた精査を実施し,水

平２方向及び鉛直方向地震力により,有する耐震性への影響

が想定される部位を抽出する。 

また,３次元的な応答特性が想定される部位として抽出さ

れなかった部位についても,局所応答の観点から,３次元 FEM

モデルによる精査を実施し,水平２方向及び鉛直方向地震力

により,有する耐震性への影響が想定される部位を抽出す

る。 

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は,施設の

重要性,建屋規模及び構造特性を考慮し,分離建屋について,

地震応答解析を行う。 

 

4.1.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方法 

建物・構築物の従来設計手法に対して，水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せによる影響を受ける可能性がある耐震

評価上の構成部位について，応答特性から抽出し，影響を評

価する。影響評価のフローを第 4.1-2 図に示す。 

 

(1) 影響評価部位の抽出 

① 耐震評価上の構成部位の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位を整理し，各

建屋において，該当する耐震評価上の構成部位を網羅的に確

認する。 

② 応答特性の整理 

建物・構築物における耐震評価上の構成部位について，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応

答特性を整理する。 

なお，隣接する上位クラス建物・構築物への波及的影響確

認のための建物・構築物の評価は，上位クラスの建物・構築

物との相対変位による衝突の有無の判断が基本となる。その

ため，せん断及び曲げ変形評価を行うこととなり，壁式構造

では耐震壁(ラーメン構造では柱，梁)を主たる抽出対象部位

とし，その他の構成部位については抽出対象に該当しない。 

 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される部位の抽出 

整理した耐震評価上の構成部位について，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せの影響が想定される応答特性のう

ち，荷重の組合せによる応答特性を検討する。水平２方向及

び鉛直方向地震力に対し，荷重の組合せによる応答特性によ

り，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出する。 

 

④ ３次元的な応答特性が想定される部位の抽出 

荷重の組合せによる応答特性が想定される部位として抽出

されなかった部位のうち，３次元的な応答特性が想定される

部位を検討する。水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに

対し，３次元的な応答特性により，有する耐震性への影響が

想定される部位を抽出する。 

⑤ ３次元 FEM モデルによる精査 

３次元的な応答特性が想定される部位として抽出された部

位について，３次元 FEM モデルを用いた精査を実施し，水平

２方向及び鉛直方向地震力により，有する耐震性への影響が

想定される部位を抽出する。 

また，３次元的な応答特性が想定される部位として抽出さ

れなかった部位についても，局所応答の観点から，３次元

FEM モデルによる精査を実施し，水平２方向及び鉛直方向地

震力により，有する耐震性への影響が想定される部位を抽出

する。 

局所応答に対する３次元 FEM モデルによる精査は，施設の

重要性，建屋規模及び構造特性を考慮し，燃料加工建屋につ

いて，地震応答解析を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

記載の適正化 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

(施設に応じた

記載とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

においては,添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の耐震性に関す

る計算書」のうち建物・構築物の局部評価に示す水平１方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は

応力の算出結果等を用い,水平２方向及び鉛直方向地震力を

組み合わせる方法として,米国 REGULATORY GUIDE 1.92(注)の

「2. Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考として,組合せ係数

法(1.0:0.4:0.4)に基づいて地震力を設定する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について,

構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで,各部位

の設計上の許容値に対する評価を実施し,各部位が有する耐

震性への影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で,施設が有する耐震性への影響が想定され,評

価対象として抽出された部位が,耐震重要施設,重大事故等

対処施設の間接支持機能を有する場合には,機器・配管系に

対し,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値

への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値へ

の影響が確認された場合,機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお,⑤の精査にて,建物・構築物の影響の観点から抽出

されなかった部位であっても,３次元 FEM モデルによる地震

応答解析結果から,機器・配管系への影響の可能性が想定さ

れる部位について検討対象として抽出する。 

 

(注)REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC 

RESPONSE ANALYSIS” 

 

(2) 影響評価手法 

⑥ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評価

においては，添付書類「Ⅲ－３ 加工施設の耐震性に関す

る計算書」のうち建物・構築物の局部評価に示す水平１方

向及び鉛直方向地震力の組合せによる局部評価の荷重又は

応力の算出結果等を用い，水平２方向及び鉛直方向地震力

を組み合わせる方法として， 米国 REGULATORY GUIDE 1.92
＊の「2. Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考として，組合せ係数

法(1.0：0.4：0.4)に基づいて地震力を設定する。 

評価対象として抽出した耐震評価上の構成部位について，

構造部材の発生応力等を適切に組み合わせることで，各部位

の設計上の許容値に対する評価を実施し，各部位が有する耐

震性への影響を評価する。 

⑦ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，施設が有する耐震性への影響が想定され，評

価対象として抽出された部位が，耐震重要施設又は重大事故

等対処施設の間接支持機能を有する場合には，機器・配管系

に対し，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答

値への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値への

影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に反映す

る。 

なお，⑤の精査にて，建物・構築物の影響の観点から抽出

されなかった部位であっても，３次元 FEM モデルによる地

震応答解析結果から，機器・配管系への影響の可能性が想定

される部位について検討対象として抽出する。 

 

注記 ＊：REGULATORY GUIDE (RG) 1.92 “COMBINING MODAL 

RESPONSES AND SPATIAL COMPONENTS IN SEISMIC 

RESPONSE ANALYSIS” 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

①耐震評価上の構成部位の整理

②水平２方向及び鉛直方向地震力
の影響が想定される応答特性の整理

③荷重の組合せによる応答特性が
想定される部位の抽出

④３次元的な応答特性が
想定される部位か

⑤３次元FEMモデルによる精査（局
所応答を含み，耐震性を有している
ことへの影響が想定される部位か）

評価対象部位

⑥水平２方向及び鉛直
方向地震力の組合せによる影響評価

（水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
対し，耐震性を有していること

への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更な
る設計上の配慮が必要な部位

⑦機器・配管系への
影響検討

従来の設計手法で水平２方向及
び鉛直方向の地震力は対応可能

間接支持構造物の場合

YES

NO

YES

NO

NO

YES

NO

YES

 
第 4.1-2 図 建物・構築物の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 
 

①耐震評価上の構成部位の整理

②水平２方向及び鉛直方向地震力
の影響が想定される応答特性の整理

③荷重の組合せによる応答特性が
想定される部位の抽出

④３次元的な応答特性が
想定される部位か

⑤３次元FEMモデルによる精査（局
所応答を含み，耐震性を有している
ことへの影響が想定される部位か）

評価対象部位

⑥水平２方向及び鉛直
方向地震力の組合せによる影響評価

（水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに
対し，耐震性を有していること

への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更な
る設計上の配慮が必要な部位

⑦機器・配管系への
影響検討

従来の設計手法で水平２方向及
び鉛直方向の地震力は対応可能

間接支持構造物の場合

YES

NO

YES

NO

NO

YES

NO

YES

 
第 4.1-2 図 建物・構築物の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 

 差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

4.2 構築物(洞道) 

4.2.1  水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

一般的な地上構造物では,躯体の慣性力が主たる荷重であ

るのに対し,洞道は地中に埋設されているため,動土圧や動水

圧等の外力が主たる荷重となる。また,洞道は,比較的単純な

構造部材の配置で構成され,ほぼ同一の断面が長手方向に連

続する構造的特徴を有することから,３次元的な応答の影響

は小さいため,２次元断面での耐震評価を行っている。 

洞道は,主に配管等の間接支持機能を維持するため,管軸方

向に対して空間を保持できるように構造部材が配置されるこ

とから,構造上の特徴として,明確な弱軸,強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は,弱軸方向に対して,顕著な影響を

及ぼさないことから,従来設計手法では,弱軸方向を評価対象

断面として耐震評価を実施している。 

4.2.2  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

洞道において,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行

う。 

洞道を構造形式ごとに分類し,構造形式ごとに作用すると

考えられる荷重を整理し,荷重が作用する構造部材の配置等

から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受ける可能

性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物について,従来設計手法での評価対象断

面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断

面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響

を与える場合には,評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析

に基づく構造部材の照査において,評価対象断面(弱軸方向)

に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の発生応力を適切に組み合わせることで,水平２方向及び鉛

直方向地震力による構造部材の発生応力を算出し,構造物が

有する耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は詳細な

手法を用いた検討等,新たに設計上の対応策を講ずる。 
 

4.2 構築物(洞道) 

4.2.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

一般的な地上構造物では，躯体の慣性力が主たる荷重であ

るのに対し，洞道は地中に埋設されているため，動土圧や動

水圧等の外力が主たる荷重となる。また，洞道は，比較的単

純な構造部材の配置で構成され，ほぼ同一の断面が長手方向

に連続する構造的特徴を有することから，３次元的な応答の

影響は小さいため，２次元断面での耐震評価を行っている。 

洞道は，主に配管等の間接支持機能を維持するため，管軸方

向に対して空間を保持できるように構造部材が配置されること

から，構造上の特徴として，明確な弱軸，強軸を有する。 

強軸方向の地震時挙動は，弱軸方向に対して，顕著な影響

を及ぼさないことから，従来設計手法では，弱軸方向を評価

対象断面として，耐震評価を実施している。 

4.2.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを

考慮した場合に影響を受ける可能性がある構造物の評価を行

う。 

洞道を構造形式ごとに分類し，構造形式ごとに作用すると

考えられる荷重を整理することで，荷重が作用する構造部材

の配置等から水平２方向及び鉛直方向地震力による影響を受

ける可能性のある構造物を抽出する。 

抽出された構造物について，従来設計手法での評価対象断

面(弱軸方向)に直交する断面(強軸方向)の応答が評価対象断

面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の照査に影響

を与える場合には，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析

に基づく構造部材の照査において，評価対象断面(弱軸方向)

に直交する断面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の発生応力を適切に組み合わせることで，水平２方向及び鉛

直方向地震力による構造部材の発生応力を算出し，構造物が

有する耐震性への影響を確認する。 

構造物が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細

な手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

4.2.3  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

洞道において,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響を受ける可能性があり,従来設計手法の耐震評価に加え,

さらなる設計上の配慮が必要な構造物について,構造形式及

び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出

し,構造物が有する耐震性への影響を評価する。影響評価フ

ローを第 4.2-1 図に示す。 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出 

① 構造形式の分類 

洞道について,各構造物の構造上の特徴や従来設計手

法の考え方を踏まえ,構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する

荷重の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する荷重

を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の

抽出 

②で整理した荷重に対して,構造形式ごとにどのよう

に作用するかを整理し,耐震性に与える影響程度を検討

した上で,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響が想定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な

応答特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について,従来設計手

法における評価対象断面以外の箇所で,水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せの影響により３次元的な応答が

想定される箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が水平２方向及び鉛直方向地震力

に対して,従来設計手法における評価対象断面の耐震評

価で満足できるか検討を行う。 

(2) 評価対象構造物の選定 

⑥ 評価対象構造物の選定 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定

される構造形式を対象に,評価対象構造物を選定する。 

評価対象構造物の選定に当たっては,洞道は明確な弱

軸・強軸を示し,地震時における構造物のせん断変形方

向が明確であることを考慮し,従来設計手法における評

価対象断面(弱軸方向)の耐震評価結果を踏まえて選定す

る。 

 

4.2.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

洞道において，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの

影響を受ける可能性があり，従来設計手法の耐震評価に加

え，更なる設計上の配慮が必要な構造物について，構造形式

及び作用荷重の観点から影響評価の対象とする構造物を抽出

し，構造物が有する耐震性への影響を評価する。影響評価フ

ローを第 4.2-1 図に示す。 

(1) 影響評価対象構造形式の抽出 

① 構造形式の分類 

洞道について，各構造物の構造上の特徴や従来設計手

法の考え方を踏まえ，構造形式ごとに大別する。 

② 従来設計手法における評価対象断面に対して直交する

荷重の整理 

従来設計手法における評価対象断面に対して直交する

荷重を抽出する。 

③ 荷重の組合せによる応答特性が想定される構造形式の

抽出 

②で整理した荷重に対して，構造形式ごとにどのよう

に作用するかを整理し，耐震性に与える影響程度を検討

した上で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響が想定される構造形式を抽出する。 

④ 従来設計手法における評価対象断面以外の３次元的な

応答特性が想定される箇所の抽出 

③で抽出されなかった構造形式について，従来設計手

法における評価対象断面以外の箇所で，水平２方向及び

鉛直方向地震力の組合せの影響により３次元的な応答が

想定される箇所を抽出する。 

⑤ 従来設計手法の妥当性の確認 

④で抽出された箇所が水平２方向及び鉛直方向地震力

に対して，従来設計手法における評価対象断面の耐震評

価で満足できるか検討を行う。 

(2) 評価対象構造物の選定 

⑥ 評価対象構造物の選定 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響が想定

される構造形式を対象に，評価対象構造物を選定する。 

評価対象構造物の選定に当たっては，洞道は明確な弱

軸・強軸を示し，地震時における構造物のせん断変形方

向が明確であることを考慮し，従来設計手法における評

価対象断面(弱軸方向)の耐震評価結果を踏まえて選定す

る。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

(3) 影響評価手法 

⑦ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

評価対象として選定された構造物について,従来設計

手法での評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸

方向)の応答が評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析

に基づく構造部材の照査に影響を与える場合には,評価

対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の

照査において,評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面

(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の発生応力

を適切に組み合わせることで,構造部材の設計上の許容

値に対する評価を実施し,構造部材が有する耐震性への

影響を確認する。 

⑧ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

の影響が確認された構造物が,耐震Ｓクラスの施設の機

器・配管系の間接支持構造物である場合には,機器・配

管系に対して,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による応答値への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値

への影響が確認された場合,機器・配管系の影響評価に

反映する。 

(3) 影響評価手法 

⑦ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

評価対象として選定された構造物について，従来設計

手法での評価対象断面(弱軸方向)に直交する断面(強軸

方向)の応答が，評価対象断面(弱軸方向)の地震応答解

析に基づく構造部材の照査に影響を与える場合には，評

価対象断面(弱軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材

の照査において，評価対象断面(弱軸方向)に直交する断

面(強軸方向)の地震応答解析に基づく構造部材の発生応

力を適切に組み合わせることで，構造部材の設計上の許

容値に対する評価を実施し，構造部材が有する耐震性へ

の影響を確認する。 

⑧ 機器・配管系への影響検討 

③及び⑤で，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

の影響が確認された構造物が，耐震Ｓクラスの施設の機

器・配管系の間接支持構造物である場合には，機器・配

管系に対して，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ

による応答値への影響を確認する。 

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる応答値

への影響が確認された場合，機器・配管系の影響評価に

反映する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

 

 
第 4.2-1 図 構築物(洞道)の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 

 

 

 
第 4.2-1 図 構築物(洞道)の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せによる影響評価フロー 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

4.3 機器・配管系 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

機器・配管系における水平方向及び鉛直方向地震力の組合

せによる従来設計手法では,建物・構築物の振動特性を考慮

し,変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向(応

答軸方向)に基準地震動を入力して得られる各方向の地震力

(応答スペクトル)を用いている。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価に

おいては,水平各方向の地震力を包絡し,変形モードが支配的

となる応答軸方向に入力する等,保守的な取り扱いを基本と

している。 

一方,応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広が

りを持つ設備の耐震評価においては,基本的に３次元のモデ

ル化を行っており,建物・構築物の応答軸方向の地震力をそ

れぞれ入力し,この入力により算定される荷重や応力のうち

大きい方を用いて評価を実施している。 

さらに,応答軸以外の振動モードが生じにくい構造の採用,

応答軸以外の振動モードが生じ難いサポート設計の採用とい

った構造上の配慮等,水平方向の入力に対して配慮した設計

としている。 

 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響評

価方針 

機器・配管系においては,水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せを考慮した場合に,影響を受ける可能性がある設備

(部位)の評価を行う。 

評価対象は,耐震重要施設,重大事故等対処施設の機器・配

管系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐震性を

確保する設備(以下「評価対象設備」という。)とする。 

 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し,それぞれの構造上の

特徴により荷重の伝達方向,その荷重を受ける構造部材の配

置及び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける

可能性がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は,水

平２方向及び鉛直方向地震力による影響の検討を実施する。

水平各方向の地震力が１:１で入力された場合の発生値を従

来設計手法による結果の荷重又は算出応力等を水平２方向及

び鉛直方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等により

高度化した手法を用いる等により,水平２方向の地震力によ

る設備(部位)に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により,水平２方向及び鉛直方向地震力を組

み合わせた荷重や応力の結果が従来設計手法による発生値と

同等である場合は影響のない設備として抽出せず,従来設計

手法による発生値を超えて耐震性への影響が懸念される場合

は,設備が有する耐震性への影響を確認する。 

 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は,詳細な

手法を用いた検討等,新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

4.3 機器・配管系 

4.3.1 水平方向及び鉛直方向地震力の組合せによる従来設計

手法の考え方 

機器・配管系における水平方向及び鉛直方向地震力の組合

せによる従来設計手法では，建物・構築物の振動特性を考慮

し，変形するモードが支配的となり応答が大きくなる方向(応

答軸方向)に基準地震動を入力して得られる各方向の地震力

(応答スペクトル)を用いている。 

応答軸(強軸・弱軸)が明確となっている設備の耐震評価に

おいては，水平各方向の地震力を包絡し，変形モードが支配

的となる応答軸方向に入力する等，保守的な取り扱いを基本

としている。 

一方，応答軸が明確となっていない設備で３次元的な広が

りを持つ設備の耐震評価においては，基本的に３次元のモデ

ル化を行っており，建物・構築物の応答軸方向の地震力をそ

れぞれ入力し，この入力により算定される荷重や応力のうち

大きい方を用いて評価を実施している。 

さらに，応答軸以外の振動モードが生じにくい構造の採用，

応答軸以外の振動モードが生じにくいサポート設計の採用とい

った構造上の配慮等，水平方向の入力に対して配慮した設計と

している。 

 

4.3.2 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

針 

機器・配管系においては，水平２方向及び鉛直方向地震力

の組合せを考慮した場合に，影響を受ける可能性がある設備

(部位)の評価を行う。 

評価対象は，耐震重要施設，重大事故等対処施設の機器・

配管系及びこれらの施設への波及的影響防止のために耐震性

を確保する設備(以下「評価対象設備」という。)とする。 

 

 

対象とする設備を機種ごとに分類し，それぞれの構造上の

特徴により荷重の伝達方向，その荷重を受ける構造部材の配

置及び構成等により水平２方向の地震力による影響を受ける

可能性がある設備(部位)を抽出する。 

構造上の特徴により影響の可能性がある設備(部位)は，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せによる影響の検討を実

施する。水平各方向の地震力が１:１で入力された場合の発生

値を従来設計手法による結果の荷重又は算出応力等を水平２

方向及び鉛直方向に整理して組み合わせる又は新たな解析等

により高度化した手法を用いる等により，水平２方向の地震

力による設備(部位)に発生する荷重や応力を算出する。 

これらの検討により，水平２方向及び鉛直方向地震力を組

み合わせた荷重や応力の結果が，従来設計手法による発生値

と同等である場合は影響のない設備とし，評価対象には抽出

せず，従来設計手法による発生値を超えて耐震性への影響が

懸念される場合は，設備が有する耐震性への影響を確認す

る。 

設備が有する耐震性への影響が確認された場合は，詳細な

手法を用いた検討等，新たに設計上の対応策を講ずる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

表現上の差異 

表現上の差異(用

語の定義。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

機器・配管系において,従来設計手法に対して,水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構

造及び発生値の増分の観点から抽出し,影響を評価する。な

お,影響評価は従来設計手法で用いている質点系モデル,有限

要素法モデル等による結果を用いて行うことを基本とする。

影響評価のフローを第 4.3-1 図に示す。 

① 影響評価対象となる設備の整理 

評価対象設備を機種ごとに分類し整理する(第4.3-1図①)。 

 

 

 

 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点,若しくは応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が

生じる観点で検討を行い,水平２方向の地震力による影響の可

能性がある設備を抽出する(第4.3-1図②)。 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て,水平２方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各部

にかかる荷重や応力を求め,従来の水平１方向及び鉛直方向地

震力の組合せによる設計に対して,水平２方向及び鉛直方向地

震力の組合せを考慮した発生値の増分を用いて影響を検討し,

耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

また,建物・構築物の検討により,機器・配管系への影響の可

能性がある部位が抽出された場合は,機器・配管系への影響を

評価し,耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

 

影響の検討は,機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする(第4.3-1図

③)。 

なお,水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討

する際は,地震時に水平２方向及び鉛直方向それぞれの 大応

答が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares法(以下「非同時性を

考慮したSRSS法」という。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)

を適用する。この組合せ方法については,現状の耐震評価は基

本的におおむね弾性範囲で留まる体系であることに加え,国内

と海外の機器の耐震解析は,基本的に線形モデルで,実施してい

る等類似であり,水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器の応

答にも現れることから,米国REGULATORY GUIDE l.92の

「2.Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

 

上記②及び③の観点から,水平２方向及び鉛直方向地震

力の組合せの影響の可能性がある設備の抽出結果を,別紙

「水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の

抽出結果」に示す。 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて,設備

が有する耐震性への影響を確認する(第 4.3-1 図④)。 

4.3.3 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価方

法 

機器・配管系において，従来設計手法に対して，水平２方向

及び鉛直方向地震力の組合せの影響の可能性がある設備を構造

及び発生値の増分の観点から抽出し，影響を評価する。なお，

影響評価は従来設計手法で用いている質点系モデル，有限要素

法モデル等による結果を用いて行うことを基本とする。 

影響評価のフローを第4.3-1図に示す。 

① 影響評価対象となる設備の整理 

評価対象設備を，機種ごとに分類し整理する(第4.3-1図

①)。 

 

 

 

② 構造上の特徴による抽出 

機種ごとに構造上の特徴から水平２方向の地震力が重複する

観点，又は応答軸方向以外の振動モード(ねじれ振動等)が生じ

る観点で検討を行い，水平２方向の地震力による影響の可能性

がある設備を抽出する(第4.3-1図②)。 

③ 発生値の増分による抽出 

水平２方向の地震力による影響の可能性がある設備に対し

て，水平２方向の地震力が各方向１:１で入力された場合に各

部にかかる荷重や応力を求め，従来設計手法に対して，水平２

方向及び鉛直方向地震力の組合せを考慮した発生値の増分を用

いて影響を検討し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出す

る。 

また，建物・構築物の検討により，機器・配管系への影響の

可能性がある部位が抽出された場合は，機器・配管系への影響

を評価し，耐震性への影響が懸念される設備を抽出する。 

 

影響の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に配

慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする(第4.3-1図

③)。 

なお，水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響を検討

する際は，地震時に水平２方向及び鉛直方向それぞれの 大応

答が同時に発生する可能性は極めて低いとした考え方である

Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares法(以下「非同時性を

考慮したSRSS法」という。)又は組合せ係数法(1.0：0.4：0.4)

を適用する。この組合せ方法については，現状の耐震評価は基

本的におおむね弾性範囲でとどまる体系であることに加え，国

内と海外の機器の耐震解析は，基本的に線形モデルで実施して

いる等類似であり，水平２方向及び鉛直方向の位相差は機器の

応答にも現れることから，米国REGULATORY GUIDE 1.92の

「2.Combining Effects Caused by Three Spatial Components 

of an Earthquake」を参考としているものである。 

 

 

 

 

 

④ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響評価 

③の検討において算出された荷重や応力を用いて，設備

が有する耐震性への影響を確認する(第 4.3-1 図④)。 

 

 

 

 

 

表現上の差異(用

いている手法を

明確化した。) 

 

表現上の差異(定

義した用語を記

載した。以下同

様。) 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有(評

価対象設備抽出

結果の図書名を

記載した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

申請対象の差異

（後次回で申請

するため，記載

なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

①評価対象となる設備の整理

②構造上水平２方向及び鉛直方向
地震力の組合せの影響の可能性が

ある設備か

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを
考慮した発生荷重等を用いた検討

建物・構築物の検討に
よる機器・配管系への
影響検討結果

③水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せを考慮した発生値が従来
の発生値と比べて影響があるか

④水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価（水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに対
し，耐震性への影響があるか）

従来の設計手法に加えてさら
なる設計上の配慮が必要な設備

従来の設計手法で水平２方向及び
鉛直方向地震力は対応可能

YES

NO

YES

YES

NO

NO

 
第 4.3-1 図 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の 

組合せを考慮した影響評価のフロー 

 

①評価対象となる設備の整理

②構造上，水平２方向及び鉛直方向
地震力の組合せの影響の可能性が

ある設備か

水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せを
考慮した発生荷重等を用いた検討

建物・構築物の検討に
よる機器・配管系への
影響検討結果

③水平２方向及び鉛直方向地震力
の組合せを考慮した発生値が従来
の発生値と比べて影響があるか

④水平２方向及び鉛直方向地震
力の組合せの影響評価（水平２方向
及び鉛直方向地震力の組合せに対
し，耐震性への影響があるか）

従来の設計手法に加えて更
なる設計上の配慮が必要な設備

従来の設計手法で水平２方向及び
鉛直方向地震力は対応可能

YES

NO

YES

YES

NO

NO

 
第 4.3-1 図 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の

組合せを考慮した影響評価フロー 

 

  

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

17 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

18 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７，Ⅲ－１－１－７ 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せに関する影響評価方針） 

 

19 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異)

備考 

(施設間の差異) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

Ⅳ－１－１－７ 別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合

せ評価対象設備の抽出結果 

 

目次 

1．  概要 

 

 

 

 

 

2．  機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の評価対

象設備 

2.1  水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響検討対

象設備の抽出 

 

 

2.2  水平２方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果 

 

 

 

 

（後次回で申請）  

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

 

図書構成の差異

(以下同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１－７ 水平２方向及び鉛

直方向地震力の組合せに関する影響評価方針」に基づき，水

平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響の可能性がある

設備及び評価部位の抽出内容について説明するものである。 

 

2. 機器・配管系の水平２方向及び鉛直方向地震力の評価対象

設備 

 
2.1 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影響検討対象設

備の抽出 

評価対象設備を機種ごとに分類した上で，機種ごとに分類

した設備の各評価部位，応力分類に対し構造上の特徴から水

平２方向の地震力による影響を以下の項目より検討し，影響

の可能性がある設備を機種ごとに抽出した結果を第 1.1.7-1

表に示す。 

 

(1) 水平２方向の地震力が重複する観点 

水平１方向の地震力に加えて，さらに水平直交方向に地

震力が重複した場合，水平２方向の地震力による影響有無

を検討し，影響が軽微な設備以外の影響検討が必要となる

可能性があるものを抽出する。以下の場合は，水平２方向

の地震力により影響が軽微であると整理した。 

 

 

 

 

 

ａ．水平２方向の地震力を受けた場合でも，その構造に

より水平１方向の地震力しか負担しないもの 

横置きの容器などは，水平２方向の地震力を想定

した場合，水平１方向を拘束する構造であること

や，水平各方向で振動特性及び荷重の負担断面が異

なる構造であることにより，地震力の影響を受ける

部位が特定の方向であるため，水平１方向の地震力

しか負担しないものとして分類した。 

 

ｂ．水平２方向の地震力を受けた場合，その構造により

最大応力の発生箇所が異なるもの 

一様断面を有する容器類の胴板などは，水平２方

向の地震力を想定した場合，それぞれの水平方向地

震力に応じて応力が最大となる箇所があることか

ら，最大応力の発生箇所が異なり，水平２方向の地

震力を組み合わせても影響が軽微であるものとして

分類した。 

 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

記載方針の差異

(検討対象設備呼

び込み位置の違

い。) 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

表現上の差異 

（簡潔な記載と

した。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

(該当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 水平方向とその直交方向が相関する振動モード(ねじれ

振動等)が生じる観点 

水平方向とその直交方向が相関する振動モードが生じる

ことで有意な影響が生じ，さらに新たな応力成分が作用す

る可能性のある設備を抽出した。 

機器・配管系の設備について，一般的な補機の場合は水

平方向の各軸方向に対して均等な構造となっており，評価

上有意なねじれ振動等は発生しない。 

一方，水平方向に広がりのある配管系の設備の場合，各

構成要素は水平各軸方向に対して均等な構造でありねじれ

振動は起こりにくいが，系全体として考えた場合は，有意

なねじれ振動が発生する可能性がある。しかし，水平方向

とその直交方向が相関する振動モードが想定される設備

で，従来設計より３次元のモデル化を行い，その振動モー

ドを適切に考慮し評価している場合は，耐震性への影響が

懸念されないものとして扱う。 

 

 

  

 

 

表現上の差異(優

位な影響の説明

を記載した。) 

 

 

記載方針の差異

(配管系の説明内

容を記載した。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(3) 水平１方向及び鉛直方向地震力に対する水平２方向及び

鉛直方向地震力増分の観点 

(1)，(2)において影響の可能性がある設備について，水

平２方向の地震力が各方向１：１で入力された場合に各部

にかかる荷重や応力を求め，従来の水平１方向及び鉛直方

向地震力の設計手法による発生値と比較し，その増分によ

り影響の程度を確認し，耐震性への影響が懸念される設備

を抽出した。 

水平１方向に対する水平２方向の地震力による発生値の

増分の検討は，機種ごとの分類に対して地震力の寄与度に

配慮し耐震裕度が小さい設備(部位)を対象とする。水平２

方向の地震力の組合せは米国 Regulatory Guide 1.92 の

「2. Combining Effects Caused by Three Spatial 

Components of an Earthquake」を参考として非同時性を

考慮した Square-Root-of-the-Sum-of-the-Squares (以下

「非同時性を考慮した SRSS 法」という。)又は組合せ係数

法(1.0:0.4:0.4)により組み合わせ，発生値の増分を算出

する。増分の算出は，従来の評価で考慮している保守性に

より増分が低減又は包絡されることも考慮する。 

 

・従来の評価データを用いた簡易的な算出では，地震・地

震以外の応力に分離可能なものは地震による発生値のみ

を組み合わせた後，地震以外による応力と組み合わせて

算出する。 

 

 

 

 

・応答軸が明確な設備で，設備の応答軸の方向あるいは厳

しい応力が発生する向きへ地震力を入力している場合

は，耐震性への影響が懸念されないものとして扱う。 

 

 

  

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

図書構成の差異 

 

 

 

表現上の差異 

記載方針の差異

(影響評価に用い

る手法を記載し

た。) 

 

 

 

 

 

プラント固有 

(該当なし。) 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

(該当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有 

(該当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有 

(該当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.2  水平２方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽出結果 

2.1 項で検討した，水平２方向の地震力が重畳する観点，

水平方向とその直交方向が相関する振動モード(ねじれ振動

等)が生じる観点，水平１方向及び鉛直方向地震力に対する

水平２方向及び鉛直方向地震力の増分の観点で，いずれかの

観点により水平２方向の地震力による影響の可能性がある設

備の評価部位を抽出した結果を第 1.1.7-2 表に示す。 

 

 図書構成の差異  
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 1.1.7-1 表 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せの影

響検討対象設備 

設備(機種) 部位 

スカート型設備 胴板，スカート 

基礎ボルト 

平底型設備 胴板 

基礎ボルト 

脚支持設備 胴板 

支持脚 

基礎ボルト 

横置型設備 胴板 

支持脚 

基礎ボルト 

横形ポンプ，非常用ディーゼル

機関・発電機， 

ファン類 

基礎ボルト，取付

ボルト 

立形ポンプ 基礎ボルト，取付

ボルト 

クレーン，台車類 転倒防止装置 

使用済燃料ラック ラック箱 

矩形構造の架構設備 

※蓄電池，架台を含む 

各部位 

平板型設備 胴板，ラグ，取付

ボルト 

躯体一体型設備 架構 

排気筒 筒身 

鉄塔 

昇降設備 昇降シャフト 

取付ボルト 

配管本体(定ピッチスパン法) 直管配管(水平，鉛

直) 

曲り部，分岐部 

配管本体，サポート(多質点はり

モデル解析) 

配管 

サポート 
 

 プラント固有 

(施設に応じた記

載とした。以下

同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第1.1.7-2表 水平２方向及び鉛直方向地震力の評価部位の抽
出結果 

 
(凡例)○：影響の可能性あり 

△：影響軽微 
－：申請範囲に該当設備無し 

                                              

設備(機種)及び

部位 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

2.1 項(1)及び

(2)の観点 

2.1 項(3)の観

点 1) 
検討結果 

スカート型設備 
○(基礎ボルト 

せん断) 

○(タンク基礎 

ボルト せん断) 
－ 

平底型設備 
○(基礎ボルト 

せん断) 

○(タンク基礎 

ボルト せん断) 
－ 

脚支持設備 
○(胴板，支持 

脚，基礎ボルト) 
△ 

明確な応答軸を

有している 

横置型設備 
○(基礎ボルト 

せん断) 
△ 

明確な応答軸を

有している 

横形ポンプ，非

常用ディーゼル

機関・発電機，

ファン類 

○(基礎ボルト，

取付ボルト 

せん断) 

△ 
明確な応答軸を

有している 

立形ポンプ 

○(基礎ボルト，

取付ボルト 

せん断) 

○(基礎ボルト せ

ん断) 
－ 

クレーン，台車

類 
△ △ 

明確な応答軸を

有している 

使用済燃料ラッ

ク 
○(ラック箱) ○(ラック箱) － 

矩形構造の架構

設備 

※蓄電池，架台

を含む 

○ △ 
明確な応答軸を

有している 

 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－７別紙 水平２方向及び鉛直方向地震力の組合せ評価対象設備の抽出結果） 

 

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

設備(機種)及び

部位 

水平２方向及び鉛直方向地震力の影響の可能性 

2.1 項(1)及び

(2)の観点 

2.1 項(3)の観

点 1) 
検討結果 

平板型設備 
○(取付ボルト 

せん断) 
△ 

明確な応答軸を

有している 

躯体一体型設備 △ △ 
明確な応答軸を

有している 

排気筒 ○(筒身，鉄塔) ○(筒身，鉄塔) － 

昇降設備 

○(昇降シャフト，

取り付けボルト 

せん断) 

○(昇降シャフト，

取り付けボルト 

せん断) 

－ 

配管本体(定ピ

ッチスパン法) 
△ △ 

明確な応答軸を

有している 

配管(多質点は

りモデル解

析)，サポート 

○(配管) ○(配管) － 

○(サポート) △ － 

注記 1)：括弧内は代表部位を示す 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

 

3. 構造強度の制限 

4. 変位，変形の制限 

 

 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

4.2  形状寸法管理に対する配慮 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

5.2  電気的機能維持 

5.3  気密性の維持 

5.4  遮蔽性の維持 

5.5  冷却機能の維持 

5.6  支持機能の維持 

5.7  耐震重要施設のその他の機能維持 

5.8  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

 

Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

 

3. 構造強度の制限 

4. 変位，変形の制限 

 

 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

5.2  電気的機能維持 

5.3  気密性の維持 

5.4  遮蔽性の維持 

 

5.5  支持機能の維持 

5.6  耐震重要施設のその他の機能維持 

5.7  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

図書構成の差異 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 

図書構成の差異

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

プラント固有

（設備が有する

機能に応じた記

載とした。以下

同様。） 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（設備が有する

機能に応じた記

載とした。以下

同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に

示す設計用地震力の算定方法及び機能維持の考え方に基づき，

再処理施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明するもの

である。 

1. 概要 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に

示す設計用地震力の算定方法及び機能維持の考え方に基づき，

ＭＯＸ燃料加工施設の機能維持に関する基本的な考え方を説明

するものである。 

 

 

図書名称の差異 

表現上の差異(簡

潔な記載とし

た。以下同様。) 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類

「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設計用地震力の算

定方法に基づくこととし，具体的な算定方法は第2.-1表に従い

算定する。 

また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定

に際しては，添付書類「Ⅳ－１－１－６ 設計用床応答曲線の

作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用い

る。 

 

 

 

第 2.-1 表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力

係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

1) Ｃｉは標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で

次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 

2) Ｃｉは標準せん断力係数を 1.0 とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で

次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 

3) 震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定として求められる値で

次式に基づく。 

ＣV＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 

 

2. 機能維持の確認に用いる設計用地震力 

機能維持の確認に用いる設計用地震力については，添付書類

「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設計用地震力の算

定方法に基づくこととし，具体的な算定方法は第2.-1表に従い

算定する。 

また，当該申請における機器・配管系の設計用地震力の算定

に際しては，添付書類「Ⅲ－１－１－６ 設計用床応答曲線の

作成方針」に定める方法にて設定した設計用床応答曲線を用い

る。 

 

 

 

第 2.-1 表 設計用地震力 

(1) 静的地震力 

 

静的地震力及び必要保有水平耐力は，以下の地震層せん断力

係数及び震度に基づき算定する。 

 

 

1) Ｃｉは標準せん断力係数を 0.2 とし，建物・構築物の振動

特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で次式に基

づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 

2) Ｃｉは標準せん断力係数を 1.0 とし，建物・構築物の

振動特性及び地盤の種類等を考慮して求められる値で

次式に基づく。 

Ｃｉ＝Ｒｔ・Ａｉ・Ｃ０  

Ｒｔ：振動特性係数 

Ａｉ：Ｃｉの分布係数 

Ｃ０：標準せん断力係数 

3) 震度 0.3 とし，建物・構築物の振動特性及び地盤の種

類等を考慮し，高さ方向に一定として求められる値で

次式に基づく。 

ＣV＝0.3・ＲＶ 

ＲＶ：振動特性係数 

 
 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 

 

 

 

記載方針の差異 

（施設共通の記

載とした。） 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 

 

 

 

 

記載方針の差異

(「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本

方針」に記載し

た。以下同様。) 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（表の記載内容

と整合を図っ

た。） 

 

 

項目 
耐震 

重要度 

地震層せん断力係数及び 

水平震度 

地震層せん断力係数 

(必要保有水平耐力 

算出用) 

鉛直震度 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 3.0Ci
1) 1.0Ci

2) 1.0Cv
3) 

Ｂ 1.5Ci
1) 1.0Ci

2) － 

Ｃ 1.0Ci
1) 1.0Ci

2) － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 3.6Ci
1) － 1.2Cv

3) 

Ｂ 1.8Ci
1) － － 

Ｃ 1.2Ci
1) － － 

 

項目 
耐震 

重要度 

地震層せん断力係数及び 

水平震度 

地震層せん断力係数 

(必要保有水平耐力 

算出用) 

鉛直震度 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 3.0Ci
1) 1.0Ci

2) 1.0Cv
3) 

Ｂ 1.5Ci
1) 1.0Ci

2) － 

Ｃ 1.0Ci
1) 1.0Ci

2) － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 3.6Ci
1) － 1.2Cv

3) 

Ｂ 1.8Ci
1) － － 

Ｃ 1.2Ci
1) － － 

179



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異 

（施設共通の記

載とした。以下

同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 動的地震力 

 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算

定する。 

 

 

1)   設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び

基準地震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線

とする。 

2)  共振のおそれのある施設に適用する。 

 

 

3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから算定した設計用床応答曲

線Ｓｄ，又は設計用床応答曲線Ｓｓに対して係数※を

乗じて算定した評価用床応答曲線Ｓｄを用いる。 

 

4) 設計用床応答曲線Ｓｄ又は評価用床応答曲線Ｓｄに

対して２分の１乗じたものを用いる。 

※ 添付書類「Ⅳ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要」の「７．弾性設計用地震動Ｓｄ」と

同等の係数を用いる。 

 

 

(2) 動的地震力 

 

動的地震力は，以下の入力地震動又は入力地震力に基づき算

定する。 

 

 

1)   設計用床応答曲線は，弾性設計用地震動Ｓｄ及び

基準地震動Ｓｓに基づき作成した設計用床応答曲線

とする。 

2)  共振のおそれのある施設に適用する。 

 

 

3) 評価に適用する設計用床応答曲線Ｓｄについては，

弾性設計用地震動Ｓｄから算定した設計用床応答曲

線Ｓｄ，又は設計用床応答曲線Ｓｓに対して係数※を

乗じて算定した評価用床応答曲線Ｓｄを用いる。 

 

4) 設計用床応答曲線Ｓｄ又は評価用床応答曲線Ｓｄに

対して２分の１を乗じたものを用いる。 

※ 添付書類「Ⅲ－１－１－１ 基準地震動Ｓｓ及び弾性設計

用地震動Ｓｄの概要」の「７．弾性設計用地震動Ｓｄ」と

同等の係数を用いる。 

 

 

記載方針の差異 

(施設共通の記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(簡

潔な記載とし

た。以下同様。) 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

項目 
耐震 

重要度 

入力地震動又は入力地震力 1) 

水平 鉛直 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/22) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/22) 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ3) 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ3) 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/22)4) 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/22)4) 

 

項目 
耐震 

重要度 

入力地震動又は入力地震力 1) 

水平 鉛直 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

弾性設計用地震動Ｓｄ 弾性設計用地震動Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/22) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/22) 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

設計用床応答曲線Ｓｄ3) 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｄ3) 

又は 

弾性設計用地震動Ｓｄ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 
設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/22)4) 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/22)4) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する動的地

震力は，以下の入力地震動に基づき算定する。 

 

1) 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を用いる。 

 

地震を要因とする重大事故等に対する施設に適用する動的地

震力は，以下の入力地震動に基づき算定する。 

 

1) 基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力を用いる。 

 

プラント固有(地

震を要因とする

重大事故等に対

する施設の評価

内容に応じた記

載とした。) 

 

差異なし。 

項目 
入力地震動 

水平 鉛直 

地震を要因とする重大

事故等に対する施設 
基準地震動Ｓｓ×1.21) 基準地震動Ｓｓ×1.21) 

項目 
入力地震動 

水平 鉛直 

地震を要因とする重大

事故等に対する施設 
基準地震動Ｓｓ×1.21) 基準地震動Ｓｓ×1.21) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(3) 設計用地震力 

 

 

1) 共振のおそれのある施設に適用する。 

項目 
耐震 

重要度 
水平 鉛直 摘要 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

地震層せん断力係

数 

3.0Ｃｉ 

静的震度 

1.0ＣＶ 

荷重の組合せは，水

平方向及び鉛直方向

が静的地震力の場合

は同時に不利な方向

に作用させるものと

する。 

水平方向及び鉛直方

向が動的地震力の場

合は組合せ係数法又

は二乗和平方根

(SRSS)法による。 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 

地震層せん断力係

数 

1.5Ｃｉ 

－ － 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/21) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/21) 

荷重の組合せは，組

合せ係数法，二乗和

平方根(SRSS)法又は

絶対値和法による。 

Ｃ 

地震層せん断力係

数 

1.0Ｃｉ 

－ － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

静的震度 

3.6Ｃｉ 

静的震度 

1.2ＣＶ 

荷重の組合せは，水

平方向及び鉛直方向

が静的地震力の場合

は同時に不利な方向

に作用させるものと

する。 

水平方向及び鉛直方

向が動的地震力の場

合は二乗和平方根

(SRSS)法又は絶対値

和法による。 

設計用床応答曲線

Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

設計用床応答曲線

Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

設計用床応答曲線

Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線

Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

荷重の組合せは，二

乗和平方根(SRSS)法

又は絶対値和法によ

る。 

Ｂ 

静的震度 

1.8Ｃｉ 
－ 

水平方向及び鉛直方

向が動的地震力の場

合は二乗和平方根

(SRSS)法又は絶対値

和法による。 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/21) 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/21) 

Ｃ 
静的震度 

1.2Ｃｉ 
－ － 

(3) 設計用地震力 

 

 

1) 共振のおそれのある施設に適用する。 

項目 
耐震 

重要度 
水平 鉛直 摘要 

建物 

・ 

構築物 

Ｓ 

地震層せん断力係

数 

3.0Ｃｉ 

静的震度 

1.0ＣＶ 

荷重の組合せは，水

平方向及び鉛直方向

が静的地震力の場合

は同時に不利な方向

に作用させるものと

する。 

水平方向及び鉛直方

向が動的地震力の場

合は組合せ係数法又

は二乗和平方根

(SRSS)法による。 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

基準地震動Ｓｓ 基準地震動Ｓｓ 

Ｂ 

地震層せん断力係

数 

1.5Ｃｉ 

－ － 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/21) 

弾性設計用地震動 

Ｓｄ×1/21) 

荷重の組合せは，組

合せ係数法，二乗和

平方根(SRSS)法又は

絶対値和法による。 

Ｃ 

地震層せん断力係

数 

1.0Ｃｉ 

－ － 

機器 

・ 

配管系 

Ｓ 

静的震度 

3.6Ｃｉ 

静的震度 

1.2ＣＶ 

荷重の組合せは，水

平方向及び鉛直方向

が静的地震力の場合

は同時に不利な方向

に作用させるものと

する。 

水平方向及び鉛直方

向が動的地震力の場

合は二乗和平方根

(SRSS)法又は絶対値

和法による。 

設計用床応答曲線

Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

設計用床応答曲線

Ｓｄ 

又は 

弾性設計用地震動

Ｓｄ 

設計用床応答曲線

Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

設計用床応答曲線

Ｓｓ 

又は 

基準地震動Ｓｓ 

荷重の組合せは，二

乗和平方根(SRSS)法

又は絶対値和法によ

る。 

Ｂ 

静的震度 

1.8Ｃｉ 
－ 

水平方向及び鉛直方

向が動的地震力の場

合は二乗和平方根

(SRSS)法又は絶対値

和法による。 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/21) 

設計用床応答曲線 

Ｓｄ×1/21) 

Ｃ 
静的震度 

1.2Ｃｉ 
－ － 

 

記載方針の差異 

(施設共通の記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

(該当なし。以下

同様。) 

 

 

 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異 

（施設共通の記

載とした。以下

同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

3. 構造強度の制限 

再処理施設の耐震設計については，添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」に基づき，耐震重要度及び重大事故等対

処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場合，これ

らに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力を許容限界

以下とする設計とする。 

 

 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持

できるように余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するため

の機能が維持できる値とする。安全機能を有する施設の地震力

による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容限

界を第3.-1表に示す。また，重大事故等に対処するために必要

な機能が維持されることの確認に当たっては，第3.-1(2)又は

第3.-2表に示す許容限界の適用に加えて，塑性変形する場合で

あっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響を及ぼ

すことがないものを許容限界とする。具体的に適用する許容限

界については後次回申請以降の「耐震計算書作成の基本方針」

において示す。 

 

機器・配管系の疲労解析に用いる等価繰返し回数は，原則，

設備ごとに個別に設定した値を用いる。 

 

 

Ｓｄ地震動の疲労解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地

震動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰

返し回数以下であれば省略できる。 

 

建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し

て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要とな

る施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められ

る規格及び基準等による地盤の支持力を十分下回る設計とし，

再処理施設に応じた許容限界を設定する。 

 

 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フ

ローを第3.-1図に示す。積雪荷重については，屋外に設置され

ている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋

設構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施

設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，

屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，コン

クリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響

が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及

び仕様の施設においては，地震力と組み合わせる。第3.-3表に

施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 

 

 

3. 構造強度の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設の耐震設計については，添付書類「Ⅲ－

１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき，耐震重要度及び重大

事故等対処施設の設備分類に応じた設計用地震力が加わった場

合，これらに生じる応力とその他の荷重によって生じる応力を

許容限界以下とする設計とする。 

 

 

許容限界は，施設の種類及び用途を考慮し，安全機能が維持

できるように余裕を見込んだ値又は重大事故等に対処するため

の機能が維持できる値とする。安全機能を有する施設の地震力

による応力とその他の荷重による応力の組合せに対する許容限

界を第 3.-1 表に示す。また，重大事故等に対処するために必

要な機能が維持されることの確認に当たっては，第 3.-1 表(2)

又は第 3.-2 表に示す許容限界の適用に加えて，塑性変形する

場合であっても破断延性限界に至らず，その施設の機能に影響

を及ぼすことがないものを許容限界とする。具体的に適用する

許容限界については後次回で申請する「耐震計算書作成の基本

方針」において示す。 

 

機器・配管系の疲労解析に用いる等価繰返し回数は，原則，

設備ごとに個別に設定した値を用いる。 

 

 

Ｓｄ地震動の疲労解析は，設備ごとに個別に設定したＳｄ地

震動の等価繰返し回数がＳｓ地震動の疲労解析に用いた等価繰

返し回数以下であれば省略できる。 

 

建物・構築物の保有水平耐力は，必要保有水平耐力に対し

て，妥当な安全余裕を有する設計とする。支持性能が必要とな

る施設の基礎地盤については，接地圧が安全上適切と認められ

る規格及び基準等による地盤の支持力を十分下回る設計とし，

ＭＯＸ燃料加工施設に応じた許容限界を設定する。 

 

 

 

耐震設計においては，地震力に加えて，自然条件として積雪

荷重及び風荷重を組み合わせる。積雪荷重及び風荷重の設定フ

ローを第3.-1図に示す。積雪荷重については，屋外に設置され

ている施設のうち，積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋

設構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合が無視できる施

設を除き，地震力と組み合わせる。また，風荷重については，

屋外の直接風を受ける場所に設置されている施設のうち，コン

クリート構造物等の自重が大きい施設を除いて，風荷重の影響

が地震荷重と比べて相対的に無視できないような構造，形状及

び仕様の施設においては，地震力と組み合わせる。第3.-3表に

施設の区分ごとの，積雪荷重及び風荷重の組合せを示す。 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 

 

 

 

表現上の差異

（施設を明確化

した。） 

記載方針の差異

（重大事故等対

処設備の許容限

界を明確化し

た。） 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（規則に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

表現上の差異

（対象を明確化

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

プラント固有(該

当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 3.-1 表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 

 
耐震 

重要

度 

荷重の組合せ 1) 許 容 限 界 

基礎地盤

の 

支持性能 

Ｓ 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

Ｓｄ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

おおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えること，又は部材に

生じる応力が短期許容応力度

に基づく許容値又は CCV 規格
2)における荷重状態Ⅲの許容値

を超えないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

Ｓｓ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

2.0×10-3を超えないこと，又

は部材に生じる応力が終局耐

力に対し妥当な安全裕度を有

していることあるいは部材に

生じる応力若しくはひずみが

CCV 規格 2)における荷重状態Ⅳ

の許容値を超えないこととす

る。 

地盤の極

限支持力

度を十分

下回るこ

ととす

る。 

Ｂ 
Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

ＳＢ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

ＳＣ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

1)： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構築物の実況

に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。 

2)： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

((社)日本機械学会，2003) 

 

 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

 

ＬＳ ： 積雪荷重(短期事象との組合せ用) 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

第 3.-1 表 安全機能を有する施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 

 
耐震 

重要

度 

荷重の組合せ 1) 許 容 限 界 

基礎地盤

の 

支持性能 

Ｓ 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

Ｓｄ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

おおむね弾性状態に留まる範

囲で耐えること，又は部材に

生じる応力が短期許容応力度

に基づく許容値又は CCV 規格
2)における荷重状態Ⅲの許容値

を超えないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

Ｓｓ 

質点系モデルによる地震応答

解析の 大せん断ひずみ度が

2.0×10-3を超えないこと，又

は部材に生じる応力が終局耐

力に対し妥当な安全裕度を有

していることあるいは部材に

生じる応力若しくはひずみが

CCV 規格 2)における荷重状態Ⅳ

の許容値を超えないこととす

る。 

地盤の極

限支持力

度を十分

下回るこ

ととす

る。 

Ｂ 
Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

ＳＢ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｌ＋ＬＳ＋

ＳＣ 

部材に生じる応力が短期許容

応力度に基づく許容値を超え

ないこととする。 

地盤の短

期許容支

持力度と

する。 

1)： 地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構築物の実況

に応じて，土圧，水圧等を考慮するものとする。 

2)： 発電用原子力設備規格 コンクリート製原子炉格納容器規格

((社)日本機械学会，2003) 

 

 

記号の説明 

Ｄ ：固定荷重 

Ｌ ：積載荷重 

 

ＬＳ ： 積雪荷重(短期事象との組合せ用) 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

表現上の差異(建

物・構築物であ

る旨は欄外に記

載した。) 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 

 

 

表現上の差異(規

則に合わせた記

載とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本

方針」に合わせ

た記載とした。) 

 

 

 

 

記載方針の差異

（積雪荷重を明

確化した。） 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 プラント固有(該

当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（93 ページに記

載した。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ  ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷

重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

(2) 機器・配管系 

記号の説明 

Ｄ  ：死荷重(自重) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓによる地震力 

Ｓｄ ：弾性設計用地震動Ｓｄによる地震力又は静的地震力 

 

 

ＳＢ ：Ｂクラスの施設に適用される地震力 

 

ＳＣ ：Ｃクラスの施設に適用される地震力 

Ｐｄ ：当該設備に設計上定められた 高使用圧力による荷

重 

Ｍｄ ：当該設備に設計上定められた機械的荷重 

 

 

 

 

表現上の差異(事

業変更許可申請

書に合わせた。) 

表現上の差異

（既設工認を引

用した記載とし

た。) 

プラント固有(運

転状態について

の定義は該当な

し。以下同様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(記載順序の違

い。本ページ下

部に記載してい

る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

差異なし。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

191



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏点「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

(2005 年版(2007 年追補版を含む))JSME S NC1-2005/2007」(以

下「JSME S NC1」という。)付録材料図表 Part5 表 8に規定さ

れる値 

 

Ｓｕ ：設計引張強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 9 に

規定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 1 に

規定される値 

 

 

 

 

 

 

Ｓ：許容引張応力「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 5 又は

表 6に規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

 

 

ｆｓ：許容せん断応力 同 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｓｙ ：設計降伏「発電用原子力設備規格 設計・建設規格

(2005 年版(2007 年追補版を含む))JSME S NC1-2005/2007」(以

下「JSME S NC1」という。)付録材料図表 Part5 表 8に規定さ

れる値 

 

Ｓｕ ：設計引張強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 9 に

規定される値 

Ｓｍ ：設計応力強さ「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 1 に

規定される値 

 

 

 

 

 

 

Ｓ：許容引張応力「JSME S NC1」付録材料図表 Part5 表 5 又は

表 6に規定される値 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ｆｔ：許容引張応力支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

ボルト等に対しては，「JSME S NC1」SSB-3131により規定される値 

 

 

ｆｓ：許容せん断応力 同 上 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

(引用文献を明確

化し，図書内で

の表現を統一し

た。以下同様。) 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(簡

潔な記載とし

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

17 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

 

ｆｂ：許容曲げ応力 同 上 

 

 

ｆｐ：許容支圧応力 同 上 

 

 

ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に

「JSME S NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び

「Ｓｙ(RT)」とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ

(RT)」と読み替えて算出した値(「JSME S NC1」SSB-

3121.3及びSSB-3133) 

 なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表

Part5表1，表5，表6，表8及び表9に値の記載がない場

合は，別途定められた規格・基準等を準用することと

する。 

注記：添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

に定めている運転時の異常な過渡変化時及び設計基準

事故時の状態で施設に作用する荷重については，運転

時の状態で施設に作用する荷重を超えるもの及び長時

間施設に作用するものがないため，地震荷重と組み合

わせるものはない。 

 

 

 

ｆｃ：許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く。)に対して

「JSME S NC1」SSB-3121.1 により規定される値 

 

ｆｂ：許容曲げ応力 同 上 

 

 

ｆｐ：許容支圧応力 同 上 

 

 

ｆｔ
*，ｆｓ

*，ｆｃ
*，ｆｂ

*，ｆｐ
*： 

上記のｆｔ，ｆｓ，ｆｃ，ｆｂ，ｆｐの値を算出する際に

「JSME S NC1」SSB-3121.1(1)a.本文中「Ｓｙ」及び

「Ｓｙ(RT)」とあるのを「1.2Ｓｙ」及び「1.2Ｓｙ

(RT)」と読み替えて算出した値(「JSME S NC1」SSB-

3121.3及びSSB-3133) 

 なお，上記において「JSME S NC1」付録材料図表

Part5表1，表5，表6，表8及び表9に値の記載がない場

合は，別途定められた規格・基準等を準用することと

する。 

注記：添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

に定めている設計基準事故時の状態で施設に作用する

荷重ついては，通常時に作用している荷重を超えるも

の及び長時間施設に作用するものがないため，地震荷

重と組み合わせるものはない。 

た。以下同様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。） 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

18 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

19 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

20 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

21 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

22 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

23 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

24 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

25 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

26 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

27 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

① 容器 

a．Ｓクラス 

 

1)：２Syを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S 

NC1」PVB-3300(同 PVB-3313 を除く。また Smは 2／3 Syと読

み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

2)：座屈に対する評価が必要な場合には，JEAG4601—1987 第 2

種容器(クラス MC 容器)の座屈に対する評価式による。 

 

① 容器 

a．Ｓクラス 

 

1)：２Syを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S 

NC1」PVB-3300(同 PVB-3313 を除く。また Smは 2／3 Syと読

み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

2)：座屈に対する評価が必要な場合には，JEAG4601—1987 第 2

種容器(クラス MC 容器)の座屈に対する評価式による。 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

差異なし。 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 2) 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，オーステナ

イト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金

については上記値と

1.2Ｓとの大きい方。 

左欄の 1.5 倍の値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみによ

る疲労解析を行い，疲労累積係

数が 1.0 以下であること。ただ

し，地震動のみによる一次＋二

次応力の変動値が２Sy 以下で

あれば疲労解析は行わない。1) 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＳ 
0.6Ｓｕ 左欄の 1.5 倍の値 

 

耐震 

重要度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 2) 

一次一般膜応力 
一次膜応力＋ 

一次曲げ応力 

一次＋ 

二次応力 

一次＋二次＋ 

ピーク応力 

Ｓ 

Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，オーステナ

イト系ステンレス鋼

及び高ニッケル合金

については上記値と

1.2Ｓとの大きい方。 

左欄の 1.5 倍の値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動のみによ

る疲労解析を行い，疲労累積係

数が 1.0 以下であること。ただ

し，地震動のみによる一次＋二

次応力の変動値が２Sy 以下で

あれば疲労解析は行わない。1) 
Ｄ＋Ｐｄ＋

Ｍｄ＋ＳＳ 
0.6Ｓｕ 左欄の 1.5 倍の値 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

28 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

29 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

    

205



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

30 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

31 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

② 配管類 

a．Ｓクラス 

 

耐

震 

重

要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般膜

応 力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応

力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク

応 力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6

Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，オ

ーステナイ

ト系ステン

レス鋼及び

高ニッケル

合金につい

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。1)  

Ｓｙ 

ただし，オ

ーステナイ

ト系ステン

レス鋼及び

高ニッケル

合金につい

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震

動のみによる疲

労解析を行い，

疲労累積係数が

1.0 以下であるこ

と。ただし，地

震動のみによる

一次＋二次応力

の変動値が 2Ｓｙ

以下であれば疲

労解析は行わな

い。2) 
Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ
1) 

左欄の 1.5

倍の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

地震時の加

速度及び相

対変位に対

し機能が保

たれるよう

サポートの

スパン長 3)

を 大許容

ピッチ以下

に確保する

こと。 

－ － － 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

 

1)：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除

く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許

容値の 0.8 倍の値とする。 

2)：２Ｓｙを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME 

S NC1」PPB-3536(同(3)及び(6)を除く。また Smは 2／3 Sy

に読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

3)：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

② 配管類 

a．Ｓクラス 

 

耐

震 

重

要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般膜

応 力 

一次応力 

(曲げ応力

を含む。) 

一次＋ 

二次応

力 

一次＋ 

二次＋ 

ピーク

応 力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと 0.6

Ｓｕの小さ

い方。 

ただし，オ

ーステナイ

ト系ステン

レス鋼及び

高ニッケル

合金につい

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。1)  

Ｓｙ 

ただし，オ

ーステナイ

ト系ステン

レス鋼及び

高ニッケル

合金につい

ては上記値

と 1.2Ｓと

の大きい

方。 

Ｓｄ又はＳＳ地震

動のみによる疲

労解析を行い，

疲労累積係数が

1.0 以下であるこ

と。ただし，地

震動のみによる

一次＋二次応力

の変動値が 2Ｓｙ

以下であれば疲

労解析は行わな

い。2) 
Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ
1) 

左欄の 1.5

倍の値 

ダ 

ク 

ト 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

地震時の加

速度及び相

対変位に対

し機能が保

たれるよう

サポートの

スパン長 3)

を 大許容

ピッチ以下

に確保する

こと。 

－ － － 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

 

1)：軸力による全断面平均応力については，配管(ダクトを除

く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜応力の許

容値の 0.8 倍の値とする。 

2)：２Ｓｙを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME 

S NC1」PPB-3536(同(3)及び(6)を除く。また Smは 2／3 Sy

に読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

3)：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

32 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

33 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

34 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

35 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

36 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

37 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 

耐震 

重要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般

膜応力 
一次応力 

一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応

力 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと

0.6Ｓｕの

小さい

方。 

ただし，

オーステ

ナイト系

ステンレ

ス鋼及び

高ニッケ

ル合金に

ついては

上記値と

1.2Ｓと

の大きい

方。 

左欄の 

1.5 倍の

値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動

のみによる疲労解析

を行い，疲労累積係

数が 1.0 以下である

こと。ただし，地震

動のみによる一次＋

二次応力の変動値が

２Sy以下であれば疲

労解析は行わない。
1) 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ 

左欄の 

1.5 倍の

値 

 

1)：２Syを超えるときは弾塑性解折を行う。この場合「JSME S 

NC1」PVB-3300(同 PVB-3313 を除く。また Smは 2／3 Syと

読み替える。)の簡易弾塑性解析を用いる。 

 

③ ポンプ 

ａ．Ｓクラス 

耐震 

重要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般

膜応力 
一次応力 

一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応

力 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

Ｓｙと

0.6Ｓｕの

小さい

方。 

ただし，

オーステ

ナイト系

ステンレ

ス鋼及び

高ニッケ

ル合金に

ついては

上記値と

1.2Ｓと

の大きい

方。 

左欄の 

1.5 倍の

値 

Ｓｄ又はＳｓ地震動

のみによる疲労解析

を行い，疲労累積係

数が 1.0 以下である

こと。ただし，地震

動のみによる一次＋

二次応力の変動値が

２Sy以下であれば疲

労解析は行わない。
1) 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

0.6Ｓｕ 

左欄の 

1.5 倍の

値 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

38 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 

プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

39 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

40 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

    

216



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

41 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

42 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

    

218



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

43 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

④ 弁(弁箱) 

耐震 

重要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般

膜応力 
一次応力 

一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応

力 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

――――――――――――――――――       1) 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

Ｂ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＢ 

Ｃ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＣ 

 

1)：弁の肉厚が接続配管と同等で，特に大きな駆動部を有する

電動弁，空気作動弁については，「JSME S NC1」VVB-3300

の評価を行う。ただし，地震時に過大な応力の発生を防ぐ

処置が講じられているものは，この限りではない。 

 

④ 弁(弁箱) 

耐震 

重要

度 

荷重

の 

組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般

膜応力 
一次応力 

一 次 ＋ 

二次応力 

一 次 ＋ 

二 次 ＋ 

ピーク応

力 

Ｓ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

Ｓｄ 

――――――――――――――――――       1) 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＳ 

Ｂ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＢ 

Ｃ 

Ｄ＋

Ｐｄ＋

Ｍｄ＋

ＳＣ 

 

1)：弁の肉厚が接続配管と同等で，特に大きな駆動部を有する

電動弁，空気作動弁については，「JSME S NC1」VVB-3300

の評価を行う。ただし，地震時に過大な応力の発生を防ぐ

処置が講じられているものは，この限りではない。 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

44 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

45 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

46 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

47 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

48 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

49 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

50 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

51 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

52 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

53 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

54 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

55 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

56 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

57 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

58 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

59 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

60 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

    

236



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

61 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

62 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

63 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

64 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

⑥ 埋込金物 

 
注記 1)：許容限界(許容値)は，常温における物性値を用いて

算出する。 

2)：埋込板の評価では，コンクリート支圧による許容荷

重が引張荷重による許容荷重より大きいことから，

引張荷重を許容荷重として設定する。 

 

 

記号の説明 

Ac ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積 

Fc ：コンクリートの設計基準強度 

scA：スタッドジベル1本当たりの断面積 

Ec ：コンクリートの縦弾性係数 

⑥ 埋込金物 

 
1)：許容限界(許容値)は，常温における物性値を用いて算出す

る。 

2)：埋込板の評価では，コンクリート支圧による許容荷重が引

張荷重による許容荷重より大きいことから，引張荷重を許

容荷重として設定する。 

 

 

記号の説明 

Ac ：コンクリートのコーン状破壊面の有効投影面積 

Fc ：コンクリートの設計基準強度 

scA：スタッドジベル1本当たりの断面積 

Ec ：コンクリートの縦弾性係数 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

表現上の差異

（「Ⅳ－１－１

－１１－１ 配

管の耐震支持方

針」記載内容と

整合を図った。

以下同様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

許容応力 

状態 

(供用状態) 

ベース 

プレート1) 
スタッドジベル1) コンクリート1) 

曲げ応力 

(MPa) 

引張応力2) 

(MPa) 

せん断応力 

(MPa) 

引張荷重2) 

(N) 

せん断荷重 

(N) 

圧縮 

応力 

(MPa) 

(A，B) fb ft fs 0.3×0.31×Ac Fc 0.4×0.5scA Ec∙Fc 
Fc
3
 

ⅢA 

ⅢAS 
1.5fb 1.5ft 1.5fs 0.45×0.31×Ac F 0.6×0.5scA Ec∙Fc 2×

Fc
3
 

ⅣA 

ⅣAS 
1.5fb

* 1.5ft
* 1.5fs

* 0.6×0.31×Ac Fc 0.8×0.5scA Ec∙Fc 0.75×Fc 

 

許容応力 

状態 

(供用状態) 

ベース 

プレート1) 
スタッドジベル1) コンクリート1) 

曲げ応力 

(MPa) 

引張応力2) 

(MPa) 

せん断応力 

(MPa) 

引張荷重2) 

(N) 

せん断荷重 

(N) 

圧縮 

応力 

(MPa) 

(A，B) fb ft fs 0.3×0.31×Ac Fc 0.4×0.5scA Ec∙Fc 
Fc
3
 

ⅢA 

ⅢAS 
1.5fb 1.5ft 1.5fs 0.45×0.31×Ac F 0.6×0.5scA Ec∙Fc 2×

Fc
3
 

ⅣA 

ⅣAS 
1.5fb

* 1.5ft
* 1.5fs

* 0.6×0.31×Ac Fc 0.8×0.5scA Ec∙Fc 0.75×Fc 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

65 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

66 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

67 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

68 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

69 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

70 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

71 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

72 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

73 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

① 容器 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

① 容器 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

差異なし。 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 一 次 応 力 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，オーステナイト系ス

テンレス鋼及び高ニッケル合

金については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト系ス

テンレス鋼及び高ニッケル合

金については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方。 Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 

 

耐震 

重要度 
荷重の組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 一 次 応 力 

Ｂ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＢ Ｓｙと 0.6Ｓｕの小さい方。 

ただし，オーステナイト系ス

テンレス鋼及び高ニッケル合

金については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方。 

Ｓｙ 

ただし，オーステナイト系ス

テンレス鋼及び高ニッケル合

金については上記値と 1.2Ｓ

との大きい方。 Ｃ Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍｄ＋ＳＣ 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

74 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

75 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

76 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

77 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

② 配管類 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

耐

震 

重

要

度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一  次  応 

力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｂ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの

小さい方。 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大

きい方 1)。 

Ｓｙ 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大き

い方。 

Ｃ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 

ダ
ク
ト 

Ｂ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 

地震時の加速度

及び相対変位に

対し機能が保た

れるようサポー

トのスパン長 2)

を 大許容ピッ

チ以下に確保す

ること。 

－ 

Ｃ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 

 

1)：軸力による全断面平均応力については，Sクラスの配管(ダ

クトを除く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜

応力の許容値の 0.8 倍の値とする。 

2)：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

② 配管類 

b．Ｂ，Ｃクラス 

 

耐

震 

重

要

度 

荷重の 

組合せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 
一  次  応 

力 

配
管(

ダ
ク
ト
を
除
く
。)

 

Ｂ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの

小さい方。 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大

きい方 1)。 

Ｓｙ 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大き

い方。 

Ｃ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 

ダ
ク
ト 

Ｂ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＢ 

地震時の加速度

及び相対変位に

対し機能が保た

れるようサポー

トのスパン長 2)

を 大許容ピッ

チ以下に確保す

ること。 

－ 

Ｃ 

Ｄ＋Ｐ

ｄ＋Ｍｄ

＋ＳＣ 

 

1)：軸力による全断面平均応力については，Sクラスの配管(ダ

クトを除く。)におけるＳｄとの荷重の組合せの一次一般膜

応力の許容値の 0.8 倍の値とする。 

2)：支持間隔を座屈限界長さ以下に設定する。 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

78 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

③ ポンプ 

b．Ｂ，Ｃクラス 

耐震 

重要

度 

荷重の組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 

一 次 応 力 

(曲げ応力を含

む。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍ

ｄ＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの

小さい方。 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大

きい方。 

Ｓｙ 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大

きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍ

ｄ＋ＳＣ 

 

③ ポンプ 

b．Ｂ，Ｃクラス 

耐震 

重要

度 

荷重の組合

せ 

許   容   限   界 

一次一般膜応力 

一 次 応 力 

(曲げ応力を含

む。) 

Ｂ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍ

ｄ＋ＳＢ 

Ｓｙと 0.6Ｓｕの

小さい方。 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大

きい方。 

Ｓｙ 

ただし，オース

テナイト系ステ

ンレス鋼及び高

ニッケル合金に

ついては上記値

と 1.2Ｓとの大

きい方。 

Ｃ 
Ｄ＋Ｐｄ＋Ｍ

ｄ＋ＳＣ 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

79 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

【再掲】 

 

 

【再掲】 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

80 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

81 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

82 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

83 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

84 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

85 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

86 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

87 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

88 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

89 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

90 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

91 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

92 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

（第 3.-1 表(1)

に記載した。以

下同様。） 

記載方針の差異

(施設共通の記載

とした。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

93 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

第 3.-2 表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備分類 1) 
荷重の組

合せ 2) 
許 容 限 界 

選定において基準

地震動を 1.2 倍し

た地震力を考慮す

る設備が設置され

る重大事故等対処

施設 

Ｄ＋Ｌ＋

ＬＳ＋1.2

Ｓｓ 

要求機能が維持される

こととする。 

地震を要因として

発生する重大事故

等に対処する重大

事故等対処設備が

設置される重大事

故等対処施設 

Ｄ＋Ｌ＋

ＬＳ＋1.2

Ｓｓ 

要求機能が維持される

こととする。 

1)：選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮

する設備又は地震を要因として発生する重大事故等

に対処する重大事故等対処設備に該当する部位を示

す。 

2)：地震力と組み合わせる荷重には，この他，建物・構

築物の実況に応じて，土圧，水圧等を考慮するもの

とする。なお，重大事故等時の状態で施設に作用す

る荷重については，前述の基準地震動との組合せに

対する評価によるものとする。 

 

記号の説明 

Ｄ   ：固定荷重 

Ｌ   ：積載荷重 

ＬＳ   ：積雪荷重(短期事象との組合せ用) 

1.2Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓを 1.2 倍した地震力 

 

第 3.-2 表 重大事故等対処施設 荷重の組合せ及び許容限界 

(1) 建物・構築物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

設備分類 1) 
荷重の組

合せ 2) 
許 容 限 界 

選定において基準

地震動を 1.2 倍し

た地震力を考慮す

る設備が設置され

る重大事故等対処

施設 

Ｄ＋Ｌ＋

ＬＳ＋1.2

Ｓｓ 

要求機能が維持される

こととする。 

地震を要因として

発生する重大事故

等に対処する重大

事故等対処設備が

設置される重大事

故等対処施設 

Ｄ＋Ｌ＋

ＬＳ＋1.2

Ｓｓ 

要求機能が維持される

こととする。 

1)：選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮

する設備又は地震を要因として発生する重大事故等

に対処する重大事故等対処設備に該当する部位を示

す。 

2)：地震力と組み合わせる荷重には，このほか，建物・

構築物の実況に応じて，土圧，水圧等を考慮するも

のとする。なお，重大事故等時の状態で施設に作用

する荷重については，前述の基準地震動との組合せ

に対する評価によるものとする。 

 

記号の説明 

Ｄ   ：固定荷重 

Ｌ   ：積載荷重 

ＬＳ   ：積雪荷重(短期事象との組合せ用) 

1.2Ｓｓ ：基準地震動Ｓｓを1.2倍した地震力 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

記載方針の差異 

（施設共通の記

載とした。以下

同様。） 

 

 

 

 

 

プラント固有(地

震を要因とする

重大事故等に対

する施設の評価

内容に応じた記

載とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

94 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

第 3.-3 表 地震力と積雪荷重，風荷重の組合せ 

項目 
施設の配

置 

荷重の種類 

積雪 1) 風 1) 

建物・構

築物 
屋外 2) 〇3) 〇4) 

機器・配

管系 

屋外 2) 〇3) 〇4) 

屋内 － － 

1)：組み合わせる荷重は，添付書類「Ⅵ－１－１

－１－１－１ 再処理施設の自然現象等によ

る損傷の防止に関する基本方針」に基づくも

のとし，積雪荷重については，六ヶ所村統計

書における観測記録上の極値 190 cm に，「建

築基準法施行令」第八十二条に定めるところ

の建築基準法の多雪区域における積雪荷重と

地震荷重の組合せを適用して，平均的な積雪

荷重を与えるための係数 0.35 を考慮する。ま

た，風荷重については，「Ｅの数値を算出す

る方法並びにＶＤ及び風力係数を定める件」

(平成 12 年 5 月 31 日建設省告示第 1454 号)

に定められた六ヶ所村の基準風速 34 m/s とす

る。なお，風荷重は平均的な風荷重とするた

め，ガスト影響係数 Gf は 1 とする。 

2)：風荷重の影響が大きいと考えられる鉄骨架構

及びそれに類する構造物について，組合せを

考慮する。 

3)：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設

構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合

が無視できる施設を除く。 

4)：屋外に設置されている施設のうち，コンクリ

ート構造物等の自重が大きい施設を除く。 
 

 

第 3.-3 表 地震力と積雪荷重，風荷重の組合せ 

項目 
施設の配

置 

荷重の種類 

積雪 1) 風 1) 

建物・構

築物 
屋外 2) 〇3) 〇4) 

機器・配

管系 

屋外 2) 〇3) 〇4) 

屋内 － － 

1)：組み合わせる荷重は，添付書類「Ⅴ－１－１

－１ 加工施設の自然現象等による損傷の防

止に関する説明書」に基づくものとし，積雪

荷重については，六ヶ所村統計書における観

測記録上の極値 190cm に，「建築基準法施行

令」第八十二条に定めるところの建築基準法

の多雪区域における積雪荷重と地震荷重の組

合せを適用して，平均的な積雪荷重を与える

ための係数 0.35 を考慮する。また，風荷重に

ついては，「Ｅの数値を算出する方法並びに

ＶＤ及び風力係数を定める件」(平成 12 年 5

月 31 日建設省告示第 1454 号)に定められた六

ヶ所村の基準風速 34m/s とする。なお，風荷

重は平均的な風荷重とするため，ガスト係数

Gf は 1 とする。 

2)：風荷重の影響が大きいと考えられる鉄骨架構

及びそれに類する構造物について，組合せ考

慮する。 

3)：積雪による受圧面積が小さい施設，又は埋設

構造物等常時の荷重に対して積雪荷重の割合

が無視できる施設を除く。 

4)：屋外に設置されている施設のうち，コンクリ

ート構造物等の自重が大きい施設を除く。 
 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(次頁の内容を包

括して記載し

た。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

95 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

(前頁の表に包括

して記載した。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

96 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
第 3.-1 図 積雪荷重及び風荷重設定フロー 

 

 
第3.-1図 積雪荷重及び風荷重設定フロー 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

表現上の差異

（事業変更許可

申請書に合わせ

た記載とし

た。） 

 

 常時作用する荷重の設定※１

屋外に設置している
施設か

積雪荷重の影響が
大きい施設か

積雪荷重を考慮

検討対象外

風荷重の影響が
大きい施設か

風荷重を考慮 検討対象外

YES

NO

YES

NO※２

YES

NO※３

※１：構築物については，固定荷重（Ｄ）を考慮し，上載物の荷重を負
　　　担する又は影響を受ける構造である場合は，積載荷重（Ｌ）を組
　　　み合わせる。
　　　機器類については，死荷重（Ｄ）を考慮する。

※２
　・施設上部の受圧面積が小さい

※３
　・コンクリート構造物等の自重が大きい施設
　・風の受圧面積が小さい
　・壁等に囲われた場所に設置されており，直接風の影響を受けない
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

97 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4. 変位，変形の制限 

再処理施設として設置される建物・構築物，機器・配管系の

設計に当たっては，剛構造とすることを原則としており，地震

時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えることによ

り，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能は十分

維持される。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計

上の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設

備の機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

異なった建物・構築物間の取合部については，十分安全側に

算定された建物・構築物間相対変位に対し適切な間隔を設ける

こととし，異なった建物・構築物間を渡る配管系の設計におい

ては，十分安全側に算定された建物・構築物間相対変位に対し

配管ルート，支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収でき

るように考慮する。 

 

4.2  形状寸法管理に対する配慮 

形状寸法管理を行う設備のうち，平常運転時その破損又は機

能喪失により臨界を起こすおそれのあるものであって，地震時

において発生する変形量を制限する必要があるものは，これら

を配慮した設計とする。 

 

4. 変位，変形の制限 

ＭＯＸ燃料加工施設として設置される建物・構築物，機器・

配管系の設計に当たっては，剛構造とすることを原則としてお

り，地震時にこれらに生じる応力を許容応力値以内に抑えるこ

とにより，変位，変形に対しては特に制限を設けなくても機能

は十分維持される。 

しかしながら，地震により生起される変位，変形に対し設計

上の注意を要する部分については以下のような配慮を行い，設

備の機能維持が十分果たされる設計とする。 

 

4.1  建物・構築物間相対変位に対する配慮 

異なった建物・構築物間の取合部については，十分安全側に

算定された建物・構築物間相対変位に対し適切な間隔を設ける

こととし，異なった建物・構築物間を渡る配管系の設計におい

ては，十分安全側に算定された建物・構築物間相対変位に対し

配管ルート，支持方法又は伸縮継手の採用等でこれを吸収でき

るように考慮する。 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

表現上の差異 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

(施設に応じた

記載（削除）と

した。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

98 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震

設計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，その機器が要求される安

全機能を維持するため，回転機器及び弁の機種別に分類し，再

処理施設の耐震重要度に応じた応答加速度が，加振試験等の既

往の研究によって機能維持を確認した加速度(以下「動的機能

確認済加速度」という。)以下とする設計とするか，若しくは

応答加速度による解析等により機能維持を満足する設計とす

る。 

具体的な評価手順については第 5.-1 図に示す。 

 

5. 機能維持 

5.1  動的機能維持 

動的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震

設計の基本方針」のうち「5.2(1) 動的機能維持」の考え方に

基づき，地震時及び地震後において，その機器が要求される安

全機能を維持するため，回転機器及び弁の機種別に分類し，Ｍ

ＯＸ燃料加工施設の耐震重要度に応じた応答加速度が，加振試

験等の既往の研究によって機能維持を確認した加速度(以下

「動的機能確認済加速度」という。)以下とする設計とする

か，又は応答加速度による解析等により機能維持を満足する設

計とする。 

具体的な評価手順については第5.-1図に示す。 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

記載方針の差異 

（施設共通の記

載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

99 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

100 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

(後次回申請にて

記載する。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

101 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 
※１ 加振試験より得た機能確認済加速度等を含む 

※２ 補強・交換等による対策 

 

第 5.-1 図 評価手順 

 

 
※１ 加振試験より得た機能確認済加速度等を含む 

※２ 補強・交換等による対策 

 

第5.-1図 評価手順 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

102 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.2  電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求され

る安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要

度に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

上記加振試験では，掃引試験により固有振動数を確認後，加

振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度以上

での動作確認を実施する。又は，実機を模擬した機器を当該機

器が設置される床における模擬地震波により加振して，動作確

認を実施する。 

 

5.3  気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の

放射線障害防止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時に放射性気

体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能を有する施

設の耐震重要度に応じた地震動に対して，構造強度を確保する

設計とする。 

 

 

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震

後において，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態に留ま

ることを基本とする。その状態に留まらない場合は，地震応答

解析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい量

が，設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維

持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.2  電気的機能維持 

電気的機能が要求される機器は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐

震設計の基本方針」のうち「5.2(2) 電気的機能維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，その機器に要求され

る安全機能を維持するため，安全機能を有する施設の耐震重要

度に応じた地震動に対して，要求される電気的機能が維持でき

ることを試験又は解析により確認し，当該機能を維持する設計

とする。 

 

 

 

上記加振試験では，掃引試験により固有振動数を確認後，加

振試験を実施し，当該機器が設置される床における加速度以上

での動作確認を実施する。または，実機を模擬した機器を当該

機器が設置される床における模擬地震波により加振して，動作

確認を実施する。 

 

5.3  気密性の維持 

気密性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 

耐震設計の基本方針」のうち「5.2(3) 気密性の維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の

放射線障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低

減，居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るため，事故時

に放射性気体の放出，流入を防ぐことを目的として，安全機能

を有する施設の耐震重要度に応じた地震動に対して，構造強度

を確保する設計とする。 

 

 

 

 

気密性の維持が要求される施設のうち，鉄筋コンクリート造

の施設は，施設区分に応じた地震動に対して，地震時及び地震

後において，耐震壁のせん断ひずみがおおむね弾性状態にとど

まることを基本とする。その状態に留まらない場合は，地震応

答解析による耐震壁のせん断ひずみから算定した空気漏えい量

が，設置する換気設備の性能を下回ることで必要な気密性を維

持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

表現上の差異 

(簡潔な記載とし

た。) 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本

方針」に記載し

た。) 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

103 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
5.4  遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本方針」のうち「5.2(4) 遮蔽性の維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の

放射線障害防止，再処理施設周辺の空間線量率の低減，居住性

の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コンクリート

造として設計することを基本とし，耐震重要度に応じた地震動

に対して構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さを確保する

ことで地震後における残留ひずみを小さくし，ひび割れがほぼ

閉塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しないこととするこ

とで遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

5.5  冷却機能の維持 

冷却機能の維持が要求される施設については，添付書類「Ⅳ

－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2(5) 冷却機能の

維持」の考え方に基づき，地震時及び地震後において，ガラス

固化体から発生する崩壊熱を，その熱量により生じる通風力に

より流れる冷却空気で適切に除去するために，耐震重要度に応

じた地震力に対して構造強度を確保する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4  遮蔽性の維持 

遮蔽性の維持が要求される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 

耐震設計の基本方針」のうち「5.2(4) 遮蔽性の維持」の考え

方に基づき，地震時及び地震後において，放射線業務従事者の

放射線障害防止，ＭＯＸ燃料加工施設周辺の空間線量率の低

減，居住性の確保及び放射線障害から公衆を守るため，鉄筋コ

ンクリート造として設計することを基本とし，耐震重要度に応

じた地震動に対して構造強度を確保し，遮蔽体の形状及び厚さ

を確保することで地震後における残留ひずみを小さくし，ひび

割れがほぼ閉塞し，貫通するひび割れが直線的に残留しないこ

ととすることで遮蔽性を維持する設計とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

(簡潔な記載とし

た。) 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（設備が有する

機能に応じた記

載とした。） 

 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（設備が有する

機能に応じた記

載（削除）とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

104 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

105 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.6  支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち「5.2(7) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時

及び地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支

持設備の耐震重要度，重大事故等対処施設の設備分類に応じた

地震動に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持

できる設計とする。 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

 

 

 

建物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基礎について

は終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁につ

いては 大せん断ひずみ度が「3. 構造強度の制限」による許

容限界を超えない設計とすることで，第 2.-1 表に示す設計用

地震力に対するＳクラス設備等に対する支持機能が維持できる

設計とする。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材

に発生する応力が「3. 構造強度の制限」による許容限界を超

えない設計とすることでＳクラス設備等の支持機能が維持でき

る設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん

断ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追

従する建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機

能を確保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が

相互に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に

渡る設備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計

とする。 

 

(2) 構築物(洞道)の支持機能の維持 

構築物(洞道)については，地震力が作用した場合において，

構造部材の曲げについては限界層間変形角又は曲げ耐力，せん

断についてはせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせるこ

とで機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

5.7  耐震重要施設のその他の機能維持 

安全冷却水及び冷水の漏えいを防止，閉じ込め機能，耐震重

要施設の計測制御系への空気供給の阻害防止，耐震重要施設と

一体構造である設備等は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の

基本方針」のうち「5.2(6) 耐震重要施設のその他の機能維

持」の考え方に基づき，耐震重要施設の性能，機能の維持又は

当該機能を阻害することを防止するために，耐震重要施設に適

用される基準地震動Ｓｓによる地震力により構造強度を確保す

る設計とする。 

5.5  支持機能の維持 

機器・配管系等の設備を間接的に支持する機能の維持が要求

される施設は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち「5.2(6) 支持機能の維持」の考え方に基づき，地震時

及び地震後において，被支持設備の機能を維持するため，被支

持設備の耐震重要度，重大事故等対処施設の設備分類に応じた

地震動に対して，構造強度を確保することで，支持機能が維持

できる設計とする。 

 

(1) 建物・構築物の支持機能の維持 

 

 

 

 

建物・構築物が鉄筋コンクリート造の場合は，基礎について

は終局耐力又は終局耐力時の変形を許容限界とし，耐震壁につ

いては 大せん断ひずみ度が「3. 構造強度の制限」による許

容限界を超えない設計とすることで，第 2.-1 表に示す設計用

地震力に対するＳクラス設備等に対する支持機能が維持できる

設計とする。鉄骨造の場合は，基準地震動Ｓｓに対して，部材

に発生する応力が「3. 構造強度の制限」による許容限界を超

えない設計とすることでＳクラス設備等の支持機能が維持でき

る設計とする。 

耐震壁以外の建物・構築物の部位に関しても，耐震壁がせん

断ひずみの許容限界を満足している場合は，耐震壁の変形に追

従する建物・構築物の部位の健全性も確保されており，支持機

能を確保していると考えることができる。 

また，各建物間に生じる地震時相対変位について，各建物が

相互に干渉しないよう適切な間隔を設けると同時に，各建物に

渡る設備からの反力に対しても十分な構造強度を確保する設計

とする。 

 

(2) 構築物(洞道)の支持機能の維持 

構築物(洞道)については，地震力が作用した場合において，

構造部材の曲げについては限界層間変形角又は曲げ耐力，せん

断についてはせん断耐力に対して妥当な安全余裕をもたせるこ

とで機器・配管系の支持機能が維持できる設計とする。 

 

 

 

 

5.6  耐震重要施設のその他の機能維持 

閉じ込め機能，耐震重要施設と一体構造である設備等は，添

付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」のうち「5.2 

 (5) 耐震重要施設のその他の機能維持」の考え方に基づき，

耐震重要施設の性能，機能の維持又は当該機能を阻害すること

を防止するために，耐震重要施設に適用される基準地震動Ｓｓ

による地震力により構造強度を確保する設計とする。 

 

 

表現上の差異(記

載を明確化し

た。) 

記載方針の差異

（(1)の冒頭を含

めた記載とし

た。） 

 

 

記載方針の差異

（5.6 の冒頭に記

載した。） 

 

表現上の差異(部

材毎の記載を明

確化した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載（削除）と

した。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

106 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

プラント固有

（該当なし。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－８，Ⅲ－１－１－８ 機能維持の基本方針） 

 

107 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5.8  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

a．建物・構築物 

ⅰ及びⅱに示す設備を設置する建物・構築物については，基

準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建物・構築物全体として

の変形能力について，質点系モデルによる地震応答解析の 大

せん断ひずみ度が 2.0×10-3を超えないこととする。 

構築物(洞道)については，構造部材の曲げについて限界層間

変形角又は終局曲率，せん断についてせん断耐力に対して妥当

な安全余裕をもたせることとする。 

ⅰ．選定において基準地震動を 1.2 倍した地震力を考慮する設

備 

ⅱ．地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故

等対処設備 

 

b. 機器・配管系 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう

に，設備のき裂，損壊等により水及び空気の供給又は放出経路

の維持等，重大事故等の対処に必要な機能が維持できるように

設計する。 

① 転倒，落下により，液体，気体又は固体状の放射性物質を

内包する閉じ込め部材を有する機器については，閉じ込め部材

の損壊等により漏えいしないことを確認する。 

② 臨界事故の発生を想定する機器については，変形，転倒に

より臨界計算において前提とした条件(形状寸法)が維持され臨

界に至らないことを確認する。 

③ 固体(容器等)の放射性物質を搬送する設備のうち落下又は

転倒防止機能を有する搬送設備については，当該設備の破損に

より容器等が落下又は転倒しないことを確認する。 

④ ガラス固化体の崩壊熱除去機能維持に関わる施設について

は，その施設の損壊により冷却空気の流路が閉塞しないことを

確認する。 

⑤ 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所におけ

る地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとと

もに，動的機器については加振試験等により重大事故等の対処

に必要な機能が損なわれないことを確認する。 

なお，これら重大事故等に対処するための機能維持の確認に

当たっては，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至ら

ず，その施設の必要な機能が損なわれないことを確認すること

とし，評価条件については液体比重，温度等の実運転条件，実

構造に則した減衰定数の適用，弾塑性解析等を用いてもよい。 

5.7  重大事故等対処施設のその他の機能維持 

(1) 建物・構築物 

以下 a.及び b.に示す設備を設置する建物・構築物について

は，基準地震動を 1.2 倍した地震力に対する建物・構築物全体

としての変形能力について，質点系モデルによる地震応答解析

の 大せん断ひずみ度が 2.0×10-3を超えないこととする。 

 

 

 

a. 選定において基準地震動を1.2倍した地震力を考慮する設

備 

b. 地震を要因として発生する重大事故等に対処する重大事故

等対処設備 

 

(2) 機器・配管系 

重大事故等に対処するために必要な機能が損なわれないよう

に，設備のき裂，損壊等により放出経路の維持等，重大事故等

の対処に必要な機能が維持できるように設計する。 

 

a. 露出したＭＯＸ粉末を取り扱い，さらに火災源を有するグ

ローブボックスについては，パネルにき裂や破損が生じないこ

と及び転倒しないことを確認する。 

b. 上記a.のグローブボックスの内装機器については，放射性

物質(固体)の閉じ込めバウンダリを構成する容器等を保持する

設備の破損により，容器等が落下又は転倒しないこと。 

 

 

 

 

 

 

c. 可搬型重大事故等対処設備については，各保管場所におけ

る地震力に対して，転倒しないよう固縛等の措置を講ずるとと

もに，動的機器については加振試験等により重大事故等の対処

に必要な機能が損なわれないことを確認する。 

なお，これら重大事故等に対処するための機能維持の確認に当

たっては，塑性変形する場合であっても破断延性限界に至ら

ず，その施設の必要な機能が損なわれないことを確認すること

とし，評価条件については液体比重，温度等の実運転条件，実

構造に則した減衰定数の適用，弾塑性解析等を用いてもよい。 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

(施設に応じた

記載とした。) 

283



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－９，Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目次 

1. 概要 

2. 構造計画上の配慮 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力・強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 

 

Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点 

 

目次 

1. 概要 

2. 構造計画上の配慮 

2.1  建物・構築物 

2.2  機器・配管系 

3. 材料の選択 

3.1  建物・構築物 

3.2  機器・配管系 

4. 耐力・強度等に対する制限 

4.1  建物・構築物 

4.2  機器・配管系 

5. 品質管理上の配慮 

5.1  建物・構築物 

5.2  機器・配管系 

 

図書名称，図書

構成の差異 

（以下同様。） 

プラント固有

（既設工認の使

用前検査の項目

に合わせた。） 

図書名称の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－９，Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

再処理施設は，安全性及び信頼性の見地から，通常運転時

荷重に対してのみならず，地震時荷重等の短期間に作用する

設計荷重に対して耐えるように設計する必要がある。 

 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値と

して定められているが，重要施設の構造安全性を一層高める

ためには，その構造体のダクティリティを高めるように設計

することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，ダ

クティリティを維持するために必要と考えられる構造計画，

材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の配

慮を各項目別に説明するものである。 

 

なお，構造特性等の違いから施設を建物・構築物と機器・

配管系に分けて示す。 

 

 

 

 

2. 構造計画上の配慮 

2.1  建物・構築物 

再処理施設の主要な建物・構築物の構造は，原則として

鉄筋コンクリート造(一部を鉄骨鉄筋コンクリート造，鉄

骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造としたものを

含む。)とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器

の配置を考慮しながらつとめて剛構造体になるよう配慮

し，鉛直荷重がスムーズに基礎に伝達されるよう配慮し構

造壁の有効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが

多く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分

担する。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の

耐震一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛

性は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメ

ントができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定

め，ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に

対する耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝

達させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させ

る。 

1. 概要 

ＭＯＸ燃料加工施設は，安全性及び信頼性の見地から，通

常運転時荷重に対してのみならず，地震時荷重等の短期間に

作用する設計荷重に対して耐えるように設計する必要があ

る。 

これらの設計荷重は，強度設計の立場から，安全側の値と

して定められているが，重要施設の構造安全性を一層高める

ためには，その構造体のダクティリティを高めるように設計

することが重要である。 

本資料は，添付書類「Ⅲ－１－１ 耐震設計の基本方針」

のうち，「8. ダクティリティに関する考慮」に基づき，ダ

クティリティを維持するために必要と考えられる構造計画，

材料の選択，耐力・強度等に対する制限及び品質管理上の配

慮を各項目別に説明するものである。 

 

なお，構造特性等の違いから施設を建物・構築物と機器・

配管系に分けて示す。 

 

 

 

 

2. 構造計画上の配慮 

2.1  建物・構築物 

ＭＯＸ燃料加工施設の主要な建物・構築物の構造は，原

則として鉄筋コンクリート造(一部を鉄骨鉄筋コンクリー

ト造，鉄骨造又は鉄骨鉄筋コンクリート造及び鉄骨造とし

たものを含む。)とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

構造方式としては，壁構造とし，その床及び壁体は機器

の配置を考慮しながらつとめて剛構造体になるよう配慮

し，鉛直荷重がスムーズに基礎に伝達されるよう配慮し構

造壁の有効性を高める。 

内外壁は放射線遮蔽壁としての機能を要求されることが

多く，そのために壁厚も厚く，地震時水平力はこの壁で分

担する。 

また，床スラブも壁同様，放射線遮蔽上の考慮と建屋の

耐震一体構造化の配慮から厚くするため，このスラブの剛

性は大きくなっている。 

構造全体としての剛心と重心の偏心によるねじれモーメ

ントができる限り小さくなるように壁の配置及び壁厚を定

め，ダクティリティを確保するために最も重要なせん断に

対する耐力を増加させるよう十分な配筋を行う。 

基礎はべた基礎で上部構造に生じる応力を支持地盤に伝

達させるに十分な剛性を持ち，原則として岩盤に支持させ

る。 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

(「Ⅳ－１－１ 

耐震設計の基本

方針」に記載し

た。) 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

した。) 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－９，Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.2  機器・配管系 

 

 

 

 

機器・配管系は構造上，切欠き等，応力集中が生じるよ

うな設計はできるだけ避けるよう留意する。さらに，製

作，施工面からも，このような脆弱な部分を作らないた

め，溶接及び加工しやすい構造，配置とするとともに，熱

処理等によりできる限り残留応力を除去する製作法を採用

する。 

また，必要な場合には疲労解析を行い，疲労破壊に対し

て十分な余裕を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なるこ

となく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれ

た配管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の

余裕を向上させるものとする。 

2.2  機器・配管系 

 

 

 

 

機器・配管系は構造上，切欠き等，応力集中が生じるよ

うな設計はできるだけ避けるよう留意する。さらに，製

作，施工面からも，このような脆弱な部分を作らないた

め，溶接及び加工しやすい構造，配置とするとともに，熱

処理等によりできる限り残留応力を除去する製作法を採用

する。 

また，必要な場合には疲労解析を行い，疲労破壊に対し

て十分な余裕を持つことを確認する。 

 

配管系に関しては，同一経路内で著しく剛性が異なるこ

となく，応力集中が生じないような全体のバランスのとれ

た配管経路及び支持構造計画を立て，系全体の強度設計の

余裕を向上させるものとする。 

 

 

 

表現上の差異(本

資料の概要と同

じため省略。) 

 

表現上の差異(記

載を明確化し

た。) 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

差異なし。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－９，Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3. 材料の選択 

 
 
 
3.1  建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は，「建築基準法・同施

行令」等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建

築工事標準仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設にお

ける鉄筋コンクリート工事(2013 改定)」(以下「JASS 

5N」という。)，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－(1999 改定)」等，鉄骨材料は

「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」(2005 改定) 等

により選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 材料の選択  

 
 
 
3.1  建物・構築物 

建物・構築物に使用される材料は，「建築基準法・同施

行令」等に準拠し，鉄筋コンクリート材料については「建

築工事標準仕様書・同解説 JASS 5N 原子力発電所施設にお

ける鉄筋コンクリート工事(2013 改定)」(以下「JASS 

5N」という。)，「鉄筋コンクリート構造計算規準・同解

説－許容応力度設計法－(1999 改定)」等，鉄骨材料は

「鋼構造設計規準－許容応力度設計法－」(2005 改定)等

により選定する。 

 

 

 

表現上の差異(本

資料の概要と同

じため省略。) 

 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一させ発行元は

記載しない。) 

 

 

記載方針の差異

(上述の規格，基

準記載内容であ

るため省略。) 

差異なし。 

287



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－９，Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.2  機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地

から信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術

基準」(昭和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成

15 年７月 29 日経済産業省告示第 277 号)，「発電用原子

力設備規格設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含

む))〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉JSME S NC1」等に示されるも

の及び再処理施設の使用環境等を考慮し，化学プラント，

火力プラントや国内外の原子力プラントにおいて使用実績

があるものや，その材料特性が十分把握されているものを

使用する。 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規

格，基準に示される炭素鋼，オーステナイト系ステンレス

鋼及び非鉄金属を用いる。 

 

 

 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，

破壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成

形加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用す

る。 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

(5) 閉じ込め部又は耐圧部に使用する材料は，取り扱う放射

性物質の濃度，腐食環境(硝酸濃度，使用温度)等の条件

を考慮して定めた指定材料又はこれと同等以上の特性を

有する材料を選定する。 

 

3.2  機器・配管系 

機器・配管系に使用される構造材料は，安全運転の見地

から信頼性の高いものが必要である。 

したがって，「発電用原子力設備に関する構造等の技術

基準」(昭和 55 年通商産業省告示 501 号，最終改正平成 15

年 7 月 29 日経済産業省告示第 277 号)，「発電用原子力設

備規格設計・建設規格(2005 年版(2007 年追補版を含む))

〈第Ⅰ編 軽水炉規格〉JSME S NC1」等に示されるもの及

びＭＯＸ燃料加工施設の使用環境等を考慮し，化学プラン

ト，火力プラントや国内外の原子力プラントにおいて使用

実績があるものや，その材料特性が十分把握されているも

のを使用する。 

 

機器・配管系に使用される材料の鋼種は，原則として規

格，基準に示される炭素鋼，オーステナイト系ステンレス

鋼及び非鉄金属を用いる。 

 

 

 

特に考慮すべき事項を以下に示す。 

(1) 均質な組成と機械的性質を持ち，強度上有意な影響を及

ぼす可能性のある欠陥がない材料を使用する。 

(2) 使用温度及び供用期間中に対し，著しい材料強度特性，

破壊靭性の低下が生じにくい材料を使用する。 

 

 

 

(3) 素材として優れた特性を有するとともに，溶接施工，成

形加工においても，その優れた特性を持つ材料を使用す

る。 

(4) 溶接材料は，溶接継手部が母材と同等の性能が得られる

よう選定する。 

 

(5) 閉じ込め部又は耐圧部に使用する材料は，取り扱う放射

性物質の濃度，腐食環境(使用温度)等の条件を考慮して

定めた指定材料又はこれと同等以上の特性を有する材料

を選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(施

設に応じた記載

とした。簡潔な

記載とした。) 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（設備が有する

機能に応じた記

載（削除）とし

た） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－９，Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4. 耐力・強度等に対する制限 

 

 

 

 

 

 

4.1  建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する規格，基準としては，

「建築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説－許容応力度設計法－」(1999 改定)，「原

子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2005 制

定)」，「鋼構造設計規準－許容応力度設計法(2005 改

定)」等があり，これらの規格，基準を適用する。 

 

 

 

 

 

4.2  機器・配管系 

機器・配管系の構造強度設計においては，適切な基準等

を適用し，延性破壊，疲労破壊等に関して材料選定に対す

る配慮に加え応力を制限する。 

以下に機器・配管系のダクティリティを維持するために

必要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

(1) 疲労破壊が生じないように添付書類「Ⅳ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行うととも

に，必要に応じて疲労解析を行う。 

(2) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(3) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(4) 応力腐食割れが生じないように，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 

 

4. 耐力・強度等に対する制限 
 
 
 
 
 
 
 
4.1  建物・構築物 

建物・構築物の強度設計に関する規格，基準としては，

「建築基準法・同施行令」，「鉄筋コンクリート構造計算

規準・同解説－許容応力度設計法－」(1999 改定)，「原

子力施設鉄筋コンクリート構造計算規準・同解説(2005 制

定)」，「鋼構造設計規準－許容応力度設計法(2005 改

定)」等があり，これらの規格，基準を適用する。 

 

 

 

 

 

4.2  機器・配管系 

機器・配管系の構造強度設計においては，適切な基準等

を適用し，延性破壊，疲労破壊等に関して材料選定に対す

る配慮に加え応力を制限する。 

以下に機器・配管系のダクティリティを維持するために

必要な破壊防止の基本的考え方を示す。 

 

 

 

 

 

 

(1) 疲労破壊が生じないように添付書類「Ⅲ－１－１－８ 

機能維持の基本方針」に基づき応力制限を行うととも

に，必要に応じて疲労解析を行う。 

(2) 座屈現象が生じないように，発生荷重を許容座屈荷重以

下に制限する。 

(3) クリープに関しては，使用温度において供用期間中に支

障が生じないように材料を選定する。 

(4) 応力腐食割れが生じないように，材料選定及び残留応力

の低減等の配慮を行う。 

 

 

 

表現上の差異(本

資料の概要と同

じため省略。) 

 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－９，Ⅲ－１－１－９ 構造計画，材料選択上の留意点） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持す

るためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選

択及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，計

画，設計した耐力・強度等が得られるように品質管理の上で

も十分な配慮を行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設

計した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意

すべき事項を示す。 

5.1  建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は，別紙五「設計及び工

事に係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダ

クティリティを保証する意味で特に留意する項目を以下に

示す。 

(1) 材料管理 

コンクリート(遮蔽要求部分の密度)，鉄筋，鋼材につい

て，規定の仕様を満たしていることを確認する。 

(2) 構造管理 

鉄筋の組み立てについては，鉄筋量，かぶり厚さ，定着

長さ及び継手長さについて，コンクリートの打上がりに

ついては，主要寸法及び断面寸法が，所定の許容差内に

納まっていることを確認する。 

 

 

 

 

(3) 強度管理 

コンクリートの圧縮強度が所定の値以上であることを確

認する。 

 

5.2  機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，別紙五「設計及び工

事に係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダ

クティリティを保証する意味で特に留意する項目を以下に

示す。 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

 

 

 

(2) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行

われていることを確認する。 

(3) 保守・点検 

据付け後も巡視点検，自主検査等及び保全等必要な管理

を行う。 

5. 品質管理上の配慮 

建物・構築物及び機器・配管系のダクティリティを維持す

るためには前項で示したように構造計画上の配慮，材料の選

択及び耐力・強度等に対する制限に留意するとともに，計

画，設計した耐力・強度等が得られるように品質管理の上で

も十分な配慮を行う。 

以下に建物・構築物及び機器・配管系について，計画，設

計した耐力・強度等が得られるように，品質管理上特に留意

すべき事項を示す。 

5.1  建物・構築物 

建物・構築物に対する品質管理は，別添Ⅳ「設計及び工

事に係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダ

クティリティを保証する意味で特に留意する項目を以下に

示す。 

(1) 材料管理 

コンクリート(遮蔽要求部分の密度)，鉄筋，鋼材につい

て，規定の仕様を満たしていることを確認する。 

(2) 構造管理 

鉄筋の組み立てについては，鉄筋量，かぶり厚さ，定着

長さ及び継手長さについて，コンクリートの打上がりに

ついては，主要寸法及び断面寸法が，所定の許容差内に

納まっていることを確認する。 

 

 

 

 

(3) 強度管理 

コンクリートの圧縮強度が所定の値以上であることを確

認する。 

 

5.2  機器・配管系 

機器・配管系に対する品質管理は，別添Ⅳ「設計及び工

事に係る品質マネジメントシステム」に基づき行うが，ダ

クティリティを保証する意味で特に留意する項目を以下に

示す。 

(1) 材料管理 

素材，溶接材料について設計仕様書等に示すものが使用

されていることを確認する。 

 

 

 

(2) 製作・据付管理 

設計仕様書，設計図書等に示すとおり製作，据付けが行

われていることを確認する。 

(3) 保守・点検 

据付け後も巡視点検，自主検査等及び保全等必要な管理

を行う。 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

プラント固有(既

設工認を引用し

た記載とした。) 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(既

設工認を引用し

た記載とした。) 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 機器の耐震設計 

2.1  基本方針 

2.2  設計方針に基づく耐震性の確認 

3．支持構造物の設計 

3.1  設計手順 

4. 支持構造物，基礎ボルト及び基礎の設計 

4.1  支持構造物の設計 

4.2  基礎ボルトの設計 

4.3  基礎の設計方針 

5. その他特に考慮すべき事項 

 

（後次回で申請） 図書構成の差異  
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

機器の耐震設計においては，設計条件(耐震重要度，設

計温度，圧力，動的・静的機器)，再処理施設における環境

条件(地震，積雪，風，気温等)，形状，設置場所等を考慮

して各々に適した支持条件(拘束方向，支持反力，相対変位

等)を設定し，支持構造物を選定する。 
 

また，現地施工性や機器等の運転操作・保守点検の際

に支障とならないこと等についても配慮し設計する。 

本資料は，添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方

針」に基づき，機器の支持方法及び支持構造物の耐震設計

方針を説明するものである。 

 
 
2. 機器の耐震設計 

2.1  基本方針 

以下の方針に基づき機器の耐震設計を行う。 

(1) 重要な機器は，安定な地盤に支持された十分な強度・剛

性及び耐震性を有する建物・構築物内に設置する。 

(2) 原則として支持構造物を含めて剛構造とすることで建

物・構築物との共振を防止する設計とする。 

(3) 剛性を十分に確保できない場合は，機器系の振動特性に

応じた地震応答解析により，応力評価に必要な荷重等を

算定し，その荷重等に耐える設計とする。 

(4) 原則として重心位置は低くおさえる構造とする。 

(6) 原則として配管反力をできる限り機器にもたせない構造

とする。 

(5) 原則として偏心荷重を避ける構造とする。 

(7) 熱膨張を無視できない機器は熱膨張による変位を拘束し

ない構造とする。 

(10)動的機能が要求されるものについては地震時に機能を喪

失しない構造とする。 

(8) 内部構造物は原則として機器本体との相互作用を考慮し

た構造として，相互に影響を与えないように機器本体か

らサポートを介して取付ける構造とする。 

(9) 支持架構上に設置される機器については，原則として架

構を剛構造に設計するが，必要に応じて架構の剛性を考

慮する。 

 

2.2  設計方針に基づく耐震性の確認 

「2.1 基本方針」を踏まえて設計した機器の耐震性につ

いては，形状，構造特性等に応じた有限要素モデルや質点

系モデル等に置換し，有限要素法や定式化された計算式等

の評価方法を用いて確認する。 

また，確認した結果については，計算方法及び設備形状

により以下のとおり分類する。 

 

 

  

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.2.1  計算方法による分類 

計算方法による分類は，JEAG4601 を基に作成した定型

式を用いる計算及び計算機プログラムを用いる計算に分

類する。 

 

2.2.2  設備形状による分類 

設備形状による分類は，設備形状ごとの計算条件に応

じた分類として，設備の挙動を表現するための評価モデ

ルと拘束条件ごとに分類する。 

 

2.2.3  その他の分類 

加振試験結果により健全性を確認する可搬型設備等に

ついては，試験による単独の分類とする。 

 

耐震評価における構造強度評価上の分類は，２分類の計

算方法のいずれであっても，設備の挙動は設備形状による

ことから，分類としては設備形状の 12 分類に可搬型設備を

加えた以下の 13 分類となる。 

(1) スカート型設備 

(2) 横置型設備 

(3) 平底円型設備 

(4) 駆動設備 

(5) 盤，フィルタ 

(6) 架構型設備 

(7) 排気筒 

(8) 縦型円型設備 

(9) 固定式搬送設備 

(10)平板型設備 

(11)躯体一体型設備 

(12)搬送設備 

(13)可搬型設備 

 

機器の分類については，第 2.1 図「評価対象設備に対する分類

体系図」のとおり。 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

搬
送
設
備

耐震評価

機器 配管系

③ 標準支持間隔      
による評価

④ 計算機プログ　
ラムによる評価

（多質点系はりモデル）

固定式 固定式

等分布荷重
単純支持

支持部固定

管
（直管部分）

管
（実形状）

　　　　　　　　・添付Ⅳ-1-1-11
　　　　　　　　　配管類の耐震支持方針

① 定型式による
　 評価

② 計算機プログラ
ムによる評価
（解析モデル）

固定式 移動式

床支持 壁支持 移動式躯体直接固定

架
構
型
設
備

躯
体
一
体
型
設
備

横
置
型
設
備

駆
動
設
備

平
底
型
設
備

盤
，
フ
ィ
ル
タ

固
定
式
搬
送
設
備

平
板
型
設
備

縦
型
円
型
設
備

ス
カ
ー
ト
型
設
備

排
気
筒

　　　　　　　　・添付Ⅳ-1-1-10　機器の耐震支持方針
　　　　　　　　・添付Ⅳ-1-2-1　 機器の耐震性に関する計算書作成の基本方針
　　　　　　　　　　　　　　　　 （別添-1　横置一胴円筒形容器　～　別添-47　中間支持横置円筒形容器）

注1）

注2）注2）

2分類

2分類

2分類

2分類

2分類

2分類

2分類

4分類

12分類

47分類

【評価内容】

 ①：定型式による評価方法

 ②：機器の振動特性に応じた解析モデルによる計算機　

　　  プログラムを用いた評価方法

 ③：配管系の直管部分を標準的な支持間隔に置換えた

　　  評価方法

 ④：配管の形状に応じた多質点系はりモデルによる計算

　　  機プログラムを用いた評価方法

注1）　可搬型設備等に対する評価としては，　

　　　 設備の形状によらず，加振試験による　

　　　 評価を行っていることから1分類とする。

注2）　機器形状の構造を踏まえ，より実機を　

　　　  表現する必要性に応じて評価方法を選       
　　　  定。

 
第 2.1 図 評価対象設備に対する分類体系図 

 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3．支持構造物の設計 

3.1  設計手順 

機器類の配置，構造計画に際しては，建物・構築物，配

管，ダクト等機器類以外の設備との関連，設置場所の環境

条件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を

行い，機器類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障と

ならないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を

行うよう考慮する。 

 

支持構造物の設計は，建物・構築物基本計画及び機器の

基本設計条件等から配置設計を行い，支持する機器，配管

の耐震計算，機能維持の検討により強度及び支持機能を確

認し，詳細設計を行う。 

機器支持構造物の設計手順を第 3.1-1 図に示す。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

地震荷重 熱荷重 機械荷重

機器主体構造設計
（構造形状，材料，板厚等）

圧力荷重

支持構造設計
（支持位置，支持方法，剛性等）

耐震計算

機能維持の検討

基礎図

Ｎｏ

Ｙｅｓ

構造図

 
第 3.1-1 図 機器支持構造物の設計手順 

 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4. 支持構造物，基礎ボルト及び基礎の設計 

4.1  支持構造物の設計 

(1) 設計方針 

支持構造物の設計は機器を剛に支持することを原則と

し，また機器の機能に影響のない範囲で，できる限り重心

を低くし，偏心荷重をおさえるよう設計する。 

また，熱膨張変位の大きいものについては，その変位を

不要に拘束することなく，自重，地震荷重等に対し，有効

な支持機能を有するよう設計する。 

 

(2) 荷重条件 

支持構造物設計に当たっては機器の自重，積載荷重，運

転荷重等の通常時荷重のほかに，地震荷重，事故時荷重を

含めて荷重の組合せを考慮する。 

また，屋外機器については積雪荷重，風荷重の屋外特有

の荷重を考慮する。 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

(3) 材料選定 

支持構造物は，機能材と構造材に分けて設計を行い，下

記に従い選定する。 

ａ．機能材 

耐圧母材の機能維持に必要であり，母材に直接接合され

ており構造物境界が明瞭でなく，当該支持構造材の部分的

損傷が直接母材の機能低下をもたらすおそれのある重要な

ものに使用する。 

また，部材については，容器と同等の応力算定を行い，

十分な強度を有するよう設計する。 

（代表例）容器の支持構造物取付用部材 

 

ｂ．構造材 

当該支持構造体が単に耐圧母材を支持することのみを目

的とするものであり，当該材と母材との構造物境界が明瞭

で，当該支持構造材の部分的損傷は直接母材の機能低下を

もたらさないようなものに使用する。 

また，部材については，鋼構造設計規準等に準拠して設

計する。 

 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

表現上の差異(明

確化した。) 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(明

確化した。) 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

表現上の差異(明

確化した。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4.2  基礎ボルトの設計 

(1) 設計方針 

機器の埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に

伝え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすように

設計する。 

埋込金物の選定は，機器の支持方法，支持荷重及び配置

を考慮する。なお，定着部は，原則としてボルトの限界引

き抜き力に対して，コンクリート設計基準強度及びせん断

力算定断面積による引き抜き耐力が上回るよう埋込深さを

算定し，基礎ボルトに対して十分な余裕を持つように設計

する。 

 

 

(2) 荷重条件 

基礎ボルトの設計は，機器から伝わる荷重に対し，その

荷重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せ

については添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方

針」に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

埋込金物は使用用途に合せて選定する。 
 
 

ａ．基礎ボルト形式(スリーブ付) 

タンク，ポンプ等，基礎ボルト本数が多く，比較的質量

が大きい機器に使用する。 

 
 

 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ｂ．基礎ボルト形式(スリーブ無し) 

基礎ボルト本数が少ない機器の支持構造物，比較的軽量

な機器，タンク等に使用する。 

 
 

 

 
ｃ．後打アンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置するも

のであり，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカを適用す

る。ただし，ケミカルアンカは，要求される支持機能が維

持可能な温度条件下において適用する。メカニカルアンカ

は，伝播される振動を考慮して適用する。 

後打アンカの設計は，JEAG4601 又は「各種合成構造設計

指針・同解説」(2010 年改定)に基づき設計する。また，ア

ンカメーカが定める施工要領に従い設置する。 

 
 
 

 
 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

表現上の差異(明

確化した。) 

 

記載方針の差異

(発行元は記載し

ない。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4.3  基礎の設計方針 

(1) 設計方針 

機器の基礎は，支持構造物から加わる自重，地震荷重に対

し，有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は，

機器の支持方法，支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

(2) 荷重条件 

基礎の設計は，機器から伝わる荷重に対し，その荷重成分

の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについては

添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

基礎は機器の種類，設置場所により，下記に従い選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ａ．屋内機器の基礎 

屋内に設置される機器の支持構造物は，建屋の床ある

いは壁を基礎として設置することから，建屋設計におい

ては，機器からの荷重を十分考慮した堅固な鉄筋コンク

リート造とする。 

機器を床に設置する場合，一般に基礎は水はけをよく

するため，かさ上げする。支持構造物は，鉄筋コンクリ

ート造に埋め込んだ基礎ボルトにより基礎に固定する。 

 

 

 

 

 

 

ｂ．屋外機器の基礎 

屋外に設置される機器は岩盤上の鉄筋コンクリート造

上に設置する。 

基礎は基礎自身の自重，地震荷重の他に基礎上に設置

される機器からの通常時荷重，地震時荷重，積雪荷重，

風荷重を考慮して十分強固となるよう設計する。 
機器支持構造物は一般に基礎中に埋め込んだ基礎ボル

トにより固定する。 

 

 表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(施工方法に関す

る内容は記載し

ない。) 

 

 

 

 

表現上の差異

(「Ⅳ－１－１－

８ 機能維持の

基本方針」の記

載に合わせた。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１０ 機器の耐震支持方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

5. その他特に考慮すべき事項 

(1) 機器と配管との接続部 

機器と配管の接続部に対しては，配管側のフレキシビリテ

ィでできる限り変位を吸収することとし，機器側管台部又は

支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサポー

ト設計において考慮する。 

 

(2) 動的機器の支持に対する考慮 

ポンプ，ファン等の動的機器に対しては地震力の他に機器

の振動を考慮して支持構造物の強度設計を行う。 

また，振動による軸芯のずれを起こさないよう，据付台の

基礎へのグラウト固定，取付ボルトの回り止め等の処置を行

う。 

 

(3) 建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては据付場所に応じ，建屋・構築物の共振領

域からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。ま

た，共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な

強度余裕を持つようにする。 

 

(4) 波及的影響の防止 

耐震重要度分類における下位クラスの機器の破損によって

上位クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置

等を考慮して設計するが，波及的影響が考えられる場合に

は，下位クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される

地震動に対して設計する。 

 

(5) 隣接する設備 

機器が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は，

地震，自重，熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干

渉しないようにする。保温材を施工する機器については，保

温材の厚みを含めても干渉しないようにする。 

 

(6) 材料の選定 

材料選定に当たっては，使用条件下における強度に配慮

し，十分な使用実績があり，材料特性が把握された安全上信

頼性の高いものを使用する。 

また，添付書類「Ⅳ－１－１－９ 構造計画，材料選択上

の留意点」の材料の選択方針に基づき，ダクティリティを持

つよう配慮する。 

 

  

記載の適正化(記

載内容に応じた

用語とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針）

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－11－１ 配管の耐震支持方針 （後次回で申請） 図書名称の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 配管の耐震支持方針 

1.1  概要 

1.2  配管の設計手順 

1.2.1  基本原則 

 

1.2.2  配管支持構造物の設計 

 

1.3  配管の設計 

1.3.1  基本方針 

1.3.1.1  配管の分類と解析方法 

1.3.1.2  配管の設計において考慮すべき事項 

1.3.2  多質点系はりモデルを用いた評価方法 

1.3.3  標準支持間隔を用いた評価方法 

1.3.3.1  直管部の支持間隔 

1.3.3.2  曲がり部の支持間隔 

1.3.3.3  集中質量部の支持間隔 

1.3.3.4  分岐部の支持間隔 

1.3.3.5  Ｚ形部の支持間隔 

1.3.3.6  門形部の支持間隔 

1.3.3.7  分岐＋曲がり部の支持間隔 

1.3.3.8  支持点の設定方法 

1.3.3.9  支持点を設定する上での考慮事項 

 

1.4 標準支持間隔を用いた評価方法に対する分類 

 

 

2. 支持構造物の設計 

2.1  概要 

2.2  設計の基本方針 

2.2.1  設計方針 

2.2.2  荷重条件 

2.2.3  種類及び選定 

2.2.4  支持構造物の設計において考慮すべき事項 

 

2.3  支持装置の設計 

2.3.1  概要 

2.3.2  支持装置の選定 

2.3.3  支持装置の使用材料 

2.3.4  支持装置の強度及び耐震評価方法 

2.3.4.1  定格荷重 

2.3.4.2  支持装置の強度計算式 

2.4  支持架構及び付属部品の設計 

2.4.1  概要 

2.4.2  設計方針 

2.4.3  荷重条件 

2.4.4  種類及び選定 

2.4.5  支持架構及び付属部品の選定 

2.4.6  支持架構及び付属部品の使用材料 

2.4.7  支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

2.5  埋込金物の設計 

2.5.1  概要 

2.5.2  埋込金物の設計 

2.5.3  基礎の設計 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.5.4  埋込金物の選定 

2.5.5  埋込金物の強度及び耐震評価方法 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. その他の考慮事項 

3.1  機器と配管の相対変位に対する考慮 

3.2  建屋・構築物との共振の防止 

3.3  波及的影響の防止 

3.4  隣接する設備 

3.5  材料の選定 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 配管の耐震支持方針 

1.1  概要 

本方針は,添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に

基づき,再処理施設の配管及びその支持構造物について,耐震

設計上十分安全であるように考慮すべき事項を定めたもので

ある。 

 

1.2  配管の設計手順 

1.2.1  基本原則 

配管の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1) 支持構造物は,剛な床,壁面等から支持することとする。 

(2) 支持構造物を含め建屋との共振を防止する。 

(3) 架台はり及び内部鉄骨から支持する場合は,これらの支持

部剛性と支持構造物の剛性を考慮して設計する。 

(4) 支持構造物は,拘束方向の支持点荷重に対して十分な強度

があり,かつ剛性を有するものを選定する。 

(5) 機器管台に接続される配管については,機器管台の許容荷

重を超えないように支持構造物の設計を行う。 

(6) 高温となる配管については,熱膨張変位を過度に拘束しな

い設計とする。 

(7) 熱膨張変位を過度に拘束しないために,配管系の剛性を十

分に確保できない場合は,配管系の振動特性に応じた地震応

答解析により必要な荷重等を算定し,その荷重等に耐える設

計とする。 

(8) 地震時の建屋間相対変位を考慮する場所については,その

変位に対して十分耐える設計とする。 

(9) 水撃現象が生じる可能性のある場所については,その荷重

に十分耐える設計とする。 

 

1.2.2  配管支持構造物の設計 

配管経路は建屋形状,機器配置計画とともに系統の運転条

件,機器等への接近性,保守点検性の確保を考慮した上,配管の

熱膨張による変位の吸収,耐震設計上の重要度分類に応じた耐

震性の確保に関し 適設計となるよう配置を決定する。また,

この際,配管内にドレンが溜まったり,エアポケットが生じた

りしないようにするとともに,水撃現象の生じる可能性のある

ものについては十分に配慮するものとする。 

地震による建屋間等相対変位を考慮する必要のある場所に

配置されるものについては,その変位による変形に対して十分

耐えられるようにし,また,ポンプ,容器等のノズルに対する配

管反力が過大とならないよう併せて考慮する。 

以上を考慮の上決定された配管経路について,多質点系はり

モデル(３次元はりモデル)を用いた解析又は標準支持間隔法

により配管系の設計を行う。 

 

 

支持構造物は,標準化された製品の中から,配管から受ける

荷重に対して十分な強度があるものを選定する。 

設計手順を第1.2.2-1図に示す。 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

図書名称の差異 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

記載方針の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

表現上の差異 

 

記載方針の差異 

（図番を明確化

した。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 

第 1.2.2-1 図 配管支持構造物設計フロー 

 

 

1.3  配管の設計 

 

1.3.1  基本方針 

 

 

1.3.1.1  配管の分類と解析方法 

配管は設備の重要度,口径及び 高使用温度により,第1.3.

1.1-1表のように分類して設計を行う。ただし,第1.3.1.1-1表

以外の確認方法についても,その妥当性が確認できる範囲にお

いて採用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（配管支持構造

物設計フローを

明確化した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。）

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

記載方針の差異 

（施設共通の記

載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第1.3.1.1-1表 配管の分類と解析方法 

 
記号○印:原則として適用する解析手法 

注記1):耐震設計上の重要度分類Ｓクラスの配管は,支持構

造物を含めた配管系の固有振動数を,建屋床応答ス

ペクトルのピークの固有振動数領域より短周期側に

避けることを原則とする。 

2):配管形状が複雑な部分や配置上の制限から標準支持

間隔を用いた評価方法を適用することが適切でない

場合等については,多質点系はりモデルを用いた評

価方法を適用する。 

3):配管形状や支持点の位置が定まり,多質点系はりモ

デルを用いた評価方法の適用が可能な場合は,多質

点系はりモデルを用いた評価方法を適用する。 

4):共振のおそれのある場合には,動的地震力を考慮す

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.1.2  配管の設計において考慮すべき事項 

(1) 配管の分岐部 

 

 

大口径配管からの分岐管については,原則大口径配管の近

傍を支持する。ただし,大口径配管の熱膨張及び地震による

変位が大きい場合には,分岐部及び分岐管に過大な応力を発

生させないようフレキシビリティを持たせた支持をする。 

 

 

(2) 配管と機器の接続部 

機器管台に加わる配管からの反力が許容反力以内となる

ように配管経路及び支持方法を決定する。 

 

(3) 異なる建屋,構築物間を結ぶ配管 

異なる建屋,構築物間を結ぶ配管については,建屋,構築物

間の相対変位を吸収できるように,配管にフレキシビリティ

を持たせた構造とするか,又は,フレキシブルジョイントを

設ける等の配慮を行い,過大な応力を発生させないようにす

る。 

 

(4) 弁 

配管の途中に弁等の集中荷重がかかる部分については,こ

の集中荷重にできる限り近い部分を支持し,特に駆動装置付

きの弁は偏心荷重を考慮して,必要に応じて弁本体を支持す

ることにより過大な応力が生じないようにする。弁は,配管

よりも厚肉構造であり,発生応力は配管より小さくなる。 

 

 

(5) 屋外配管 

主要な配管は岩盤で支持したダクト構造内に配置され,建

屋内配管と同様の耐震設計をする。 

 

(6) 振動 

配管の支持方法及び支持点は,回転機器等の振動あるいは

内部流体の乱れによる配管振動を生じないように考慮して

決定する。 

 

(7) 異なる耐震クラス配管との接続部 

耐震重要度Ｓクラス又はＢクラスに属する施設の配管が,

弁等を境界として耐震重要度Ｃクラスに属する施設の配管

と接続され,境界となる弁等が耐震支持されていない場合に

は,その影響を考慮し原則として境界以降第一番目の耐震上

有効な軸直角方向拘束点まで耐震重要度Ｓクラス又はＢク

ラスに属する施設の配管と同様に扱い設計を行う。 

(8) 隣接する配管に対する考慮 

配管が接近して設置される場合,地震力による変位によっ

て配管相互が干渉しないように考慮する。 

また,保温材が取り付けられる配管については,保温材の

厚み及び地震変位を考慮し,配管相互が干渉しないように設

計を行う。 

(9) 高温配管 

高使用温度の高い配管は,熱膨張による応力を低減する

図書構成の差異 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ために一般に柔に設計する必要がある。また,耐震上の要求

からは,剛に設計する必要がある。したがって,支持位置及

び支持条件を決めるに当たっては,原則として次のような事

項を考慮し,地震並びに熱膨張による応力の制限を満足する

設計を行う。 

a. 自重を支持するために,あるいは耐震上剛性を高めるた

めに,配管を拘束する場合には,配管の熱膨張による変位

が少ない箇所にアンカサポート又はレストレイント等を

設けるものとする。 

b. 配管の熱膨張による変位がある特定の方向に大きい場

合であって,その他の方向に上記a.と同じ理由によって拘

束する必要がある場合は,熱膨張による変位方向を拘束せ

ず,目的とする方向を拘束するガイド等を設けるものとす

る。 

c. 熱膨張による鉛直方向変位が大きい箇所で,配管の自重

を支持する必要がある場合は,スプリングハンガを用い

る。 

d. 熱膨張による変位が大きい方向を,耐震上の要求から拘

束する場合はスナバを用いる。 

 

1.3.2  多質点系はりモデルを用いた評価方法 

多質点系はりモデルを用いた評価方法では,原則として固定

点から固定点までを独立した１つのブロックとして,地震荷

重,自重,熱荷重等により配管に生じる応力が許容応力以下と

なるように配管経路及び支持方法を定める。 

その一例を示すと以下のとおり。 

はじめに仮のアンカサポート,レストレイント位置を定めて

熱応力解析を行い,必要に応じてアンカサポート,レストレイ

ント位置,個数等の変更あるいは配管経路の見直しを行い,配

管に生じる応力が許容応力以下となるようにする。次に,地震

応力解析を行い,必要に応じてレストレイント位置,個数等の

変更あるいはスナバの追加により,配管に生じる応力が許容応

力以下となるようにする。この際,自重応力の確認もあわせて

実施し,必要に応じてハンガの追加を検討する。 

 

 

1.3.3  標準支持間隔を用いた評価方法 

標準支持間隔法による配管の耐震計算は,配管を直管部,曲

がり部,集中質量部,分岐部,Ｚ形部,門形部及び分岐＋曲がり

部の各要素に分類し,要素ごとに許容値を満足する 大の支持

間隔を算出する。 

 

 

 

 

直管部については,各建屋における地震時の応答解析結果に

基づき,配管に生じる応力が許容応力以下となるように 大の

支持間隔を求め,これを直管部に対する標準支持間隔とする。

配管の直管部は,この標準支持間隔以内で支持することにより

耐震性を確保する。 

直管部の標準支持間隔算出に当たっては,配管仕様,建屋,階

層の区分及び減衰定数ごとに,解析条件を満足する支持間隔を

それぞれ計算し求める。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

（以下同様。）

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

記載方針の差異 

（第 1.3.1.1-1

表に記載し

た。） 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

配管の曲がり部,集中質量部,分岐部,Ｚ形部,門形部及び分

岐＋曲がり部については,直管部と同等以上の耐震性を有する

ように,それぞれ直管部の標準支持間隔に対する支持間隔比を

求め,各要素の支持間隔を算出する。配管の曲がり部,集中質

量部,分岐部,Ｚ形部,門形部及び分岐＋曲がり部については,

各要素の支持間隔以内で支持することにより耐震性を確保す

る。なお,多質点系はりモデルを用いた評価方法では,これら

の部位に対しては応力係数を考慮しているが,標準支持間隔法

では支持間隔比を考慮することにより,多質点系はりモデルを

用いた評価方法より保守的な評価となるようにする。 

複数階層を跨る配管を評価する場合は,配管が跨る上層階と

下層階の境界となるサポートまでを考慮し,その境界となるサ

ポートで挟まれた範囲の支持間隔をすべて抽出した上で, も

短いものを適用して評価を行う。 

なお,二重管部についても,標準支持間隔を採用する。 

また,グローブボックス内配管のように支持構造物である設

備の応答の増幅が考えられる配管については,配管が剛となる

ように支持間隔を設定し,地震による過度の振動がないよう考

慮する。 

本章では,上記により求めた直管部標準支持間隔,曲がり部,

集中質量部,分岐部,Ｚ形部,門形部及び分岐＋曲がり部の支持

間隔を基に配管に支持点を設定する場合の例を示す。 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

記載方針の差異 

（第 1.3.1.1-1

表に記載し

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.1  直管部の支持間隔 

1.3.3.1.1  解析モデル 

配管を下図のように支持間隔Ｌで３点支持した等分布荷重

連続はりにモデル化する。支持点の拘束方向は軸直角方向の

みとし,軸方向及び回転に対しては自由とする。 

 
 

1.3.3.1.2  解析方法 

解析モデルに対して,解析コードを用いて設計用地震力によ

る応力を算定するとともに,内圧及び自重の影響を考慮して,

直管部の標準支持間隔を求める。 

 

 

なお,解析コードの検証及び妥当性確認等の概要について

は,添付書類「Ⅳ－３ 計算機プログラム(解析コード)の概

要」に示す。 

 

1.3.3.1.3  解析条件 

(1) 設計用地震力 

添付書類「Ⅳ－１－１ 耐震設計の基本方針」に示す設

計用地震力を用いて評価を行う。 

また,設計用床応答曲線は,添付書類「Ⅳ－１－１－６ 

設計用床応答曲線の作成方針」に示す。 

 

なお,設計用床応答曲線は,安全側に谷埋め及びピーク保

持を行うこととする。 

 

(2) 設計用減衰定数 

地震応答解析に用いる設計用減衰定数は,添付書類「Ⅳ－

１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に示す設計用減衰

定数を適用する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3) 階層の区分 

解析に当たっては,大きな差のない設計用床応答曲線の床

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（1.3.3.1 にお

ける説明内容を

記載した。） 

表現上の差異 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

（施設の評価内

容に応じた記載

とした。） 

図書名称の差異 

表現上の差異 

 

 

 

図書名称の差異 

 

記載方針の差異 

（Ⅳ-1-1-5 に記

載した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

面ごとに区分し,支持間隔を求めるものとする。階層の区分

は,添付書類「Ⅳ－１－１－11－１別紙 各施設の配管標準

支持間隔」に示す。 

 

 

(4) 配管重量 

配管の重量は,配管自体の重量と内部流体の重量を合計し

た値とする。さらに,保温材の付く配管については,その重

量を考慮する。 

 

直管部標準支持間隔を算出する配管の単位長さ当たり重

量を,添付書類「Ⅳ－１－１－11－１別紙 各施設の配管標

準支持間隔」に示す。 

 

(5) 配管応力 

配管に生じる応力は,JEAG4601の計算式に基づき地震によ

る応力の他に内圧及び自重による応力を求め,添付書類「Ⅳ

－１－１ 耐震設計の基本方針」に基づき応力評価を行う

ものとする。 

許容応力については,添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維

持の基本方針」に基づき算定する。 

 

(6) 配管系の振動数 

支持構造物を含めた配管系の固有振動数は,建屋床応答ス

ペクトルのピークの固有振動数領域より短周期側に避ける

ことを原則とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

図書名称の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

プラント固有 

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

1.3.3.1.4  解析結果及び支持方針 

解析結果を添付書類「Ⅳ－１－１－11－１別紙 各施設の

配管標準支持間隔」に示す。配管の直管部は,標準支持間隔以

内で支持する。なお,直管部に異径の配管が混在する場合は,

も短くなる標準支持間隔にて当該直管部を支持するものと

する。 

 

1.3.3.1.5  個別解析モデルによる支持間隔の設定 

形状が複雑な要素については,個別解析モデルとして,以下

に示す方針により当該配管要素のモデル化及び地震応答解析

を行い,支持間隔を設定する。 

(1) 解析モデル 

当該配管要素の固有振動数及び曲げモーメントが適切に

評価できるよう隣接する配管要素の影響を考慮し,当該配管

要素の３方向を拘束するサポート点までの配管要素及び境

界条件を含めた多質点系はりモデルにモデル化する。 

ただし,安全側の設定となる場合は,モデルを簡略化して

設定して良いものとする。 

(2) 解析条件及び解析方法 

(1)項に示す解析モデルに対し,固有振動数及びJEAG4601

に基づく一次応力(内圧＋自重＋地震応力)を求め,標準支持

間隔法による直管部標準支持間隔の固有振動数及び一次応

力との比較を行い,以下の全ての条件を満足するように支持

間隔を設定する。 

a. 当該配管要素の固有振動数が,直管部の標準支持間隔の

固有振動数以上であること。 

b. 当該配管要素の一次応力が,標準支持間隔法における直

管部標準支持間隔の値よりも小さいこと。 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.2  曲がり部の支持間隔 

1.3.3.2.1  解析モデル 

配管の曲がり部は,下図に示すようにピン結合両端固定の等

分布荷重の連続はりにモデル化する。 

 

 
 

1.3.3.2.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが,直管部の

標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メントよりも小

さいこと。 

(3) 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが,直管部

の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－

メントより小さいこと。 

(4) (1),(2),(3)項の各条件を満足する理論解を
Ｌ

１

Ｌ
Ｅ

の関数

として
Ｌ

Ｅ

Ｌ
０

の 大値
Ｌ

Ｅ
’

Ｌ
０

を求める。 

 

ただし,Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。Ｌ１,ＬＥは

1.3.3.2.1  解析モデル,ＬＥ’は1.3.3.2.3  解析結果及

び支持方針参照。 

 

(5) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

 

1.3.3.2.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.2.3-1図 曲がり部支持間隔グラフに示

す。本グラフは,曲がり部をはさむ支持点間距離を直管部標準

支持間隔に対する比として示すものであり,許容領域内に配管

を支持するものとする。 

なお,異径の配管が混在する場合は,直管部標準支持間隔が

も短くなる配管を選定して,本グラフの許容領域内に配管を

支持するものとする。 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（既設工認を引

用した記載とし

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 
また,配管系の設計上,Ｌ１又はＬ２あるいはその両方を長く

する必要がある場合は,面外振動を拘束する支持構造物を設

け,次式を同時に満足すること。 

 
 

第 1.3.3.2.3-1 図 曲がり部支持間隔グラフ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.3  集中質量部の支持間隔 

1.3.3.3.1  解析モデル 

配管に弁等の重量物が設置される集中質量部は,下図に示す

ように任意の位置に集中荷重を有する両端支持の連続はりに

モデル化する。 

 

 
 

 

1.3.3.3.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 水平地震力が加わった場合の集中荷重及び等分布荷重の

合計曲げモ－メントが,直管部の標準支持間隔の水平地震力

による曲げモ－メントよりも小さいこと。 

(3) 自重及び鉛直地震力による集中荷重及び等分布荷重の合

計曲げモ－メントが,直管部の標準支持間隔の自重及び鉛直

地震力による合計曲げモ－メントよりも小さいこと。 

 

(4) (1),(2),(3)項の各条件を満足する理論解を各々
Ｃ

Ｌ
Ｗ

を

パラメータとし,
Ｗ

ｗ・Ｌ
０

の関数として
Ｌ

Ｗ

Ｌ
０

の 大値を求め

る。 

 

ただし,Ｌ０は直管部標準支持間隔を表す。ＬＷ,Ｃ,ｗ,Ｗ

は1.3.3.3.1  解析モデル参照。 

 

(5) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

 

1.3.3.3.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.3.3-1図 集中質量部支持間隔グラフに

示す。本グラフは,弁等の重量物が設置された場合の許容支持

間隔を直管部の標準支持間隔に対する比として示したもので

あり,許容領域内に配管を支持するものとする。 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

16 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

低温配管中の電動弁,空気作動弁については,配管及び弁自

体の剛性を適切に評価し,必要に応じて弁駆動部の偏心荷重に

よって過大な荷重が配管に生じないように配管並びに弁上部

を支持する。 

なお,異径の配管が混在する場合は,直管部標準支持間隔が

も短くなる配管を選定して,本グラフの許容領域内に配管を

支持するものとする。 

また,集中荷重が複数の場合は,複数の集中荷重の総和を一

つの集中荷重として設定して,本グラフの許容領域内に配管を

支持するものとする。この場合,荷重位置Ｃは,一律0.5ＬＷと

する。 

第 1.3.3.3.3-1 図 集中質量部支持間隔グラフ 

表現上の差異 

 

 

 

記載方針の差異 

（既設工認を引

用した記載とし

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

17 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.4  分岐部の支持間隔 

1.3.3.4.1  解析モデル 

配管の分岐部は,下図に示すように分岐部の支持部を単純支

持はりとする等分布荷重の連続はりにモデル化する。 

 

 
 

1.3.3.4.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 水平地震力が加わった場合の曲げモ－メントが,直管部の

標準支持間隔の水平地震力による曲げモ－メントより小さ

いこと。 

(3) 自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－メントが,直管部

の標準支持間隔の自重及び鉛直地震力による合計曲げモ－

メントより小さいこと。 

(4) (1),(2),(3)項の各条件を満足する分岐部支持間隔比
Ｌ

Ｒ

Ｌ
０

の 大値を,
Ｌ

Ｂ

Ｌ
０

の関数として求める。解析結果は,

分岐部の代表例として母管と枝管とが同一口径のものをま

とめたものである。 

 

ただし,Ｌ０は直管部標準支持間隔,ＬＲ,ＬＢは1.3.3.4.1 

 解析モデル参照。 

 

(5) 支持点間の標準支持間隔比より求めた等価直管長さと実

配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を行

う。 

 

1.3.3.4.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.4.3-1図 分岐部支持間隔グラフに示

す。本グラフは,分岐部の許容支持間隔を直管部の標準支持間

隔に対する比として示したものであり,許容領域内に配管を支

持するものとする。 

 

なお,母管と枝管の口径が異なる場合は,以下に従うものと

する。 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（解析結果に対

する説明を記載

した。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（既設工認を引
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

18 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(1) 0.5＜「枝管口径／母管口径」＜1.0 

直管部標準支持間隔が も短くなる配管を選定して,本グ

ラフの許容領域内に配管を支持するものとする。 

(2) 「枝管口径／母管口径」≦0.5 

母管と枝管を切り離して考え,それぞれについて各要素の

支持間隔グラフの許容領域内に配管を支持するものとす

る。この場合,分岐点は枝管の支持点として扱う。 

 

第 1.3.3.4.3-1 図 分岐部支持間隔グラフ 

 

 

 

 

用した記載とし

た。以下同

様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

19 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.5  Ｚ形部の支持間隔 

1.3.3.5.1  解析モデル 

配管のＺ形部は,下図に示すように両端単純支持とする等分

布荷重の多質点系はりモデルにモデル化する。 

 

 
 

1.3.3.5.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが,直管部の標準

支持間隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこ

と。 

(3) 1.3.3.5.1の解析モデルに対し,解析コードによる固有値

解析及び地震応答解析を行い,(1),(2)の条件を満足する
Ｌ

１

Ｌ
０

と
Ｌ

２

Ｌ
０

の関係を反復収束計算により求める。 

ただし,Ｌ１≧Ｌ３とする。 

また,Ｌ０は直管部標準支持間隔,Ｌ１,Ｌ２,Ｌ３は1.3.3.5.

1  解析モデル参照。 

(4) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

 

1.3.3.5.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.5.3-1図 平面Ｚ形部支持間隔グラフ及

び第1.3.3.5.3-2図 立体Ｚ形部支持間隔グラフに示す。 

本グラフは,Ｚ形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に

対する比として示したもので,許容領域内に配管を支持するも

のとする。 

なお,異径の配管が混在する場合は,直管部標準支持間隔が

も短くなる配管を選定して,本グラフの許容領域内に配管を

支持するものとする。 

 

 プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

20 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 1.3.3.5.3-1 図 平面Ｚ形部支持間隔グラフ 

 

第 1.3.3.5.3-2 図 立体Ｚ形部支持間隔グラフ 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

21 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.6  門形部の支持間隔 

1.3.3.6.1  解析モデル 

配管の門形部は,下図に示すように両端単純支持とする等分

布荷重の多質点系はりモデルにモデル化する。 

 

 

 

1.3.3.6.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが,直管部の標準

支持間隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこ

と。 

(3) 1.3.3.6.1の解析モデルに対し,解析コードによる固有値

解析及び地震応答解析を行い,(1),(2)の条件を満足する
Ｌ

１

Ｌ
０

と
Ｌ

２

Ｌ
０

の関係を反復収束計算により求める。 

ただし,Ｌ１≧Ｌ３とする。 

また,Ｌ０は直管部標準支持間隔,Ｌ１,Ｌ２,Ｌ３は1.3.3.6.

1  解析モデル参照。 

(4) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

 

1.3.3.6.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.6.3-1図 門形部支持間隔グラフに示

す。 

本グラフは,門形部の許容支持間隔を直管部標準支持間隔に

対する比として示したもので,許容領域内に配管を支持するも

のとする。 

なお,異径の配管が混在する場合は,直管部標準支持間隔が

も短くなる配管を選定して,本グラフの許容領域内に配管を

支持するものとする。 

 

 プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

22 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 1.3.3.6.3-1 図 門形部支持間隔グラフ 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

23 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.7  分岐＋曲がり部の支持間隔 

1.3.3.7.1  解析モデル 

配管の分岐＋曲がり部は,下図に示すように３つの支持端を

単純支持とする分布荷重の多質点系はりモデルにモデル化す

る。 

 

 

 

1.3.3.7.2  解析条件及び解析方法 

(1) 固有振動数が直管部の標準支持間隔の固有振動数以上で

あること。 

(2) 地震力が加わった場合の曲げモーメントが,直管部の標準

支持間隔の地震力による曲げモーメントよりも小さいこ

と。 

(3) 1.3.3.7.1の解析モデルに対し,解析コードによる固有値

解析及び地震応答解析を行い,(1),(2)の条件を満足する
Ｌ

１

Ｌ
０

,
Ｌ

２

Ｌ
０

,
Ｌ

３

Ｌ
０

の関係を反復収束計算により求める。 

また,Ｌ０は直管部標準支持間隔,Ｌ１,Ｌ２,Ｌ３は1.3.3.7.

1  解析モデル参照。 

(4) 支持点間の標準支持間隔比により求めた等価直管長さと

実配管長さの比が応力係数を上回るように設計上の配慮を

行う。 

 

1.3.3.7.3  解析結果及び支持方針 

解析結果を第1.3.3.7.3-1図 分岐＋曲がり部支持間隔グラ

フに示す。 

本グラフは,分岐＋曲がり部の許容支持間隔を直管部標準支

持間隔に対する比として示したもので,許容領域内に配管を支

持するものとする。 

なお,異径の配管が混在する場合は,直管部標準支持間隔が

も短くなる配管を選定して,本グラフの許容領域内に配管を

支持するものとする。 

 プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

24 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

また,母管と枝管の口径が異なる場合は,以下に従うものと

する。 

(1) 0.5＜「枝管口径／母管口径」＜1.0 

直管部標準支持間隔が も短くなる配管を選定して,本グ

ラフの許容領域内に配管を支持するものとする。 

(2) 「枝管口径／母管口径」≦0.5 

母管と枝管を切り離して考え,それぞれについて各要素の

支持間隔グラフの許容領域内に配管を支持するものとす

る。この場合,分岐点は枝管の支持点として扱う。 

 

第 1.3.3.7.3-1 図 分岐＋曲がり部支持間隔グラフ 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

25 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1.3.3.8  支持点の設定方法 

標準支持間隔法を適用して配管に支持点を設ける場合の手

順は,対象とする配管仕様,建屋,床区分及び減衰定数に基づ

き,直管部標準支持間隔を選定し,この直管部標準支持間隔を

もとに各要素(直管部,曲がり部,集中質量部,分岐部,Ｚ形部,

門形部及び分岐＋曲がり部)の支持間隔を定めるとともに,各

要素の評価方向が拘束されるように支持点の設定を行う。 

 

1.3.3.8.1  直管部標準支持間隔の選定と各要素の支持間隔 

直管部標準支持間隔は,配管仕様(圧力,温度,材質,口径,板

厚,保温材の有無,内部流体,単位長さ当たり重量),建屋,床区

分及び減衰定数別に算出していることから,設計する配管仕

様,建屋,階層の区分及び減衰定数に応じて選定する。直管部

については,この直管部標準支持間隔以内で支持し,その他の

要素ついては,各々の支持間隔比に直管部標準支持間隔を乗じ

た支持間隔以内で支持する。 

 

 

1.3.3.8.2  各要素の評価方向 

配管の各要素(直管部,曲がり部,集中質量部,分岐部,Ｚ形

部,門形部及び分岐＋曲がり部)は,これらの形状が持つ特性か

ら,同程度の荷重が負荷されても方向により各要素の応力又は

固有振動数への影響が異なるため,影響が大きい方向を評価

(荷重)方向と特定して支持間隔を定めている。 

 

 

(1) 直管部及び集中質量部の支持間隔は,配管軸直方向 

 

(2) 曲がり部の支持間隔は,曲がり部をはさむ両辺で作る面の

面外方向 

(3) 分岐部の支持間隔は,母管と分岐管が作る面の面外方向 

 

(4) 平面Ｚ形部の支持間隔は,配管軸直方向。立体Ｚ形部は,

配管軸直方向及び軸方向 

(5) 門形部の支持間隔は,配管軸直方向 

(6) 分岐＋曲がり部の支持間隔は,配管軸直方向及び軸方向 

 

なお,支持点の設定に当たっては,次に示す各要素の評価方

向が拘束されるようにする。配管軸方向の評価は,配管軸方向

の配管重量を集中荷重とみなし,それに直交する配管上の支持

点で評価することとして,集中質量部の支持間隔を用いる。 

以上を考慮するとともに,各要素の方向(配管軸直と軸方向

の３方向)ごとに拘束されていない方向がないようにする。 

 

 

 

 

 

 

 

1.3.3.9  支持点を設定する上での考慮事項 

配管の各要素に対応した支持間隔を満足するとともに,次の

事項も考慮して設計する。 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

記載方針の差異 

（同文言は下部

に記載。） 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

26 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

1.3.3.9.1  分岐部 

配管の分岐部で母管に熱膨張又は地震による変位がある場

合は,分岐部から第１支持点までの長さＬを,これらの変位に

より発生する応力が,許容応力以下となるように定める。 

 

 
 

 
 

1.3.3.9.2  機器との接続部 

機器との接続部の熱膨張又は地震時の変位による発生応力

が大きい場合は,接続部(固定点)近傍で支持することができな

い場合がある。 

この場合のＬは,1.3.3.9.1  分岐部と同様に機器との接続

部の熱膨張又は地震時の変位により発生する応力が,許容応力

以下となるように定める。 

 
 

1.3.3.9.3  建物・構築物の相対変位 

建物・構築物間に渡って設置される配管については,地震時

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

27 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

の建物・構築物間の相対変位による発生応力を加味して,配管

の設計及び支持方法を定める。 

 

1.3.3.9.4  弁 

配管に弁が設置される場合は,第1.3.3.3.3-1図 集中質量

部支持間隔グラフに基づき前後の支持点を決定する。 

 

 

 

弁は,配管より厚肉構造であり,発生応力は配管より小さく

なる。一方,集中質量部の支持間隔を求める際には,弁も配管

と同一仕様としたうえで,弁重量を付加することで安全側の評

価を行っている。このため,弁の評価は配管の評価で包絡され

る。 

なお,地震時に動的機能維持が要求される弁に対しては,必

要に応じて多質点系はりモデルを用いた評価を行い,弁駆動部

の機能維持確認済加速度を超える場合は,駆動部を支持する。 

 

 

1.3.3.9.5  建屋階層 

支持間隔は階層の区分ごとに設定するため,当該配管を敷設

する床区分に応じて,上下階層の支持間隔を比較し,短い方の

支持間隔を運用して評価を行う。なお,複数階層を跨る配管を

評価する場合は,配管が跨る上層階と下層階の境界となるサポ

ートまでを考慮し,その境界となるサポートで挟まれた範囲の

支持間隔をすべて抽出した上で も短い標準支持間隔を適用

して評価を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異 

（第 1.3.1.1-1

表に記載し

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。以

下同様） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

28 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.4  標準支持間隔を用いた評価方法に対する分類 

配管類の耐震評価方法については,標準支持間隔法,多質点

系はりモデルを用いた評価方法の２つがあり,ここではそのう

ち標準支持間隔法について示す。 

標準支持間隔法は,解析モデル及び評価式が同一であるため

１分類とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（配管類の評価

分類について記

載した。） 

 

329



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

29 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2. 支持構造物の設計 

2.1  概要 

支持構造物は,配管の地震荷重,自重,熱荷重等に対して十分

な強度を持たせる必要がある。 

支持構造物の設計に当たっては,支持構造物の型式ごとの定

格荷重, 大使用荷重と配管の支持点荷重を比較する荷重評

価,又は配管の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力

と使用材料により定まる許容応力を比較する応力評価を行

う。 

本章では,支持装置,支持架構及び付属部品から構成される

支持構造物並びに埋込金物の設計の基本原則,選定方針,強度

及び耐震評価の方法等を示す。 

 

2.2  設計の基本方針 

 

 

2.2.1  設計方針 

支持構造物にはアンカサポート,レストレイント,スナバ,ハ

ンガがあり,物量が多いことから標準化が図られている。標準

化された製品の中から使用条件に適合するものを選定する。

これらの支持構造物は,定格荷重又は 大使用荷重に対して十

分な強度があり,かつ多くの使用実績を有している。支持構造

物の機能と用途について,第2.2.1-1表 支持構造物の機能と

用途(例)に示す。 

 

 

2.2.2  荷重条件 

支持構造物の設計は,配管から伝わる荷重に対し,その荷重

成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについ

ては,添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に従

う。 

 

支持構造物の設計に用いる支持点荷重は,耐震設計上の重要

度分類に基づく設計用地震力を条件とした配管の多質点系は

りモデルを用いた解析,又は標準支持間隔法により得られる支

持点荷重を支持構造物の種別に応じて適切に組み合わせて求

める。 

支持構造物の設計に当たり荷重評価を行う場合は,配管の支

持点荷重と定格荷重又は 大使用荷重との比較を行う。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

30 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第2.2.1-1表 支持構造物の機能と用途(例) 

 
 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

31 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

2.2.3  種類及び選定 

支持構造物の機能別選定要領を,第2.2.3-1図 支持構造物

の選定フローに示す。 

(4) アンカサポート(ガイドサポート) 

アンカサポートは,配管に直接溶接されるラグ又は配管固

定用クランプと架構部分から構成される。支持点荷重,配管

口径及び配管材質を基に選定する。 

なお,アンカサポートと同様な構造及び機能であるが,一

定の方向だけ熱膨張変位を許容する場合はガイドサポート

を選定する。 

(2) ロッドレストレイント(リジットサポート(架構形)) 

ロッドレストレイントは,配管軸直方向又は配管にラグを

設置して配管軸方向の拘束に使用するもので,支持点荷重に

基づき,定格荷重を超えない範囲で支持点荷重に近い定格荷

重のロッドレストレイントを選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

なお,リジットサポート(架構形)は,形鋼を組み合わせて

架構として床,壁面等の近傍の配管を支持するもので,支持

点荷重,配管口径及び配管材質を基に選定する。 

 

(3) スナバ(オイルスナバ及びメカニカルスナバ) 

支持点荷重及び熱膨張変位から,必要なストロークを有

し,かつ定格荷重を超えない範囲で支持点荷重に近い定格荷

重のスナバを選定する。通常はオイルスナバを選定するが,

保守の難易度が高い場所に設置する場合は,メカニカルスナ

バを選定する。 

(1) スプリングハンガ 

スプリングハンガは,支持点荷重及び熱膨張変位から,必

要なストロークを有し,かつ定格荷重を超えない範囲で支持

点荷重に近い定格荷重のスプリングハンガを選定する。 

 

 

 

(5) Ｕボルト(Ｕバンド) 

Ｕボルトは,配管軸直方向を拘束する機能を有し,支持点

荷重を基にその仕様(材質,形状及び寸法)を配管口径ごとに

決めていることから,配管口径に応じたＵボルトを選定す

る。 

配管軸直方向に加えて配管軸方向も拘束する場合は,Ｕボ

ルトと同様な構造を有するＵバンドを選定する。 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

表現上の差異 

(図書内で表現を

統一した。以下

同様。) 

表現上の差異 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有 

(該当なし。) 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

332



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

32 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
第2.2.3-1図（１／３） 支持構造物の選定フロー 

 

 
第 2.2.3-1 図（２／３） 支持構造物の選定フロー 

 

 
第2.2.3-1図（３／３） 支持構造物の選定フロー 

 

 

 プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

33 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

2.2.4  支持構造物の設計において考慮すべき事項 

支持構造物は,以下の点を考慮して設計する。 

(1) 支持装置及び付属部品は,配管の地震荷重,自重,熱荷重等

による支持点荷重が,使用される支持装置の定格荷重又は付

属部品の 大使用荷重以下となるよう選定する。 

 

(2) 支持架構については,配管の地震荷重,自重,熱荷重等によ

る支持点荷重から求まる支持架構に生じる応力が,許容応力

以下となるよう構造を決定する。 

 

(3) アンカサポート及びレストレイントとなる支持構造物は,

建屋と共振しないように十分な剛性を持たせるものとす

る。 

(4) 支持構造物は点検の容易な構造とする。 

 

(5) 原則として,支持構造物は,埋込金物より建屋側へ荷重を

伝える構造とする。 

 

(6) 支持構造物の設計に当たっては,JSME S NC1に従い熱荷

重,自重等に対して十分な強度を持たせるとともに,JEAG460

1に従い,地震荷重に対して十分な強度を持たせるものとす

る。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3  支持装置の設計 

2.3.1  概要 

支持装置は,型式ごとに基本形状が決まっており,配管の地

震荷重,自重,熱荷重等による支持点荷重と型式ごとに設定さ

れる定格荷重の比較による荷重評価によって選定する。 

 

 

 

2.3.2  支持装置の選定 

支持装置は,以下の条件により選定する。 

(1) ロッドレストレイント 

支持点荷重に基づき,定格荷重で選定する。 

 

(2) オイルスナバ,メカニカルスナバ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき,定格荷重で選定す

る。 

 

(3) スプリングハンガ 

支持点荷重及び熱膨張変位に基づき,定格荷重で選定す

る。 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

表現上の差異 

 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

34 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3.3  支持装置の使用材料 

 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は,JSME S N

C1 付録材料図表Part1 に従うものとする。 

 

2.3.4  支持装置の強度及び耐震評価方法 

支持装置及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に

示す。 

 

2.3.4.1  定格荷重 

支持装置の定格荷重は,JSME S NC1及びJEAG4601を満足する

よう設定されたものであり,支持点荷重を上回る定格荷重が設

定されている支持装置を選定することで,十分な強度及び耐震

性が確保される。 

 

2.3.4.2  支持装置の強度計算式 

2.3.4.2.1  記号の定義 

 

 

記載方針の差異

(補足説明資料を

用いて説明す

る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

35 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

支持装置の強度計算式に使用する記号は,下記のとおりとす

る。 

 

(1) ロッドレストレイント 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

(以下同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

36 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) オイルスナバ,メカニカルスナバ 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

37 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

38 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(3) スプリングハンガ 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

39 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.3.4.2.2  強度計算式 

支持装置の強度計算式を以下に示す。 

なお,以下に示す強度及び耐震計算式は代表的な形状に対す

るものであり,記載のない形状についても,同様の計算式で計

算する。 

 

(1) ロッドレストレイント 

応力評価は,次の強度部材の 弱部に発生するせん断応

力,引張応力(又は圧縮応力)及び支圧応力を次の計算式によ

り算出し,許容応力以下であることを確認する。 

a. 強度部材 

①ブラケット,②ピン,③スヘリカルアイボルト,④アジ

ャストナット溶接部,⑤パイプ及び⑥クランプ 

 

 
 

b. 各部材の計算式 

(a) ブラケット(①)及びクランプ(⑥) 

 

 

Ⅱ せん断応力評価 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

40 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

(b) ピン(②) 

Ⅰ せん断応力評価 

 

 

 

(c) スヘリカルアイボルト(③) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

41 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

(d) アジャストナット溶接部(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

 

(e) パイプ(⑤) 

Ⅰ 圧縮応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

42 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

43 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2) オイルスナバ 

 

 

 

応力評価は,次の強度部材の 弱部に発生するせん断応

力,引張応力(又は圧縮応力),支圧応力及び引張応力を次の

計算式により算出し,許容応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①シリンダチューブ,②ピストンロッド,③シリンダカ

バー,④タイロッド,⑤六角ボルト,⑥ターンバックル,⑦

スヘリカルアイボルト,⑧アダプタ,⑨コネクティングパ

イプ,⑩ピン,⑪クランプ及び⑫ブラケット 

 

 
 

 

 

 

 

 

b. 各部材の計算式 

(a) シリンダチューブ(①) 

Ⅰ 引張応力評価 

(b) ピストンロッド(②) 

Ⅰ 引張応力評価 

 図書構成の差異

（以下同様。）

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

44 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

45 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(c) シリンダカバー(③) 

Ⅰ せん断応力評価 

 

(d) タイロッド(④) 

Ⅰ 引張応力評価 

 

 

 

 表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

46 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(e) 六角ボルト(⑤)  
Ⅰ 引張応力評価 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

47 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(f) ターンバックル(⑥) 

Ⅰ 引張応力評価 

(g) スヘリカルアイボルト(⑦) 

Ⅰ 引張応力評価 

 

Ⅱ せん断応力評価 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

48 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(h) アダプタ(⑧)  
 

Ⅰ 引張応力評価 

 

 

 

(i) コネクティングパイプ(⑨) 

Ⅰ 圧縮応力評価 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

349



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

49 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

50 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(j) ピン(⑩) 

Ⅰ せん断応力評価 

 

 

(k) クランプ(⑪)及びブラケット(⑫) 

Ⅰ 引張応力評価 

Ⅱ せん断応力評価 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

 表現上の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

51 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(3) メカニカルスナバ 

応力評価は,次の強度部材である 弱部に発生するせん断

応力,引張応力(又は圧縮応力)及び支圧応力を次の計算式に

より算出し,許容応力以下であることを確認する。 

 

a. 強度部材 

①イーヤ,②ロードコラム,③ケース,ベアリング押さえ

及び六角ボルト,④ジャンクションコラムアダプタ,⑤コ

ネクティングチューブ,⑥クランプ,⑦コネクティングチ

ューブイーヤ部,⑧ピン,⑨ユニバーサルボックス,⑩ユニ

バーサルブラケット及び⑪ダイレクトアタッチブラケッ

ト 

 

 
b. 各部材の計算式 

(a) イーヤ(①) 

Ⅰ 引張応力評価 

Ⅱ せん断応力評価 

Ⅲ 支圧応力評価 

 

 表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

表現上の差異 

（以下同様。） 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

52 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(b) ロードコラム(②) 

Ⅰ 引張応力評価 

(c) ケース,ベアリング押さえ及び六角ボルト(③)  
Ⅰ ケース 

(Ⅰ) 引張応力評価 

 

 

(Ⅱ) せん断応力評価 

 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

Ⅱ ベアリング押え 

(Ⅰ) せん断応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

53 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(Ⅱ) 支圧応力評価 

Ⅲ 六角ボルト 

(Ⅰ) 引張応力評価 

(d) ジャンクションコラムアダプタ(④) 

Ⅰ 六角ボルト 

(Ⅰ) 引張応力評価 

 

 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

54 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(e) コネクティングチューブ(⑤) 

Ⅰ 圧縮応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

55 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(f) クランプ(⑥),コネクティングチューブイーヤ部

(⑦),ユニバーサルブラケット(⑩)及びダイレクトア

タッチブラケット(⑪) 

Ⅰ 引張応力評価 

 

Ⅱ せん断応力評価 

 

Ⅲ 支圧応力評価 

(g) ピン(⑧) 

Ⅰ せん断応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

56 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(h) ユニバーサルボックス(⑨) 

Ⅰ 引張応力評価 

 

    

 

Ⅱ せん断応力評価 

 

 

Ⅲ 支圧応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

57 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(4) スプリングハンガ 

応力評価は,次の強度部材の 弱部に発生するせん断応

力,引張応力,曲げ応力,支圧応力及び組合せ応力を次の計算

式により算出し,許容応力以下であることを確認する。 

a. 強度部材 

①イーヤ,②上部カバー,③バネ座(ピストンプレート),

④ハンガロッド,⑤スプリングケース,⑥下部カバー,⑦タ

ーンバックル,⑧クレビスブラケット,⑨ピン,⑩アイボル

ト及び⑪クランプ 

 

 
 

 

b. 各部材の計算式 

(a) イーヤ(①) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

(Ⅱ) せん断応力評価 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

 

 表現上の差異 

（以下同様。） 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

358



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

58 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅱ イーヤ溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

(b) 上部カバー(②) 

Ⅰ 本体 

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

59 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(c) バネ座(ピストンプレート)(③) 

Ⅰ 曲げ応力評価 

(d) ハンガロッド(④) 

Ⅰ 引張応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

60 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(e) スプリングケース(⑤) 

Ⅰ 引張応力評価 

(f) 下部カバー(⑥) 

Ⅰ 本体 

(Ⅰ) 曲げ応力評価 

Ⅱ 溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

61 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(g) ターンバックル(⑦) 

Ⅰ 引張応力評価 

(h) クレビスブラケット(⑧)及びクランプ(⑪) 

Ⅰ 本体 

(Ⅰ) 引張応力評価 

(Ⅱ) せん断応力評価 

(Ⅲ) 支圧応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

62 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅱ クレビスブラケット溶接部 

(Ⅰ) せん断応力評価 

(i) ピン(⑨) 

Ⅰ 曲げ応力評価 

Ⅱ せん断応力評価 

 

Ⅲ 組合せ応力評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

63 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有 

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

64 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(j) アイボルト(⑩) 

Ⅰ 穴部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

(Ⅱ) せん断応力評価 

 

(Ⅲ) 支圧応力評価 

 

Ⅱ ボルト部 

(Ⅰ) 引張応力評価 

 プラント固有 

（施設に応じた

記載とした。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

65 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

66 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

67 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

68 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

69 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

70 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

71 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

72 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

73 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

74 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

75 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

76 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.4  支持架構及び付属部品の設計 

2.4.1  概要 

配管の支持架構及び付属部品(ラグ,Ｕボルト等)は,配管の

支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と使用材料に

より定まる許容応力の比較による応力評価,又は, 大使用荷

重と支持点荷重の比較による荷重評価により設計する。 

 

支持架構は,上記応力評価によるほか,特に機器配置,保守点

検上の配慮等を考慮して設計する必要があるため,その形状は

多種多様である。支持架構の代表構造例を第2.4.1-1図に示

す。 

 

 
第 2.4.1-1 図 支持架構の代表構造例 

 

 

 

 

2.4.2  設計方針 

配管の支持架構は,非常に物量が多いことから,第2.4.1-1図

に示す基本形状ごとに,以下の要領で鋼材選定の標準化を図っ

て設計に適用する。 

(1) 配管の支持点荷重から求まる支持構造物に生じる応力と

使用材料により定まる許容応力の比較による応力評価,又

は, 大使用荷重と支持点荷重の比較による荷重評価により

設計する。 

(2) 支持点荷重を条件とした強度及び耐震評価を行い,発生応

力が許容応力を超えないように使用する鋼材(山形鋼,溝形

鋼,Ｈ形鋼,角形鋼,鋼管等)を決定する。 

 

2.4.3  荷重条件 

支持架構の設計は,配管から伝わる荷重に対し,その荷重成

分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せについて

は,添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」に従

う。 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

表現上の差異 

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

表現上の差異 

（簡潔な記載と

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

77 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.4.4  種類及び選定 

支持架構の選定要領を,第2.4.4-1図 支持架構の設計フロ

ーに示す。 

(1) 支持条件の設定 

配管の支持点と床,壁面等からの距離並びに周囲の設備配

置状況から,第2.4.1-1図に示す支持架構の基本形状の中か

ら適用タイプを選定する。 

支持点荷重は,地震時や各運転状態で生じる荷重又は直管

部標準支持間隔における地震時の荷重を用いる。また,支持

点荷重を低減する必要のある場合は,実支持間隔による荷重

を適用する。 

(2) 支持点荷重に基づいた応力評価による鋼材選定 

地震時の支持点荷重により鋼材を選定する。 

(3) 鋼材と諸設備間との配置調整 

決定した鋼材が,他の配管及び周囲の設備との干渉がない

か確認する。干渉がある場合は,支持架構の形状寸法又は基

本形状の見直しを行って,再度鋼材選定を行う。 

配管の支持架構の例を,第2.4.4-2図 支持架構の例に示

す。 

 

 
第 2.4.4-1 図 支持架構の設計フロー 

 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

表現上の差異 

 

表現上の差異 

（簡潔な記載と

した。） 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

図書構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

78 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
第 2.4.4-2 図 支持架構の例 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

79 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.4.5  支持架構及び付属部品の選定 

支持架構については,支持点荷重を条件とした強度及び耐震

評価を行い,発生応力が許容応力を超えないように使用する鋼

材(山形鋼,溝形鋼,Ｈ形鋼,角形鋼,鋼管等)を決定する。 

 

付属部品については,支持点荷重が 大使用荷重を超えない

ように使用する付属部品を選定する。なお,付属部品について

は, 大使用荷重を超える場合であっても個別の評価により健

全性の確認を行うことが可能である。 

 

  

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(補足説明資料を

用いて説明す

る。) 

 

 

 

記載方針の差異

(補足説明資料を

用いて説明す

る。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

80 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

81 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.4.6  支持架構及び付属部品の使用材料 

JSME S NC1の適用を受ける箇所に使用する材料は,JSME S N

C1 付録材料図表Part1に従うものとする。ただし,ラグの材料

は当該配管に適用する材料とする。 

 

2.4.7  支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価方法 

支持架構及び付属部品の強度及び耐震評価の方法を以下に

示す。 

(1) 許容応力 

許容応力は,JSME S NC1及びJEAG4601に基づくものとす

る。 

供用状態及び許容応力状態に対する許容応力を第2.4.7-1

表に示す。 

 

第2.4.7-1表 許容応力状態(供用状態)の許容応力7) 8) 

 
注記1):すみ肉溶接部にあっては, 大応力に対して1.5･fsと

する。 

2):JSME S NC1 SSB-3121.1(4)a.により求めたfbとす

る。 

3):応力の 大圧縮値について評価する。 

4):自重,熱等により常時作用する荷重に,地震による荷

重を重ね合わせて得られる応力の圧縮 大値につい

て評価する。 

5):組合せ応力の許容応力は,JSME S NC1に基づく値と

する。 

6):地震動のみによる応力振幅について評価する。 

7):材料の許容応力を決定する場合の基準値Fは,JSME S

 NC1 付録材料図表 Part5 表8に定める値又は表9に

定める値の0.7倍のいずれか小さい方の値とする｡た

だし,使用温度が40度を超えるオーステナイト系ス

テンレス鋼及び高ニッケル合金にあっては,JSME S 

NC1 付録材料図表 Part5 表8に定める値の1.35倍の

値,表9に定める0.7倍の値又は室温における表8に定

める値のいずれか小さい値とする｡ 

8):ft
*,fs

*,fc
*,fb

*,fp
*は,ft,fs,fc,fb,fpの値を算出する際

にJSME S NC1SSB-3121.1(1)本文中｢付録材料図表 P

art5 表8に定める値｣とあるのを｢付録材料図表 Par

t5 表8に定める値の1.2倍の値｣と読み替えて計算し

た値とする｡ 

 

 図書構成の差異 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

図書構成の差異 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

 

図書構成の差異 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

（以下同様。） 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

82 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

記号の説明 

ft:許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対

してJSME S NC1 SSB-3121.1(1)に

より規定される値 

ボルト等に対してはJSME S NC1 S

SB-3131(1)により規定される値 

fs:許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対

してJSME S NC1 SSB-3121.1(2)に

より規定される値 

ボルト等に対してはJSME S NC1 S

SB-3131(2)により規定される値 

fc:許容圧縮応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対

してJSME S NC1 SSB-3121.1(3)に

より規定される値 

fb:許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対

してJSME S NC1 SSB-3121.1(4)に

より規定される値 

fp:許容支圧応力 支持構造物(ボルト等を除く)に対

してJSME S NC1 SSB-3121.1(5)に

より規定される値 

 

 

 

(2) 支持架構及び付属部品の強度計算式 

a. 記号の定義 

支持架構及び付属部品の強度計算に使用する記号は,下

記のとおりとする。 

(a) 支持架構 

 
 

 

  

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

83 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(b) ラグ 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

84 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(c) Ｕボルト 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b. 強度計算式 

(a) 支持架構 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

(以下同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

85 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅱ 各鋼材の計算式 

 

 

(b) ラグ 

Ⅰ 評価部位 

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

(Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 

(Ⅲ) 角形鋼管 

(Ⅳ) 角形鋼管と底板の溶接部 

Ⅱ 各評価部位の計算式 

(Ⅰ) パッドと配管の溶接部 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。以下同

様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

86 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(Ⅱ) パッドと角形鋼管の溶接部 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

87 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ⅱ 突合せ溶接 

(Ⅲ) 角形鋼管 

 

   

388



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

88 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(Ⅳ) 角形鋼管と底板の溶接部 

ⅰ すみ肉溶接 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

89 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ⅱ 突合せ溶接    
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

90 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(c) Ｕボルト 

 

 

  

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

(以下同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

91 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.5  埋込金物の設計 

2.5.1  概要 

埋込金物は,支持装置あるいは支持架構を建屋側に取り付け

るためのもので,コンクリート打設前に埋め込まれるものとコ

ンクリート打設後に設置されるものがある。 

埋込金物の概略図,埋込金物の代表形状を第2.5.1-1図に示

す。 

 

 
第 2.5.1-1 図 埋込金物の概略図 

 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(補足説明資料を

用いて説明す

る。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

92 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

2.5.2  埋込金物の設計 

(1) 設計方針 

埋込金物は,支持構造物から加わる荷重を基礎に伝え,支

持構造物と一体となって支持機能を満たすように設計す

る。埋込金物の選定は,支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

(2) 荷重条件 

埋込金物の設計は,配管から伝わる荷重に対し,その荷重

成分の組合せを考慮して行う。考慮する荷重は,支持する配

管に従う。 

 

(3) 種類及び選定 

埋込金物は,コンクリート打設前に設置し,そのまま埋め

込まれるものと,コンクリート打設後に後打アンカにより取

り付けられるものとに分類され,施工時期に応じて適用す

る。 

いずれの場合も支持装置又は支持架構を溶接により剛に

建屋側に取り付ける。 

コンクリート打設前に設置する埋込金物は,鋼板(以下

「ベースプレート」という。)にスタッドジベルを溶接した

埋込板,基礎ボルトで,用途及び荷重により数種類の形式に

分類される。コンクリート打設後に支持装置及び支持架構

の取付けが必要な場合は,メカニカルアンカ又はケミカルア

ンカを使用する。ただし,ケミカルアンカは,要求される支

持機能が維持できる温度条件下で使用する。また,メカニカ

ルアンカは振動が大きい箇所には使用しない。後打アンカ

の設計は,JEAG4601又は「各種合成構造設計指針・同解説」

に基づき設計を行い,アンカメーカが定める施工要領に従い

設置する。 

 

 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(94 ページの第

2.5.5-1 表に記

載した。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(適用規格を明確

化した。) 

記載方針の差異

(発行元な記載し

ない。) 

 

記載方針の差異

(91 ページの

2.5.1 に記載し

た。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

93 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

2.5.3  基礎の設計 

(1) 設計方針 

配管の基礎は,支持構造物から加わる自重,地震荷重に対

し,有効な支持機能を有するよう設計する。基礎の選定は,

配管の支持方法,支持荷重及び配置を考慮して行う。 

 

(2) 荷重条件 

基礎の設計は,配管から伝わる荷重に対し,その荷重成分

の組合せを考慮して行う。考慮する荷重は,支持する配管に

従う。 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(94 ページの第

2.5.5-1 表に記

載した。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

94 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

2.5.4  埋込金物の選定 

埋込金物は,発生する荷重に基づき,タイプごとに定められ

た 大使用荷重を超えない範囲でタイプを選定する。 

なお, 大使用荷重を超える場合であっても発生する荷重の

作用状態による個別の強度評価により健全性の確認を行うこ

とが可能である。 

 

 

また,ケミカルアンカ及びメカニカルアンカを用いる場合に

は,使用箇所に発生する荷重を許容できるものをカタログから

選定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.5.5  埋込金物の強度及び耐震評価方法 

埋込金物の強度及び耐震評価の方法を以下に示す。 

(1) 許容応力及び許容荷重 

許容応力及び許容荷重は,JEAG4601に基づくものとする。 

 

埋込金物における供用状態及び許容応力状態に対する許

容応力及び許容荷重を第2.5.5-1表に示す。 

 

第2.5.5-1表 埋込金物における許容応力状態(供用状態)の許容応

力及び許容荷重 

 
注記1):1.5fb

*,1.5ft
*及び1.5fs

*はJSME S NC1,SSB-3121.3に

よる。 

2):埋込板の評価では,コンクリート支圧による許容荷

重が引張荷重による許容荷重より大きいことから,

引張荷重を許容荷重として設定する。 

3):許容値は,常温における物性値を用いて算出する。 

 

 図書構成の差異 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

(補足説明資料を

用いて説明す

る。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

 

 

表現上の差異(図

書内で表現を統

一した。) 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

プラント固有 

(施設に応じた記

載とした。以下

同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

95 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

 

 

 

 

 

 

 

記号の説明 

ft:許容引張応力 支持構造物(ボルト等を除く)に

対してJSME S NC1 SSB-3121.1

(1)により規定される値 

fs:許容せん断応力 支持構造物(ボルト等を除く)に

対してJSME S NC1 SSB-3121.1

(2)により規定される値 

fb:許容曲げ応力 支持構造物(ボルト等を除く)に

対してJSME S NC1 SSB-3121.1

(3)により規定される値 

Fc,Ac,scA,Ec  (2)項の記号の定義による 

 

 

 

 

 

 

(2) 強度計算式 

a. 記号の定義 

埋込金物の強度計算に使用する記号は,下記のとおりと

する。 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

(施設に応じた記

載とした。以下

同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

96 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 

b. 強度計算式 

(Ⅰ) ベースプレートの計算式 

ⅰ ベースプレートの圧縮側の曲げ応力 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有 

(施設に応じた記

載とした。以下

同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

97 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

ⅱ ベースプレートの引張側の曲げ応力 

 

(Ⅱ) スタッドジベルの計算式 

ⅰ スタッドジベルの引張応力 

 

 

ⅱ スタッドジベルのせん断応力 

 

 

(Ⅲ) コンクリートの計算式 

ⅰ コンクリートのコーン状破壊における引張荷

重 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

98 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

c. 応力評価 

(a) ベースプレートの評価 

(b) スタッドジベルの評価 

(c) コンクリートの評価 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

99 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  記載方針の差異

(補足説明資料を

用いて説明す

る。以下同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

100 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１１－１ 配管の耐震支持方針） 

 

101 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設と燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3. その他の考慮事項 

3.1  機器と配管の相対変位に対する考慮 

機器と配管との相対変位に対しては,配管側のフレキシビリ

ティでできる限り変位を吸収することとし,機器側管台部又は

支持構造物に過大な反力を生じさせないよう配管側のサポー

ト設計において考慮する。 

 

 

 

 

 

 

 

3.2  建屋・構築物との共振の防止 

支持に当たっては据付場所に応じ,建屋・構築物の共振領域

からできるだけ外れた固有振動数を持つよう考慮する。また,

共振領域近くで設計する場合は地震応答に対して十分な強度

余裕を持つようにする。 

 

3.3  波及的影響の防止 

耐震重要度における下位クラスの機器の破損によって上位

クラスの機器に波及的影響を及ぼすことがないよう配置等を

考慮して設計するが,波及的影響が考えられる場合には,下位

クラス機器の支持構造物は上位クラスに適用される地震動に

対して設計する。 

 

3.4  隣接する設備 

配管が他の配管又は諸設備と接近して設置される場合は,地

震,自重,熱膨張及び機械的荷重による変位があっても干渉し

ないようにする。保温材を施工する配管については,保温材の

厚みを含めても干渉しないようにする。 

 

3.5  材料の選定 

材料選定に当たっては,使用条件下における強度に配慮し,

十分な使用実績があり,材料特性が把握された安全上信頼性が

高いものを使用する。 

また,添付書類「Ⅳ－１－１－９ 構造計画,材料選択上の

留意点」の材料の選択方針に基づき,ダクティリティを持つよ

う配慮する。 

 

 図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

プラント固有 

(該当なし。) 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針 

 

目次 

1. 概要 
2. 基本設計 
3. 耐震設計方針 
3.1 盤 
3.3 装置 

3.2 器具 
3.4 電路類 
3.5 既存資料の利用による耐震設計 

 
 
 
4．耐震支持方針 

4.1 基本方針 
4.2 支持構造物の設計方針 
 

（後次回で申請） 図書名称の差異

（以下同様。） 

図書構成の差異

（以下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 

1. 概要 

本方針は，電気計測制御装置(以下「電気計装品」とい

う。)の耐震設計の基本方針を示したものである。 

 

2. 基本設計 

本方針で対象とする電気計装品は，耐震設計上の耐震重要

度Ｓクラスに属する電気計装品及び常設耐震重要重大事故等

対処設備に分類される電気計装品を対象とする。 

 

ただし，下位の耐震重要度に属する電気計装品であっても

地震力による構造上の損傷により，上位クラス施設の機能上

の健全性に影響を与えるおそれのあるものについては，波及

的影響を与えないよう構造的健全性の確認を行う。 

電気計装品の区分及び適用範囲を第 2.-1 表に示す。 

 

 

 

 

 

  

 

 

表現上の差異 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

第 2.-1 表 電気計装品の区分及び適用範囲 
 

区分 定義 適用範囲 対象例 

盤 電気計装品の一部

で，鋼材，鋼板等に

よって作られた構造

物で器具，ケーブル

等を含み，電気系，

計装系の信号の処

理，制御及び操作系

の保護，開閉並びに

電力の変換等の機能

をもっているものを

いう。 

盤本体の他

にチャンネ

ルベース，

盤とチャン

ネルベース

取付ボルト

及び基礎ボ

ルトまで含

む。 

中央制御盤

類，閉鎖配

電盤，パワ

ーセンタ，

コントロー

ルセンタ，

計装ラッ

ク，現場操

作盤，静止

形インバー

タ，蓄電池

用充電器等 

器具 電気計装品において

取扱われる信号又は

電力に対し，検出，

変換，演算，制御等

の操作を行い，電気

系，計装系の機能を

作り出す要素をい

う。これらは盤類に

取付けられ，あるい

は所定の取付場所に

設置される。 

発信器，検

出器等のよ

うに計装配

管に取り付

けられた

り，現場に

支持金物で

据え付けら

れるものは

その取付金

物まで含

む。 

各種検出

器，発信

器，保護継

電器，制御

継電器，演

算器，スイ

ッチ，遮断

器，指示

計，計器用

変成器，変

流器等 

装置 電力の変換，あるい

はエネルギの変換を

目的とした電気計装

品の一部をいう。 

ディーゼル

発電機は発

電機本体及

び基礎ボル

トを含む。 

蓄電池は接

続導体，架

台及び基礎

ボルトまで

含む。 

変圧器，デ

ィーゼル発

電機，電動

発電機，蓄

電池等 

電路

類 

電線，ケーブル，導

体等の形で電流が通

じている回路が，鋼

板その他の材料で構

成された支持及び保

護の役目をする構造

物に収納されている

場合，その構造物及

び電気回路を含めて

電路類という。 

ケーブルト

レイ，バス

ダクト，電

線管等の支

持構造物及

び埋込金物

を含む。 

計装配管は

止め弁以降

の計装配

管，支持構

造物及び埋

込金物を含

む。 

ケーブルト

レイ，バス

ダクト，電

線管，ケー

ブルペネト

レーショ

ン，計装配

管等 

 表現上の差異

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 3. 耐震設計方針 

電気計装品は，地震時及び地震後においても再処理施設を

安全な状態に維持できるものでなくてはならない。したがっ

て，地震による再処理施設の安全性に対する影響を考慮し

て，耐震設計上の重要度に応じて電気計装品の耐震設計を行

う。 

第 2.-1 表において区分した４種類に対する具体的な設計

方針を以下に示す。 

 

3.1  盤 

盤は設計用地震力に対して構造的，機能的健全性を確認す

る。 

解析モデル化が可能で解析が容易である場合は「振動特性

解析による方法」を採用し，解析モデル化が不可能な場合若

しくは解析モデル化が可能であっても実験によって耐震性を

検定するのが容易な場合は，「振動特性試験による方法」等

を採用する。 

振動特性解析又は振動特性試験等によって剛構造かどうか

を判定し，剛構造であれば静的解析により構造及び機能的健

全性を確認する。剛構造でない場合は，応答解析又は応答試

験を実施する。 

応答試験による場合は，取付けられる器具を実装して行う

ことが容易な場合には，実装集合体応答試験により構造的，

機能的健全性を確認する。 

また，器具を実装して行うことが困難な場合には物理的，

構造的に実物を模擬したものを取付けた模擬集合体応答試験

を行い構造的健全性を確認するとともに，模擬器具取付点の

応答を測定し，器具の単体で検定された検定スペクトルと比

較することにより機能的健全性を確認する。 

応答解析による場合は，解析により構造的健全性を確認す

るとともに器具の取付点の応答と器具単体で得られた検定ス

ペクトルとを比較することにより，機能的健全性を確認す

る。 

第3.1-1図に盤の耐震設計フローチャートを示す。 

 

 図書構成の差異 

表現上の差異

（記載を明確化

した。） 

 

 

 

図書構成の差異 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

 

 

記載方針の差異

（既設工認の記

載と合わせた。

以下同様。） 

 

 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

構造設計

解析モデル化
可能

振動特性試験

剛構造

実装集合体
試験可能

実装集合体
応答試験

模擬集合体
応答試験

静的解析 応答解析

剛構造

振動特性解析

最大応答加速度
及び床応答曲線

器具等取付点応答
一般検定条件以下

盤の構造的
健全性検討

盤の構造的，機能的
健全性検討

盤の機能的
健全性検討

健全健全

盤の設計
変更が可能

器具の設計変更

終了

YES

YES YES

YES

YES

YESYES

YES

NO

NO NO

NO

NO

NO NO

NO

A

B

A B ：第3.2-1図 器具の耐震設計
　フローチャート参照

 
第 3.1-1 図 盤の耐震設計フローチャート 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

（以下同様。） 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.3  装置 

装置は，一般的に剛構造であり，構造強度を有していれば

機能は維持できる。したがって，その耐震性は静的解析を行

って，構造的健全性を確認する。 

ただし，剛構造と認められない場合は，盤の設計方法に準

じてその構造的，機能的健全性の確認を行う。 

第 3.3-1 図に装置の耐震設計フローチャートを示す。 

 

構造設計

静的解析

剛構造

最大応答加速度

構造的，機能的
健全性検討

健全

装置の設計
変更が可能か

装置の形式変更

盤と同様の
フローチャートへ

NO

YES

NO

NO

YES

YES

終了

 
 

第 3.3-1 図 装置の耐震設計フローチャート 

 

 図書構成の差異 

表現上の差異

（簡潔な記載と

した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

表現上の差異 

図書構成の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.2  器具 

耐震設計を要する器具は，その誤作動により施設の安全性

を損なうことのないように器具の選択を行う。 

器具は，構造的，機能的健全性を保持し得る限界入力，又

は許容入力値を求める一般検定試験(又は限界性能試験)を行

い，検定スペクトルを求め，これと取付け位置の応答とを比

較することにより耐震性を判定する。 

一般検定試験を行えない場合は，器具取付け位置の動的入

力によって応答試験を行うことにより耐震性を判定する。 

器具の中で，計器用変成器等のように剛体と見なせるもの

であって構造的に健全であれば，その機能が維持されるもの

については装置と同様に静的解析を行って構造的健全性を確

認する。 

第3.2-1図に器具の耐震設計フローチャートを示す。 

 

構造・機能設計

一般検定

振動特性試験
一般検定試験

（又は限界性能試験）

一般検定条件
（限界入力又は許容入力）

健全

器具の設計
変更が可能

器具の形式変更

終了

YES

YES

YES

NO

NO

NO

検定スペクトル応答試験

B
構造的，機能的
健全性検討

最大応答加速度
及び床応答曲線

A

第3.1-1図 盤の耐震設計
フローチャート参照

第3.1-1図 盤の耐震設計
フローチャート参照

 
第3.2-1図 器具の耐震設計フローチャート 

 図書構成の差異 

記載方針の差異

（既設工認の記

載と合わせ

た。） 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載の適正化 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.4  電路類 

電路類は，構造的に健全であれば機能が維持されることか

ら構造的検討を行う。この際に，電路類を支持する支持構造

物の支持間隔が，据付位置での静的又は動的地震力による応

力によって定めた標準支持間隔において算出された最大支持

間隔より小さくなることで，構造的健全性を確認する。 

第3.4-1図に電路類の耐震設計フローチャートを示す。 

 

 

また各建屋間，建屋と建屋外地盤とにまたがって設置され

るものについては，それらの地震時の相対変位を吸収できる

構造とする。 

熱膨張等を考慮しなければならないものについては，その

荷重に対して構造的健全性を確認する。 

 

構造設計

３次元はりモデル
による解析

標準支持間隔法

健全

応答解析 静的解析

標準支持間隔以内
での支持施工

最大応答加速度
及び床応答曲線

構造的健全性検討

剛構造

標準支持間隔の設定

YES

NO

YES

NO

完了

 
第 3.4-1 図 電路類の耐震設計フローチャート 

 

 図書構成の差異 

記載方針の差異

（既設工認の記

載と合わせ

た。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.5  既存資料の利用による耐震設計 

電気計装品の耐震設計は，3.1～3.4 の設計方針に加えて，

既に振動実験若しくは解析が行われており，かつ，その電気

計装品が本再処理施設に使用されるものと同等又は類似と判

断される場合には，その実験データ若しくは解析値を利用し

て耐震設計を行う。 

 

 

 

4. 耐震支持方針 

4.1  基本方針 

電気計装品の耐震支持方針は下記によるものとする。 

(1)電気計装品は取付ボルト等により支持構造物に固定され

る。支持構造物は，剛な床，壁面等から支持することと

する。 

(2)支持構造物を含め十分剛構造とすることで建屋との共振

を防止する。 

(3)剛性を十分に確保できない場合は，振動特性に応じた地

震応答解析により，応力評価に必要な荷重等を算定し，

その荷重等に耐える設計とする。 

(4)地震時に要求される電気的機能を喪失しない構造とす

る。 

 

 

4.2  支持構造物の設計方針 

 
電気計装品の配置，構造計画に際しては，設置場所の環境

条件，現地施工性等の関連を十分考慮して総合的な調整を行

い，電気計装品類の特性，運転操作及び保守点検の際に支障

とならないこと等についての配慮を十分加味した耐震設計を

行うよう考慮する。 

支持構造物の耐震設計フローチャートを第4.2-1図に示す。 

支持構造物の設計は，建屋基本計画及び電気計装品の基本

設計条件等から配置設計を行い，耐震解析，機能維持の検討

により強度及び支持機能を確認し，詳細設計を行う。 

 

  

表現上の差異 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

図書名称の差異

（以下同様。） 

 

 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異

（以下同様。） 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

基本原則

機能維持
の検討

OK

NO
※1 変圧器，蓄電池

　　　測温抵抗体は除く

設計仕様

設計条件※2

建屋基本計画図

機器配置図

設計場所
大きさ
スペース

建屋種別
設置高さ

基本設計図

支持構造決定

耐震計算

設計用床応答曲線

構造図基礎図

加振試験※1

※2 環境条件，現地施工性及び運転操作・保守点検時の配慮含む。

 
第 4.2-1 図 支持構造物の耐震設計フローチャート 

 
 

  

 

 

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。以

下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書構成の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

4.2.1  支持構造物 

(1) 盤 

a．設計方針 

盤に実装される器具は器具取付ボルトにより盤に固定す

る。 

盤には垂直自立形と壁掛形があり，鋼材及び鋼板を組み

合わせたフレーム及び筐体で構成される箱型構造とする。 

垂直自立形の盤は，基礎に埋め込まれた埋込金物に溶接

又は基礎ボルトで固定されたチャンネルベースに取付ボル

トで固定することにより自重及び地震荷重に対し，有効な

支持機能を有するよう設計する。 

壁掛形の盤は基礎ボルトにより，あるいは基礎に埋め込

まれた埋込金物又は基礎ボルトで固定されたチャンネルベ

ースに取付ボルトで固定することにより自重及び地震荷重

に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－１

－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 
 
 

 図書構成の差異

（以下同様。） 

 

表現上の差異

（以下同様。） 

 

 

表現上の差異

（記載を明確化

した。） 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

表現上の差異

（図を明確化し

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(2)架台 

a．設計方針 

架台に実装される器具は取付ボルト等により架台に固

定する。 

架台は鋼材を組合せた溶接構造又はボルト締結構造と

し，自重及び地震荷重に対し，機能低下を起こすような

変形を起こさないよう設計する。 

架台は基礎ボルトにより，あるいは埋込金物に固定す

ることにより自重及び地震荷重に対し，有効な支持機能

を有するよう設計する。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 
 
 

 図書構成の差異 

 

表現上の差異

（以下同様。） 

 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

表現上の差異 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(3)埋込金物 

a．設計方針 

埋込金物は，支持構造物から加わる荷重を基礎に伝

え，支持構造物と一体となって支持機能を満たすように

設計する。埋込金物の選定は，支持荷重及び配置を考慮

して行う。 

 

b．荷重条件 

荷重の種類及び組合せについては添付書類「Ⅳ－１－

１－８ 機能維持の基本方針」に従う。 

 

c．種類及び選定 

埋込金物には下記の種類があり，それぞれの使用用途

にあわせて選定する。 

(a) 埋込金物形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定でき

ない場合に使用する。 

 
 

 図書構成の差異 

 

 

 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

表現上の差異

（図を明確化し

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

14 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(b) 基礎ボルト形式 

機器の配置計画時に基礎との取合い形状が確定でき

る場合に使用する。 

 
 

(c) 後打ちアンカ 

打設後のコンクリートに穿孔機で孔をあけて設置

するもので，ケミカルアンカ又はメカニカルアンカ

を使用する。ただし，ケミカルアンカは，要求され

る支持機能が維持できる温度条件で使用する。ま

た，メカニカルアンカは振動が大きい箇所に使用し

ない。 

後打ちアンカの設計は，「各種合成構造設計指

針・同解説」(日本建築学会，2010年改定)又は

JEAG4601・補-1984に基づき設計する。また，アン

カメーカが定める施工要領に従い設置する。 

 

 
 

  

 

 

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

記載方針の差異

（適用規格を明

確化した。） 

 

表現上の差異

（図を明確化し

た。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－１－１－１２ 電気計測制御装置等の耐震設計方針） 

 

15 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

(4) 基礎 

a．設計方針 

電気計装品の基礎は，支持構造物から加わる自重，地

震荷重に対し，有効な支持機能を有するよう設計する。

基礎の選定は，電気計装品の支持方法，支持荷重及び配

置を考慮して行う。 

 

b．荷重条件 

基礎の設計は，電気計装品から伝わる荷重に対し，荷

重成分の組合せを考慮して行う。荷重の種類及び組合せ

については添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本

方針」に従う。 

 

 図書構成の差異 

 

表現上の差異

（図書内で表現

を統一した。以

下同様。） 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

417



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

1 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位ク

ラス施設の耐震評価方針 

 

目次 

1. 概要 

2. 基本方針 

3. 耐震評価方針 

3.1  耐震評価部位 

3.2  地震応答解析 

3.3  設計用地震動又は地震力 

3.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

3.5  許容限界 

3.6  まとめ 

 

（後次回で申請） 図書名称の差異

(以下同様。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

2 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

1. 概要 

本資料は，設計基準対象施設を設計する際に，添付書類

「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設」にて選定した波及

的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震評価方針を説

明するものである。 

 

2. 基本方針 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設は，添付書類

「Ⅳ－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5. 波

及的影響の設計対象とする下位クラス施設の耐震設計方針」

に基づき，以下「3.耐震評価方針」に示すとおり，耐震評価

部位，地震応答解析，設計用地震動又は地震力，荷重の種類

及び荷重の組合せ並びに許容限界を定めて耐震評価を実施す

る。 

本方針に基づく耐震評価対象として，添付書類「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設」にて選定した波及的影響の設

計対象とする下位クラス施設を第2.-１表に示す。 

 

第 2.-１表 波及的影響の設計対象とする下位クラス施設 

分類 
波及的影響の設計対象とする下

位クラス施設 

建物・構築物 

・ 分析建屋 

・ 安全冷却水Ｂ冷却塔 飛来物

防護ネット 

 

 

  

 

図書名称の差異 

 

 

 

 

図書名称の差異 

 

 

 

 

 

表現上の差異 

図書名称の差異 

 

表現上の差異 

 

 

 

プラント固有 

(施設に応じた記

載とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

3 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3. 耐震評価方針 

3.1  耐震評価部位 

耐震評価部位については，対象設備の構造及び波及的影響

の観点を考慮し，JEAG4601を含む工事計画での実績を参照し

た上で，耐震評価上厳しい箇所を選定する。 

 

3.1.1  不等沈下又は相対変位の観点 

(1) 地盤の不等沈下による影響 

地盤の不等沈下による影響については，添付書類「Ⅳ－

１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.1 相対変

位又は不等沈下の観点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却

塔に対して波及的影響を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

(2) 建屋間の相対変位による影響 

建屋間の相対変位による影響については，添付書類「Ⅳ

－１－１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.1 相対

変位又は不等沈下の観点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷

却塔に対して波及的影響を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

4 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.1.2  接続部の観点 

接続部の観点による影響については，添付書類「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「4.2 接続部の観

点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却塔に対して波及的影響

を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

5 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.1.3  建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

の観点 

建屋内における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下の観

点による影響については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波及

的影響に係る基本方針」の「4.3 建屋内施設の損傷，転倒及

び落下の観点」に示すように，安全冷却水Ｂ冷却塔に対して

波及的影響を及ぼす下位クラス施設はない。 

 

 表現上の差異 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

422



 
先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

6 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

7 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

8 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.1.4  建屋外における下位クラス施設の損傷，転倒及び落下

の観点 

下位クラス施設である分析建屋は，上位クラス施設である

安全冷却水Ｂ冷却塔に隣接していることから，上位クラス施

設の設計に適用する地震動又は地震力に伴う損傷により，安

全冷却水Ｂ冷却塔に衝突して波及的影響を及ぼすおそれが否

定できない。このため主要構造部材の評価を実施する。 

 

 

 

下位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔の飛来物防護ネ

ットは，上位クラス施設である安全冷却水Ｂ冷却塔を覆うよ

うに設置していることから，上位クラス施設の設計に適用す

る地震動又は地震力に伴う転倒又は落下により，安全冷却水

Ｂ冷却塔に衝突して波及的影響を及ぼすおそれが否定できな

い。このため支持部の評価を実施する。 

 

各施設の評価に必要な詳細構造計画は各計算書に示す。 

 

3.2  地震応答解析 

地震応答解析については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波

及的影響に係る基本方針」の「5.2 地震応答解析」に基づ

き，下位クラス施設に適用する方法として，添付書類「Ⅳ－

１－１－５ 地震応答解析の基本方針」に記載の建物・構築

物，機器・配管系それぞれの地震応答解析の方針に従い実施

する。 

 

3.3  設計用地震動又は地震力 

設計用地震動又は地震力については，添付書類「Ⅳ－１－

１－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5.3 設計用地震動

又は地震力」に基づき，上位クラス施設の設計に適用する地

震動又は地震力として，基準地震動Ｓｓを適用する。 

 

 表現上の差異 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有

（該当なし。） 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

9 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.4  荷重の種類及び荷重の組合せ 

荷重の種類及び組合せについては，添付書類「Ⅳ－１－１

－４ 波及的影響に係る基本方針」の「5.4 荷重の種類及び

荷重の組合せ」に基づき，波及的影響の防止を目的とした設

計において用いる荷重の種類及び荷重の組合せについては，

波及的影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転

状態において下位クラス施設に発生する荷重を組み合わせ

る。 

 

 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定し，上位クラス施設

の機能に影響がないよう設計する場合は，転倒等に伴い発生

する荷重を組み合わせる。 

荷重の設定においては，実運用・実事象上定まる範囲を考

慮して設定する。 

また，屋外に設置されている施設については，添付書類

「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基本方針」の積雪荷重及び風

荷重の組合せの考え方に基づき設定する。 

 

3.5  許容限界 

波及的影響の設計対象とする下位クラス施設の評価に用い

る許容限界については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波及的

影響に係る基本方針」の「5.5 許容限界」に基づき，波及的

影響を受けるおそれのある上位クラス施設と同じ運転状態に

おいて，下位クラス施設が波及的影響を及ぼすおそれがない

よう，また，上位クラス施設の機能に影響がないよう，以

下，建物・構築物，機器・配管系に分けて設定する。 

 

3.5.1  建物・構築物 

建物・構築物については，添付書類「Ⅳ－１－１－４ 波

及的影響に係る基本方針」の「5.5  許容限界」に基づき，

距離及び終局耐力を許容限界とする。 

終局耐力においては，鉄筋コンクリート造耐震壁を主要構

造とする建物・構築物についてはJEAG4601に基づく終局点に

対応するせん断ひずみ，それ以外の建物・構築物については

崩壊機構が形成されないこと又は「鋼構造設計規準－許容応

力度設計法－」（（社）日本建築学会，2005）等に基づく終

局耐力を設定することを基本とする。 

 

3.5.2  機器・配管系 

機器・配管系については，添付書類「Ⅳ－１－１－４  

波及的影響に係る基本方針」の「5.5  許容限界」に基づ

き，破断延性限界に十分な余裕を有していることに相当する

許容限界として，添付書類「Ⅳ－１－１－８ 機能維持の基

本方針」に示す基準地震動Ｓｓとの荷重の組合せに適用する

許容限界を設定する。 

配管については，設置状況に応じて配管耐震評価上影響の

ある下位クラス配管を上位クラス配管に含めて構造強度設計

を行う。 

また，地盤の不等沈下又は転倒を想定する場合は，下位ク

ラス施設の転倒等に伴い発生する荷重により，上位クラス施

設の評価部位に塑性ひずみが生じる場合であっても，その量

が小さなレベルに留まって破断延性限界に十分な余裕を有し

  

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

 

 

 

 

記載方針の差異

(「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」の記載に合

わせた。)  

表現上の差異 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(該

当なし。) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 

記載方針の差異

(「Ⅳ－１－１－

４ 波及的影響

に係る基本方

針」の記載に合

わせた。)  
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

10 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

ていること，また転倒した下位クラス施設と上位クラス施設

との距離を許容限界として設定する。 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

11 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

  プラント固有(該

当なし。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

12 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

3.6  まとめ 

以上を踏まえ，波及的影響の設計対象とする下位クラス施

設の耐震評価方針を第3.6-1表に示す。 

 

 

 

 

各施設の詳細な評価は，添付書類「Ⅳ－２ 再処理施設の

耐震性に関する計算書」以降の各計算書に示す。なお，分析

建屋の詳細な評価は，後次回申請以降において示す。 

 

  

 

プラント固有

（施設に応じた

記載とした。） 

 

 

プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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先行審査プラントの記載との比較表（Ⅳ－２－１－４－１ 波及的影響を及ぼすおそれのある下位クラス施設の耐震評価方針） 

 

13 下線（実線）：東海第二発電所と再処理施設の差異，下線（破線）：再処理施設とＭＯＸ燃料加工施設の差異 本資料のうち，枠囲みの内容は，他社の機密事項を含む可能性があるため公開できません。 

東海第二発電所 再処理施設 ＭＯＸ燃料加工施設 
備考 

(先行炉との差異) 

備考 

(施設間の差異) 

 
 

 
 

 プラント固有(施

設に応じた記載

とした。) 
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